


申皮腫・υん肺ヲスベスト包ンター
I アスベストに関坊と相談は： c:>_~・5627・6007

設立総会： 2003年 12月6日（土）16時

すみだ産業会館サンライズホール（JR錦糸町駅前、丸井ピルSF)

総会後17時30分から懇親会を行います（参加無料）

活動方針案から

① 全国からの相談と対応

2003年9月開催のアスベストホットラインの相談を継続し、医療相談と労災l事前の股助を行います。1官

話での相談体制をf平日継続します。2004年中に時JUIを設定し、中＆：｝！軍ホットラインを実施します。

② 調査及び研究と連続セミナーの開催

天井内部及びボイラー室等吹き付けアスベストのある建物での！邸践の測定を笑施し、その関連の調査

を実施します。環j克アスベスト曝露と発病の関連調査を実施します。地位・廃棄物・駐車場・建材・法律令：

のアスベストの関連を調査し、連続セミナーを開催します。その成果を品終的に、国際会議で発表します。

③ ホームページの充実

アスベスト、疾患、労災補償、身近なアスベスト、アスベスト建材への対処方法等々を、わかりやすく解説

したホームページを来年早期を目途に開設し、更新していきます。

④ 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会への協力

2月に設立が予定されている、中皮，』n.アスベスト疾店、・患者と家族の会の事務局として、協力していき

ます。ホームページの作成や会報の先行等を担当します。

⑤ 環境アスベストへの対応

学校でのアスベスト対策の充実を含め、原境でのアスベスト対策を強化実施していきます。

⑥東京近郊での相談活動の強化

建築でのじんIJili・アスベスト疾患等の相談に川氏、他の業種での相談活動を強化します。

⑦ その他

中皮JI重・じん｝！$・アスベストセンターは、会員の会費や寄付金があって初めて成り立ちます。

皆綴からのご支慢で、全国からの相談への対応や訓査員の派遣や調査研究が成り立ちます。

ぜひ支えてください。

．会7-!i:

正会員・個人3,000円／年、 団体 10,000円／年

賛助会員．個人 1口3,000問、団体1ロ10,000円

．寄付

郵便振替： 00170ーら722073rj1皮脂・じん｝！iii・アスベストセンター

中皮腫・じん肺・アスベストセンター

〒136-0071東京都江東区他戸7-10-1Zピjレ5階
TEL: (03)5627-6007/FAX: (03)3683・9766

Eメール：info@asbestos-c巴nter.jp

ホームページ：http://www目asbestos-center.jp/ 
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特篥/「原則禁比」導入後のアスペスト問題

禁Itは最初の第一歩新たなイニシア科ブが必要
古谷杉郎全国安全センター ■石綿対策全国連絡会議事務局長

10月16日、厚生労働省は、アスベストの「原則禁 
止」を導入することを目的とした、労働安全衛生法施 
行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457 
号)を公布した(21頁参照、20頁に施行通達)。
改正政令の施行は、来(2004)年10月1日である 

が、日本におけるアスベスト問題が新たな段階を迎 
えようとしていることは間違いない。
昨年6月28日の坂口厚生労働大臣による、「原則 

禁止」導入方針表明以来、全国安全センターや石綿 
対策全国連絡会議が強調し続けてきたように、「原 
則禁止」導入は、アスベスト問題の解決に向けた最 
初の一歩であって、この時期に抜本的•総合的対 
策を確立しておかないと、後世に大きな憂いを残す 
ことになりかねない。
石綿対策全国連は、7月23日に、国土交通省、文 

部科学省、環境省との交渉を行い、厚生労働省の 
「原則禁止」導入方針を受けて各省において検討さ 
れている(あるいは検討されていない)施策につい 
て確認するとともに、それぞれの所管する行政分野 
において必要な抜本的•総合的対策の確立を要請 
した。
厚生労働省に対しては、5月2日に示された「労働 

安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」につ 
いての意見募集(パブリック•コメント)に対して、意 
見を提出(6月号2頁参照)。様々な情報の把握や提 
供に努めながら、同省の方針が固まるのを待って 
(8月18日付けでパブリック•コメントに対する回答の 

公月号67頁参照、10月16日改正政令施行)、 
10月24日に交渉の場を持った。2時間の時間と広い 
会場を用意させ、全国から、アスベスト曝露による 
中皮腫•肺がんで夫を亡くしたご遺族5名、中皮腫ま 
たは肺がんでまさに闘病中の3名をはじめとした被災 
者ご本人を含む25名が参加した。
今回の改正政令による「原則禁止」の不十分さに 

ついては、パブリック•コメントに対する石綿対策全 
国連の意見等に詳しいが、今回禁止されなかった 
石綿含有製品に関しては、厚生労働省も放置して 
おいてよいという考えではないようなので、早期全面 
禁止に向けた具体的作業を一層促したい。国際的 
にも、ILO石綿条約の見直しが行われるのならば、 
安全確保上支障のないものについては原則使用 
禁止という基本方針に基づVゝて対応すると明言した。

しかし、①今後の健康被害対策と②既存アスベス 
卜対策を二本の柱とした、抜本的•総合的対策の確 
立については、問題意識がまったく希薄と言わざる 
を得ない。

とくに今回は、労働基準行政という枠内だけでは 
なく、厚生労働省全体として、国民の健康という立場 
から、中皮腫•肺がんをはじめとしたアスベスト関連 
疾患の今後の増加に対処する抜本的•総合的対策 
の確立に着手すべきであると迫った。

アスベスト曝露に特異的な疾病である中皮脇こ 
よる死亡者は、人口動態統計によると昨年810人。 
石綿肺がんによる死者がその2倍として、アスベスト
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がんですでに年 I~J 2,4 0 0人殺されていることになり、

今後激増することが予測されている。これを国民の

健康に対する重大な脅威ととらえ、「士Jがん戦略JIこ
杭肯づけξ二と等を台めて、中皮腫'{J綿団連疾患

の健威、医療、福祉等に係る総合的対策を、医療

関係者ιみならず、被災者、家族や支暖NPO等を

台めて早急に検討することを求めたのでまる。とくに、

被災者の数がまだこのレベルにとどまっている今だ

から三そできる、中皮脂の全例実態調査を実施して

今後に活かすことが重必だと訴えた。

しかし、事前に窓口となった大臣官房総務課との

間で、答えられる部岩がない、出席者の誰かにその

旨を答えてもらいたい、それを答えられる部署もな

い、等々といったやりとりがあったあげく、交渉前円

になって、 F A Xで以トのようなメモが届けられた。

「明tI 24 tIに予定されている必請については、首

話でをお話させていただきましたが、要請項目の In
健康被害対策』については、厚生労働省における

アスベスト悶連疾患の対策は労災関係の対策が二主

であります。

アスベストに限定しての全体的な対策は厚生労

働省として行ってはおりません。そのため、 l止請願H
江全てに厚生労働省としてはお符えはできませんの

で認出する要請頃Uについてご連絡させていただ

きます。

1. I要請項目のl及び21は、健版局では般的

ながん対策について、労働県市局では職業関連

がん対策について対応します。

2. I要請項目の3及び91は、全省庁的な対策に

ついての要請であり、端境省が中心亡なって対策

が講じられるものと考えております二

アスベスト閣述咲患は原岡が職業閣速が主で

あり、現存、一般の方がJよくかかる病気ではあり

ません。そのため、厚乍労働省では労災関係で

の対策は行っておりますが全体的な対策を行っ

ているわけではありません。

したがいまして、現段階で厚や労働省としてお

符えすることはできませんのでご了承願います0

3. I要請項U 4 1は、労災認定法準関係の川知の

部分については労働基準局で対応しますが、そ

の以外の要請については上記2のとおりであり

お答えできませんのでごf承願います。」

これには、参加した被災者、遺族のみならず全員

が納得できるオ:付がない。「厚生労働省は同民の健

康を所管しているのではないのか」。予後のきわめ

て悪い1' '皮腫で闘病1' 'のAさんは、「私は夕日H五告

されている身です。放ゴまっておけといそ三とですか」

と主去りに声をふるわせた。 (しかしい|答はなし)

大臣が率先して「原則禁止」導入を決断した厚生

労働省がとのような状態では、縦割り行政の 111弊を

排し、省庁の珂恨を超えてなされなければならない

抜本的・総合的対策の確立に向けては、 層性
根を据えて取り組まなければならないだろう。従来

の名省庁交渉の積み重ねだけでは、実現できない

と実感している。(各省交渉の内脅については、石

綿対策全同連絡会議のホームページ (http://park3

wakwak.comも anl叩/ )をこ覧いただきたい) 。

おりからの衆議院選挙にあたって、有綿対策全

f:li l速では各政党に公明質問状を発し、回答を得て

いる。質問状自体が、私たちが考えている、「原則

禁止」導入という新たな事態を踏まえた今後の課題

の要約説明となっているとと、また、ここで得られた

各政党のInl答も足がかJとしながら、今後の展閣を

ちえていきたいという意味毛こめて、その内脊を1 0
頁以下に掲載した。

一方で、厚恒労働省交渉の前段のり月には、 12

1 4円にカナダ・オタワで国際アスベスト会議が開催

されたほか、以下のような連続行動が取り組まれた。

・9.21-27 写真展.静かな|時限爆弾=アスベスト

被当(池袋・東京芸術劇場)

・9.23 パネル・デ、イスカッ三ョン中皮JI>Ii・アス

ベスト被需被災者の声と今後の対策

(i也袋・事島区立勤労相祉会館)

・9.24-25 アスベスト被害相談ホ、ソトライン

12月6t 1には、 「中皮腫・じん肺・アスへ刀、センター」

の設立総会が予定されているが、明の速の行動

は、このアスベストセンターの事実上の活動開始と

いう刊格も持ったものだった。

来年2月には、石綿対策全国連の第 17回総会に

台わせて、「中皮JI > I i・アスベスト疾忠・忠、者とdポ族の

会(仮称)Jの発足も予定されている。

以下に、これらの取り組みを報告してもらった。
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特集/「原則禁止」導入後のアスベスト問題

9月の連続行動一写真展、 パネル.知カッションホットライン
永會冬史

アスベスト限絶ネットワーク

今回の、「写真展♦静かな時限爆弾=アスベスト 
被害」を企画し推進してきた写真家の今井明さんが、 
切迫した日程の中で、アスベストじん肺の大工さん 
Nさんの仕事場で撮影することになった。今井さんと 
東京労働安全衛生センターの外山尚紀さんと私とで、 
仕事場の一戸建の建設現場にお邪魔した。
現場は、鮮やかなグリーンの防護ネッKT囲まれ、 

ご本人と二人の大工さんが、おおむね柱が組まれ 
骨格が出来上がっている2階建ての一軒家で仕事 
をしていた。現場の周辺は軒を接するように民家が 
接近し、正面だけが路地に面していた。1階、2階と 
もまだ床が張られてなく、三人は仮の板が渡してあ 
る2階で、梁や柱にノミでほぞを刻む作業をしていた。
私たちは下から挨拶をすると、呼ばれるままに2 

階に上がづて撮影に快諾していただいたお礼を言っ 
た。階段はまだ素通しで、2階といっても斜めに板が 
梁に渡してあるだけで、足がすくむような高さだった。 
今井さんは、大きな体にカメラをたすきがけにして、 
おそるおそる2階に上がっていった。Nさんは小柄 
で、満面の笑みで私たちを迎えてくれた。今井さんは 
大きな体をちぢこませ、Nさんの写真を何枚も撮り始 
めた。Nさんは、よく通る声で、昔の粉じん作業の話 
やアスベスト含有ボードの話をしてくれた。そのあい 
だ、今井さんはカシャカシャと写真を撮りまくっていた。
写真を撮り終わり、下に降りて帰り際に、現場を 

背景にしたNさんの肖像を今井さんはカメラに収め 
た。グリーンの防護ネットの前で、一瞬のすばらしい 
笑顔を捉えることができた。
4安全センター情報2003年12月号

練馬区内小学校の吹き付けアスベストを視察する永會冬史さん

数日して、今井さんは、Nさんとは対照的に、体の 
わりに消え入りそうな声で、「このあいだの現場では、 
すばらしい写真が撮れました。これで、やっと写真展 
の目星がついてきました。」と言った。

今回の写真展は、アスベストをめぐるさまざまな重 
層的な情勢の中に計画されてきた。写真展に向け 
る作業能力の問題や、以前に神奈川で開催された、 
神奈川の被災者、ご遺族の写真展を東京で開くとい 
うことの、写真展の位置づけの問題などがなかなか 
解消されず、一時は開催が危ぶまれる声もあった。 
しかし、後者は東京の被災者の写真を短期間に可 
能な限り撮影し、神奈川の造船、基地のアスベスト 
問題とともに東京のアスベスト問題を発信するとい 
う位置づけを確認できたことで、あとは今井さんの撮



影作業の問題となった。今 JIさんの»真展にかけ

る14lいや、神奈川労災職業病センターの山岡隆重

さんの強い文援がこのような ifrtれを形成してきた。

今)1さんは、乙のような背長のモとに過併な撮影

スケジュールをこなしてしミくことになった。前述した N
さんのほかにも、被災者の写?を、ご遺族の写六、ア

スベスト建材の»兵などを粘力的に撮影してきた。

ちょうどその頃、東京都練馬灰の小・中学校の教室

の、天井の吹きつけアスベストが発覚した。今井さ

んはアスネットが調査する日程に同行し、予校の普

通教室の天井に露出し劣化しているアスベストも脹

影し、写宍民に小学校の天井アスベストの衝撃的

な状況を展示、報告している。

一方、写真展が開催される 9月日コ弟4週は火曜 H
23 円が休円ということもちり、この円にパネルデイス

カッションができないかというととが検討され、また、

このデ fスカッションと写真展を、報道機関を通じて

広く周知させることで、 24 ・25 F 1の向円に1' '皮腫・ア

スベスN二関するホットラインを晴くととが検討された。

パネルディス力、ソションやホットラインは、写真展の

準備を含め、限られたメンバに相当な労力を強い

るととは忽像されたが、今は集中してアスベストにつ

いての流れを形成する|時期にあるのではなL功、と

いう、漠然とした共通認識があったように思う。

写真展以前江育勢としては、昨年のアスベスト被

災者・遺族毛参加した厚生労働省交渉以木、静岡

の大内さんがこな尽) )された国会

議員のアスベストに関する質問

趣志』とこれについての厚生

労働省のInl答、|司省のアスベ

ストの代苔化に闘する検討委

H会の設置と答申、それを受け

ての|司省のアスベスト連材の「原

口1'禁止J(括弧村きではあるが)

の表明、来年 10月施行の決定

等江育報が守:て続けに飛び込

んできた。

一方、前述したように練馬区

民である労住医連の池尻さん

とアスネ、ソ卜で昨年カミら取り車OJu
できた練馬区の施設のアスベスト調査が、今年夏に

なって結果が報告され、 r x : ¥ i :の小学校・中学校の34

校からむき山しの吹きつけアスベストが「発此」され

た。とれらは一部現地調査を行ったが、児童が日常

的に中活する普通教窒の天井アスベストの劣化状

態が亡どいものが多く、私たちは早急な除去を区に

対して要請してきた。乙の練馬区の問題については、

マスコミ数社が収材し、テレヒ、で放映された。さらに

は、池尻さんのお下さんが通学している1' '学校の4:
L 宝で行われていた昨年の改修L 事で、アスベス

ト事前調杏とアスベスト粉じん対策を行わなかった

違法な工事が発覚し、この件について緊急の記者

会見を行った。とれは新聞数社に取り上げられた。

また、このような情勢と、ド行して、やはり昨年の、

1' '皮腫必亡の将; . k予担という衝撃がJな学会報告が

,'Hされ、人U動態続出の中皮脂による死亡者数が

年を追う二三に確実に増加している傾向がその予測

を裏付けてきている。それに比して労災保険による

救済件数の少なさについて、大掛かりな取り組みが

必'～との f 解が蟻成されていった。このような認識

は、アスベストによる被災者を確認し、労働災当認

定の千助けを強化し、被災青、介護者、ご遺族のサ

ポートをおこなって Lヰナる組織の必虫干|を浦感させ

ていくことになった。このような取り組みへの着子は

急務であり、一方、とれから被災者が激増するロJ能

'1"1が指摘されていることから、いま始めなければ 5
年後、 10年後ではとても子におえない状況になって

安全センター育報 2003年 12月号 5
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しまうとの下感もあった。このよ

うな考えは、名取雄ロl医師を '1'
心に、中皮JI I ! i・じん肺・アスベス

トセンター構fりと結実し、写真展

への協賛等、実質的に9けから

活動を晴始している。止式には

12月6t1の設¥r.総会をもって哨

矢とする。

他方、 2004 年 11月に日本で

閣催が準備されている世界アス

ベスト会議は、国内のアスベス

ト問題についてのステージを提

供すξとともに、アジアをはじめ

とする、これからアスベスト被百

が深刻化していくであろう諸同

のアスベスト問題について、ア

スベスト先進国はどのような教訓!と支援を提供でき

るで主ろうかといf課題を提示し、回答を模索してい

くことも大きな柱になって ll<と考えられる。すなわな

国内のアスベスト問題を集約し、結論と)j法論を導

き刑していく作業は、市谷さんを中心に大変な尽力

を傾けて準備作業を行っている来年の世界会議に

おいて、単にわが国独白の問題ではなく、広く他の

多くの|玉|の将来の被災者(つまり世界中の多くの子

供たち)の、アスベスト被需の予防につながってい

くと信じたい。

このような、厚恒労働省をめぐるアスベスト原則

禁止法制化の動き、地域的な練馬区の学校アスベ

ストの問題の発覚とマスコミ報道のタイミング、「中

皮腫・じん肺・アスベストセンター」設なの準備、世界

会議へ向けた大きな流れ等の、写?を)足以前の流れ

は、'_!__f.真展の志手誌を大きなものにしていった。!ザ真

展はアスベスト問題についての現時点での集約点

であり、また、今後のアスベスト問題についての新

たな発信点というような怠味台いを、合』じなく持ち始

めてきていたように以える。

9月 23日に»真展会場の近くの勤労福祉会館で

行われたパネルデ、イスカッションには、下恕を [Jn[

る人々が集まってくれた。用;草された会場の柿下は

あと均時まとから追加されξという状況で、開催した

私たちは反響の大きさと来ていたた'llた方の熱心さ

に、あらためで驚かされた([写真) 。

このパネルデイスカッションでは、胸映悪性 '1'皮
l悼を思っているAさんと1',取医師との対話形式で、

Aさんの思い、あ会L持ちが話された。 Aさんは、穏や

かに、切々と心I査を語ってくださった。 40 年も前のア

スベスト作業が、いま臼分の体を蝕んでいることの

悔しさ、「静かな|持限爆弾」のスイッチが入ってしまっ

たことへの恐れ、先進治療への期待、先進治療へ

の同の取り組みへの IIらだたしい思いなどを静かに

話された。

このAさんのお話は、 NHKが取材し、 3F1後の金

曜日夕方、テレビで放映された。との反響は大きく、

翌Hの写真展最終出土、テレビを見たという中皮腫

を患われている)jやこ1皇族の )jが、写貫民会場に

直接訪れ、話をされていった。

皆さん、中皮腫と診断され、相談したいがどこに

相談したらよいか乞均めず、テレビを見てこれだ、と思っ

たと言っていた。»真展会場に詰めていた今 JIさん

は、「この方は写真展に相談しに来られた方だとい

うのが、 目でオコかる人カヰ可人もいました。エスカレー

タや、エレベーターを降りて、他にははもくれないで

まっすぐこちらに [oJかつて来る人で、皆さん真剣な

面持ちでした。」と感想を亘っていた。

6 安全センター情報2コ83年 12月号



パネルディスカッションの翌日24日と翌々日の25 
日に、ホットラインを開設し、アスベストに関する電 
話相談を行った。亀戸の東京労働安全衛生センター 
の一角に2回線を開設した。2日間、2台の電話とも 
鳴りっぱなしの状態で、電話に出ると「何度も電話し 
たが、やっと通じました。」という方がたくさんいた。相 
談内容は、多くは自宅の建材はアスベストが使用さ 
れているかどうか、アスベスト建材が自宅にあるが 
このまま使用して危険ではないかという相談であっ 
たが、中皮腫に関する相談も少なからずあった。

その後の相談も含めると相談件数は180件にお 
よび、中皮腫に関する相談は30件に達した。26日 
以降もホットラインの余韻は消えず、ホットラインに 
使った電話回線は、その後も「中皮腫•じん肺•アス 
ベストセンター」の電話として使用しているが、アスベ 
ストに関する相談は続いている。これらの相談の中 
皮腫のケースは、労災認定の手続などそれぞれに 
可能な対応を手配している。

写真展は、喜ばしいことに、予想に反し多くの方 
に訪れてもらうことができた。7日間の開催で600人 
の方が、今井さんの写真を見てくださった。また、写 
真展会場に準備したアンケートに、多くの人が真剣 
にアスベスト被害の深刻さを知ることができたと答え、 
今井さんの写真の安らぎを覚える被災者のポート 
レートに感動の言葉を寄せてくれた。
今井さん、西田さんをはじめ、多くの関係者の甚 

大な協力を得て、写真展を中心にしたアスベストに 
関する濃密な一週間を経験することができた。最終 
日の写真展会場撤収の後、関係者数人で打ち上げ 
をやったが、体力的にはともかく精神的には高い達 
成感を味わい、うまいビールとともに写真展直前か 
らの緊張感をやっと解くことができた。
写真展、パネルディスカッション、ホットラインに協

ft

中皮腫•じん肺•アスベストセ汐一12月発足へ
名取雄司

亀戸ひまわり診療所•横須賀中央診療所医師、中皮腫•じん肺•アスベストセンター代表(予)

12月6日(土)東京•錦糸町で、「中皮腫•じん肺• 
アスベストセンター」の発足総会が行われ、正式に 
発足する予定である。総会で、候補予定の運営委 
員や事務局員が正式に承認されれば、全国安全セ 
ンター連絡会議加盟の各地の安全センターの方や 
関係者が、運営委員や事務局に参加する新しい非 
営利組織が誕生することになる。
代表に私(名取雄司)、副代表に亀戸ひまわり診 

療所所長の平野敏夫氏、事務局次長に東京安全 
センターの飯田勝泰氏、運営委員に全国安全セン

ターの古谷杉郎氏、神奈川労災職業病センターの 
西田隆重氏、関西安全センターの片岡明彦氏、愛 
媛労働安全衛生センターの白石昭夫氏、東京安全 
センターの外山尚紀氏、横須賀のじん肺アスベスト 
被災者救済基金の早川寛氏、会計監査に東京安 
全センターの高山俊雄氏と神奈川労災職業病セン 
ターの安元宗弘氏が、それぞれ予定されている。
全国安全センター初代議長であった故田尻宗昭 

氏の神奈川時代の大きな課題であり、その後全国 
安全センター加盟の各地の団体が様々に取り組ん

安全センター情報2003年12月号7
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できた、アスベスト団連疾患・中皮腫の被災者の救

済の活動の成以として、新しい同休が生み出された

といえる。中皮脂・じん肺・アスベストセンターの発足

に到る経過を、振り返りながら、まとめさせていただ

きたい。

中皮脂の桐談が増加し、各地の安全センターで

の対応では難しい事例も徐々にJ!l )JUしてきたのは、

数年前からで反る。 1980年代では、 '1'皮腫やアスベ

スト関連肺がんのほとんどが、石綿製造i場関連

か造船所関連等であった。建築関連や港湾関連が

少しつつ増加し、その他の事例もポツポツとあった。

3然のごとであるが、 1930 年代のアスベスト日暴露の

場の主流は、｛J綿製造一同希であり、海軍一仁廠や蒸

気関連の設備であったのだかる、 4 0年の桝伏期を

考えると3然と青えた。

1990年代になり、建築関連や光省所団連の相談

が増加し始めた。まさに 1950 年代のアスベスト曝露

の影響が問はじめたのであった。建築の被害の多

充を私が束尽で実感し始めたのは、 1990年代後半

であったoそして 2 0 0 0年前後から、様々な製造業の

制究職、様々な製造業の配台関連職、JM)W、ガラ

ス関連一仁業等の相談が寄せられるようになった。伺

談の事例は国際的には報山がされているが、円本

の虚業やその会社では初めての事例が多くなって

きたのである。

まさに 1950年代後平均め 19ω 年代初頭に、様々

な製造業でアスベストを添加し、様々に使用する 6Jf
究が行われ、その配合等にかかわった、もしくは近

隣にいた人の発症が始まったのであった。アスベス

トやその関連の製1］'1化の知識に明るい者が、詳し

く臓歴を聞きながら判断する必 l止のある伺談例が

増加した。

一方、 1980年代や 1990年代までのアスベスト関

連肺がんや:~\'VI胸膜中皮腫は、｛J綿て場や造船

所等が典型であるが、高濃度のアスベストに2(年を

超す期間H暴露された人に台併する場台が相対的に

多かった。例をあげると、｛J綿肺管理2に続発' 1 " 1気

管支炎が合併し、療養後7年して、悪性胸膜'1'皮腫
やアスベスト関連肺がんがさらに合併するので主る。

ところが 199 0年代後半から、胸部レントゲン写真

や cr 写宍では有綿肺所見や胸膜肥厚斑が認めら

示ノトラインを劃ナる名取雄司雇師 (9月24日)

オ1ないが、病理的にはアスベスト関連肺がんや悪

ド|胸膜中皮腫が7苦痛する事例が噌)JUしてきた市象

がある。以前のアスベスト濃度が測定されていない

並業が多く、本ヨの詳細は不明の場台も多い。しか

し、そうした伺別の会社の1950年代後半~19ω年

代のアスベスト曝露は、管理区分を米すじんl附所見

には到らない日暴露であるととも多かったが、発がん

ド|を十分発障するレベルであったのではないか、と

経験的に推察している。こうした '1'でアスベストの調

査や研究もロJ能な与門的団体の必要性は、徐々に

高まっていた。

第2の背景としては、労災認定の地域偏伝と全国

からの楠談体制の必要であった。悪性中皮脂によ

る死亡が伴|自J70 0 ~ 800 'f1T- rとなる中で、中皮腫の

労災認定は依然年間30件台と低く、その地域も、神

公川、大阪、兵庫、岡山等、石綿関連疾忠に熱心

な院自Iliや支援NPO・被災者紺純の活動がある地域

に偏在していたのである。相談にのる医師や支援

するNPO・被災者組織がない地域の方が、静岡の

アスベスNごついて考える会の大内 )JU方デ氏のホー

ムページ (http://www.ag.wak¥>叫'.com(hepafil/)や

じん肺アスベスト被災斉救済県全のホームページ

(http://以司市1ca.apc.or島市npai/)を見て相談する

ケースが増加していた。全国の) jの相談にのり、各

地の医師やNPO・被災背組織をj,L;i差していく全l:li l
対象の凶体が必立与となりつつあった。

第3の背景として、 2004 年I!l界アスベスト東京会

議 (http://www.ag.wakwak.com(gac2004/)の晴

催があった。世界会議は、アジアの悶係者との交流

の坊であるとともに、円本の被災者を広く収済する
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場にしたいという愁いを、多くの関係者が等しく共有

していた。全国的同休のモデルとしては、横須賀の

じん肺アスベスト被災者救済県令の6年聞のII i動が

既にあった。 1997 年住/i_造船所アスベストじん肺裁

判の第l次訴訟の原告たちが、今後の被災者救済

のために寄付をして設立さオた法令は、被災者の団

体と、院療団係者と支援するNPOや労働組合が共

に集まり協力し、被災者を文えながら進んできたか

らである。

I'k療関係でいえば、労働者住民俣療機関連絡会

i義(労住医連)加盟の医療機閣、横須賀 1' '央診療 

所、ひらの亀戸ひまわり診原所、)ム島の友平日クリニッ

ケ、名古犀の杉市区院、愛媛の新居浜俣療恒協、

高知の勤労ク1)二、ソク、大分↑品干11病院等、石綿11市や

アスベスト関連疾忠の経験をとの 10数年間に陥っ

ていた。その中で横須賀の春阿明白;1医師、名古犀

の杉浦裕医師がアスベストセンターの運営委員に、

東京のひらの亀戸ひまわり診僚所の名取雄司が代

表に、それそ、れ附されている。

全国安全センター関連以外の N P Oカミらは、前述

の大内氏が運常委Hに、持境のアスベストではア

スベスト恨絶ネットワークの水合氏が事務局長とし

て、全建総連東京都i皇の凹白書記長の参加が予

定されている。出然のことであるが、じん肺忠者同

閣の北茨城、高萩、束ボ東部、横須賀、住設束尽

支部や ['1 '皮腫アスベスト侠患・患者と家払の会(仮

称)Jカら連常委Hが参加する。中皮脂の方や家族

が、こころのケアをl立する寸一場にいることをサポー

トしていただくために、グリーフケアに秀でた、白十

字訪問看護ステーション秋山止子所長と、A(?毎J車岳民

地のアスベスト訴訟で活躍された横須賀の古川武

志弁護上が、運営委員に予定されている。

「中皮脂・じん肺・アスベストセンター」の骨絡は品

終的に7月に定まり、 9月の事務局¥ r .ちあけきにあわ

せ、写買民とシンポジウムとアスベストホットラインの

晴催が決まった。 9 月 24~2S 日に行われたホ、ソトラ

インの官話は、東尽センターの内肝正千氏と飯岡氏

に、永倉と名取が加わり、医療と環境を含め相談に

'8 、じた。 NHKラジオやテレビの報道があり、 2日間電
話はなりやまず、伺談i'I数は 18MI に述した。 JAi刊
胸股1' '皮腫の相言は、その後の確認をふまえると

24i'1となった。

九州が2件、凶回2件、 1' '国3件、近畿1件、東海

~t陪4件、関東印信越 12件等となっている。医療相

談を希望され、電話の 101こうで渋き崩れる方もあり、

相談を受ける側も必死に対応させていただいた。仕

事宅様々で、アスベスト製造業3名、造船所31',、建

築6名、港湾1名、製造業2名、船員1名、保守管理

3名、そ¢他5名となっている。すでに2名の )jが永

眠されており、中皮 J]!曜の相談対比、の機敏さの必要

をあらためて痛感している。

各地の安全センターにご協力をいただき、相談が

始まっているし、相談体制のないJ也J>;'には、「中皮

腫・じん肺・アスベストセンター」が伺談支援員を派

遣し相談に応じている。全国か「コのアスベスト相談

のネ、ソ卜ワーケが、今回のホ、ソトラインの経験ででき

つつあることを実感している。

すでに 11月、栃木で労災申請が行われ、今後、

束京、神公川|等で数件の申請が続く段階に入りつ

つある。来年1月 31 t1(1 ) ～2月 l t1 (tI)には全国

安全センター共催のじん11市プロジェクトが東京で開

催される。アスベスト関連疾忠の講義、被災者の生

の声、本人と家族に慢する人が知らなければなら

ないこころのケア(グリ フ・ワーク)の研修、労災

申請業務の概説、胸部レントゲン読影等rJ:研修が、

1月 31 t1に行われる。今後、全圃安全センターの悶

係者で、アスベスト関連の業務に携わる予定の )j

は、是非参加していただきたい。

来年度には、「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家

族の会(仮称)Jの発足も予定されており、各地の1' '
皮脂やアスベスト疾忠の被災者を支駁する役害防3、

全国安全センター加入凶体にふJ くめられることが下

想される。是非この点でのご協力もお願いしたい。

今おきつつある被害・被災者を救い、 4 0年後の被

需を少なくするために、「中皮腫・じん肺・アスベスト

センタ」の今後の活動に是非参加してい岡市

ただき、ご協力をたまわりたい。 臥岨
中皮腫・じん肺アスベストセンター

干 136-0071東京都江東区亀戸 7- 1O-1Zビル5階

TEL: (03) 5627-6αJ7jFAX: (03) 3683-9766

Eメール info(f~asbestüs-center.ip

ホームベジ http://www.asb出 t仁 s-center. ipl
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特集/「原則禁止」導入後のアスベスト問題

アスベスト原則禁比導入と 
その後の課題への対応
石綿対策全国連の質問状と各政党の回答

アスベスト対策に関する質問状

貴下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げま 
す。
私たちはこれまで、日本において、発がん物質ア 

スベストの危険性の啓蒙、アスベストによる健康被 
害の掘り起こし、すでに使用されているアスベストに 
対する労働•環境対策の確立•強化、そして、何より 
も日本におけるアスベスト禁止の早期実現に向け 
て、様々な取り組みを進めてきました(石綿対策全国 
連絡会議は、そのような目的のために、1987年に労 
働組合や市民団体、関心をもつ個人によって設立 
された団体です)。
長年、世界第3位のアスベスト消費国という不名 

誉な地位にとどまり、先進工業国の中では唯一突出 
してアスベストを使用し続けてきたわが国も、ようや 
くアスベスト禁止に向けた具体的一歩を踏み出しま 
した。
昨年6月28日の閣議後記者会見において、坂口 

力厚生労働大臣が「アスベスト原則禁止の導入」方 
針を表明した後、厚生労働省において「石綿及び同 
含有製品の代替化等の調査」が実施され、さらに「石 
綿の代替化等検討委員会」による検討結果を踏ま 
えて、市場に残っているアスベストを含有する、建材 
製品のすべてと摩擦材(ブレーキ、クラッチ)、断熱 
材用接着剤の、製造、輸入、使用等を禁止する労 
働安全衛生法施行令の改正が近日中にも行われ、 
来年10月1日から施行されることになったわけです。
厚生労働省(労働行政)の関係では、同時に、「石 

綿による疾病の労災認定基準」の改正も行われ、 
作業環境における「管理濃度」の引き下げ(2繊維/ 
cm3から0.15繊維/cm3へ)も予定されています。
国土交通省においては、国際海上人命安全条約 

の改正を受けた船舶安全法関連規則等の改正に 
よって、新規に船舶に使用される材料について、す 
でに昨年、アスベスト使用禁止の先陣を切っていま 
す。同省大臣官房営繕部が所轄する官庁直轄エ 
事においては、現行の各種法規制を上回るアスベ 
スト対策の実施が、共通仕様として明示され、その 
内容も改善を重ねられつつあります。

48年ぶりに、例示規定から性能規定への転換が 
図られた2000年の建築基準法抜本改正において 
は、私たちの長年の要請にもかかわらず、結果的 
に、「耐火構造」等、施行令(3箇所)、告示(10箇所) 
レベルでアスベスト含有建材の例示が残されてしま 
いましたが、今回の労働安全衛生法施行令改正を 
踏まえて、これらもすべて削除されることになるでしよ 
う。
環境省においては、主として現在吹き付けアスベ 

ストに限定されている規制対象を拡大する必要性 
があるかという観点から、大気汚染防止法及び廃 
棄物処理法関連施策の見直し作業が開始されまし 
た。

こうした一連の動きを、私どもは大いに歓迎して 
おりますし、また、皆様方のご尽力にも感謝する次 
第です。

しかしながら、アスベストの原則使用禁止は問題 
解決への最初の一歩です。アスベストに関連して取
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り組まなくてはならない課題はまさに山積みであり、

ここにあげられた動きも、そうした諸課題の 部に

過ぎないととを銘記すべきであります。私たちは、乙

れらの対策によって、「アスベストは過去の問題」と

なったという誤解が生じることを強くし慰念しています。

かつて1980年代後半に、学校の吹き付けアスベス

トの処理が社会問題化して、いわゆる「学校パニッ

ク」が起こったときには、マスコミや国会等でも大き

く取り上げられ、それまで一般にはなじみの薄かっ

た「アスベストが危険な発がん物質である」ことの認

識はひろがったものの、このときにとられた対策を

もって、「アスベストは過去の問題」となったと, lう誤

解が蔓延してしまったことも事実です(実際には、当

時の対策は、通達や指針等によるもののみで、法

的な対比、は一切なく、その内容も不|分なモのであっ

たと言わさるを得ませんlOI可じ轍を踏むことなく、関

係省庁がこのようなアスベスト対策の見直LA=多少

なりとも前向きになっている今とそ、抜本的、総台的

なアスベスト対策を確¥r.する好機であると考えます。

早期全面禁止を実現する必要性

i +iに、アスベストの早期全面禁止を実現させる

ことです。日本で使用されるアスベストはほとんど全

量が愉入によるものであり、最盛時 1974年の35

) Jトン超から、 2002年には43 ,318トンにまで減って

きたtコけですが、今回の改正労働安全衛生法施行

令の施行によっても、 H本におけるアスベストの使

用がゼロになるわけではありませんo下トン・オー

ダーカも、ことによると万トン台のアスベストの使用

が持続することになる可能i門が伐されているのです。

厚生労働省による労働安全衛生法施行令の改

1Eは、現有の日本の市場に残っているアスベスト含

有製品を調杏したところ、 lC積額の製品が確認され、

そのうち技術的に代替化等が可能とされた7種類の

製l日について使用等を栄l上したという経過です。 「代

替化等がk困難」とされた3積績の製品以外のアスベ

スト含イl製品を禁止するという惹昧に理解すξこと

が、昨年の坂U大Uの「原則主主l上」発育の趣旨に

も合致するモのと考え己れますが、条え|では、 7種

類の製品をさらに細分化して規定した10種類のアス

ベスト台有製品しか禁止されないことになっていま

す［20頁も参照］ 。

アスベストの用途は、 E支持期には3サ000種類をと

えていたとされて; j3f工また、今後新たな川途を見つ

け山すものがいないとも限りません。改i T法令のも

とでは、 10種類のアスベスト含有製品以外の用途

へのアスベストの使川は合法的に行うことができる

のです。国際的にも最悪のH暴露形態とされ、わが国

でも真っ先に1975年に規制(原則主主I上と)さオ1たア

スベストの吹き付けさえも、合法的に行うことが可能
なままです。「代苔化等が困難」な毛の ,p) yトをすべて

祭rcする、文字どおりの「原則栄I上」を実現すべき

でホ
「代啓化等が困難」とされた3種類の製品は、 R休

的には、ジョイントシート・シール材、耐熱・電気絶

縁板、｛J綿布・ム綿糸等ですが、これにも問題があ

ります。その根拠は、「石材1の代替化等検討委員会

報告占」が、「現時長で代替可能なモのと代替岡難

なモのを制度等の使川限界や使川される機器の積

類等から明確に特定すξことは困難である」と結論

づけたととにありますが、「代替イじがロJ能」なものへ

のアスベストの使JIJは直ちに禁止さオLるべきですし、

それ以外の製品についても、期限等を区切って禁

止への道筋を明らかにすべきだ、と考えます。

もう亡とつ重必なことは、禁止の対象を「アスベス

トをその重量の1 %を超えて含イlする製品」に限定

している三とです。 1975年のアスベスト吹き付けの

原則禁止後毛、アスベストを5 %ないし1 %以下台有

する吹き付け製品の施工が続けられたことは、ノ>

ではよく知られています。そもそも、アスベストのみ

ならず充がん物質については、あらゆる規制の対

象を、 11%基準」から10.I%Jに引き下げるべきです。

とれば、より段析の科J予的知見を踏まえて1999年

に制定された化学物質管理促進(PRTR)法で、発

がん物質の規制全般に採用されている基準です。

例えば、イじ'Y'物質等安全データシート( M S D S )とい

う制度はふたつの法律で規定されていますが、充が

ん物質については、化学物質管理促進法では0.1

%以上含有が対象、労働安全衛生法では1 %超含

有が対象と、規制の対象に甑魁が閉じ、混乱のも

ととなっているのです。規制改革といさ観点かるも、
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充がん物質の規制に閃しでは、 0.1%以|台有する

毛のを対象とするという統 基準を採用することに

よって、早急、に問題を解決すべきです。

以|、アスベストの早期全由禁止の実現に珂し

ては、厚生労働省が実施したパブリック・コメン卜子

続に対する石綿対策全|玉|連絡会議の志見(別添資

料の2枚H夏以降 省1lI'i¥［ 6月号参照］)モ参照して

ください。

既存アスベスト対策の必要性

第てに、既存アスベスト対策が問題となります。

過よ、何十年 IUJに毛わたって使川され続けてきたア

スベストは、私たちの身のまわりにいまだ大量に残

されています。とれらのアスベストに人々が日暴露す

る機会が伐されている限り、アスベスト被需は終わ

ることがありません。近年、全アスベスト使用量の 90

%以上が使われてきたのは建材であり、もっとも身

近な建築物が中JL' 、となりますが、船舶その他の機器

等に使用されているアスベストもあります。

しかし、アスベストがどとにどれだけ使われている

のかは、誰にもわかっていません。アスベストの所

在を把握する仕組みがどこにも存在していないの

です。所千王が確認されたとしても、それを、誰が、ど

のように、除ぶないし管理すべきかという、国の方

針も定められていません。諸外国では国のMIや
法的義務を導入する三とが検討ないし実行されてい

るところであり、船舶に閃しては、国際労働機関

(Ilρ)、国際海事機関(IM O )やパーゼル条約で議

論がなされている品中です。とのととは、地震等の

天災あるいはテロ等の事態への対応の問題として

も、クローズアyプされてきます。

1980年代後半の「宇校パニッケJ~時、各省庁の

行政指導によって、教育施設を中心とした公共建築

物や 部の民間建築物についてもアスベストの使

用状況の調査が行われたことは事実ですが、調査

対象が吹き｛ , Jけアスベスト江みに限定されていたう

えに、それに限っても漏れたものの多い不十分な調

査にとどまったととが明らかになっています。そのう

え、当時確認された吹き付けアスベストのすべてが

除去されたわけではなく、「封じ込め」や「固い込み」

によってそのまま伐された場心、でも「調杏完 (Jとされ

て、その後の適切なフォローがなされていないため

に、所有催認済みの場所で不堪切または違法なL
事がまかり通るという事態が十じています。

旧環境庁において 1998年度に、札幌巾・下主主rT
をモデルとした「石綿使用建築物事前担保千法等調

査」が行われたり、建築基準法に基づく特殊建築物

の定期報告において、いくつかの都道府県では「吹

き付けアスベスト(f_使用の有川、使用而荷、劣化の

状態」等を調杏以HにあげてL渇例も散見されたり

はする毛のの、斉 的な努力はいまだなされてしずょ

いと育ってよい状況です。

労働安全衛十法や大気汚染防止法は、改修・解

体工事等をfTうときになって初めて、吹き付けアス

ベストの使用の有取等の事前調査をぷ務づけ、そ

の結果、一定のl止f'1を満たす吹き付けアスベストが

使用されてしら(準)耐火建築物の改修・解休工事

等を行う場合に限り百|画の届出をぷ務つけ、また、

その他の 定の規制を事業者に課しています。

しかし、改正大気汚染防止法施行後の周知状況

の調査をみて宅、とくに小規模事業者や大手建設会

社でも地方仰点等では認知されていない例もみら

れ、施主の認知主主は低Lゆえに、除去費用が高い

ととを理由に施主から届, ' 1 " ,をしないように要話され

ている事例もあることが、明らかになっています。届

山の要件や作業基準等の規制内脊が、労働安全

衛生j去と大気汚染防止法で異なっていることも問題

でホ
アスベストはその特性ゆえに、燃やしてしまうこと

はできません。ょう号ふく溶融処開技術が, ' 1 " ,はじめて

きていξとはいうものの、いまだ過渡期の技術と言

わさ守ξを得ず、結以的にアスベスト含イj廃棄物江ほ

とんど全ては、私たちの身のまわりのどとかに残さ

れているわけです。

廃棄物処理法では、建築物から除去された吹き

付けアスベスト等の廃棄物を「廃石綿等」として特別

管理産業廃棄物に指定して、一定の規制を課して

いますが、環境省においては、毎年どれだけの量

が処理されているかさえ担保されていないという現

状です。

新たに制定された建設リサイクル法は、解体業者
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を初めて「業」として把握し、建築物の改修・解体一仁

司王における適切なアスベスト対策を確保する子が

かりを与えられるロJ能性宅あると考えられますが、

|司法を所管する圃|交通省の部署では、いまだそ

のような内脊の検討は若子すらされていません。

とのような現行法令による規制は、対象が主に

建築物の、それも吹き利けアスベストのみに限定さ

れていること、各法律ごとに規制内存が見なり、周

知・執行の柊台性がいく陥れていないとと、吹き付け

アスベスト対策としても労働者と住民の曝露を|坊ぐ

には不十分な毛ので庇ること、等々の問題をかかえ

ています。

官 lT直申書一仁事、どはすでに法令を ［-［o［る対策がと

られていξことや、大気汚染防止法廃棄物処理法

関連施策に関わる見直しの検討が行われている三

とはすでに述べましたが、アスベスト原則禁止に踏

み山した今だか 3こそ、縦割り行政の隈を腫えて、既

存アスベストの把保、管剤、改修、解体、除去、廃

棄等のすべてを通じた芹尾 貫した、抜本的、総合

的対策の確立を図るべきであると考えます。

とれらの点をめくにJては、在、たちも毎年関係省庁

と話し合いHTっており、直近(今伴)江国|交通省、

文部科学省、環境省、経済産業省との話し合いの

人| j容を別添資料5佼U裏以降［省略］に示して主 7ま

すので、参照してください。なお、厚桁労働省とは 10

月 24円に話し合いを fTう予定であり、私たちの要請

内容を別添資料末尾3枚［省略］に示してあります。

今後の健康被害対策の必要性

第=に、今後の健康被宵対策であります。アスベ

ストの恐ろしいところは、曝露してから何年もたつて

から、 I場台によっては 50年主るいはそれ以上もして

から、｛J綿肺や肺がん、中皮腫等の致死的ないし

不治の健康影響を引き起こすことにあります。した

がって、今直ちにアスベスト全而祭 I上に踏み切った

としても、健康被需は今後 50年以|も続く可能刊が

あり、また、既存アスベストによる人々の曝露が続

く限り、被害はとどまるととを知らないかもしれないと

いうことです。

胸膜や腹膜等に発生する独科の腫揚である '1'皮

腫は、アスベスト曝露にほぼ特有の疾患であること

か3、アスベスト健康被当の指標疾患とも言われて

います。同時に、少匿の H民主持でも発生するととから、

版業曝露だけではなく、家庭内曝露や環境曝露に

よっても、生じることが現に証明もされていますし、

また、懸念されているととろです。さらに、 2年生存率

が 3割足らずときオ>めて下後が氾Lく、今のところ碓¥ r :
した治療法主ないという恐ろしい病気です。諸外国

の経験をみても、流行初期の臨尿現場のil - d乱の時

期を経て、院療スタップへのアスベスト悶連疾患の

教育の必要性や患者・家族の心のケアなどの整備

の必要性が実感されるようになっていることがわか

ります。

わが国における '1'皮腫による死亡件数は、 1995

年から人 U動態統計で把搾できるようになりました。

その数は、 1995年の 500 刊カ治、 2002年には 810 

件と、凸2 %も増加しています(多くの研究者が、 '1'皮
脂 1件 3たり、アスベストによる肺がんば 2件はあふ

と考えています)。

昨年の円本産業衛生学会で、「わが国における

胸膜中皮脂死亡数の将来予iWJJといさ研究発表が

行われ、マスコミでも報じられたところですが、これ

によると、 2∞日2039年の 40年間の胸映'1'皮腫の

男性死亡者数カt約 10万人以上、過去 10年間の約

4 9 f古にのぼる可能' 1 " ［があると予測されています。し

かも、この予測は、人口当た℃の兆亡者数で比較す

ると、スイス、イタリア、ドイツとほぼ同本準であり、オ

ランダ、イギリス、フランス等はその水準すら ［-［o［っ

ているのです。

今年9月の石綿品Kこよる疾病の労災認定J;!
の恨j拠処となつたr七｛J綿曝露労働者に発芹桁hした疾病の

認 Z定E基主準宇に閣すξ検言吾討、 J会報山書」は、「オコが固では

全|司規模の中皮 l民咲録もないととから、真に労災

補償の対象とすべき中皮腫が但握できない状況に

ある。 石綿ばく露によって発症する '1'皮腫をはじ

めとする石綿関連疾忠に実際に遭遇する臨床医に

対して周知徹氏を図るとともに、今後は、全国規模

での '1'皮腫登録の必要性を検討されるべきで変る」

と提再しています。

アスベストによる疾患、とりわけがん(中皮腫・肺

がん)等が、労働者の健炭確保むの観点のみなら
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ず、圃氏の健康確保という観点からみても、無仰で

きなくなりつつあるだけでなく、今後その増加が確実

に予測されるという現実を直視すべきであると考え

ます。

前述の検討会報告書の提言の主眼も、実態把握

と止しい臨床診断の確保に主ると思われます。統計

|の中皮腫による死亡数が千1'1未満にとどまって

いる今だからこそ、全数の実態調査を実施して、今

後の対策の確立に活かすべきです。いまだにその

ようなことがなされず、「よすがん戦略」のなかで、中皮

腫ないしアスベスト関連がんに対する言及が何らな

されていないととの方が奇異に感じられるのです。

中皮腫及びアスベスト関連疾患の健康、医療、

福祉等に係る総合的な施策を検討する委員会を、

医療関係斉のみならず、被災者、家族や支媛N P O

等を台めて早急に参集し、今後の対策の検討に着

子すべきです。被災者、遺・家族日身による肉立・

相互支媛等の取り組み、及び、被災者・米族、医僚

悶係者等を支援するNPOの役割も今後ますます重

大になる毛σと考えられ、そのような取り組みを促進、

援助する施策も講じられるべきです。

海外移転の防止と地球規模での
取り組みの必要性

イfti廃棄物の国l査を舷える移動及びそc.処分の

規制に関するパーゼル条約は、アスベスト(含有)

廃棄物を規制対象としており、国内法である特定有

告廃棄物の輪山人等の規制に関する法律でも、特

定有害応棄物として、乙れらの輸出入を行う場台に

は経済産業)(匝の承認が必弘!とされています。例

えば船舶を廃棄物として輸出する場合に、船舶に使

用されているアスベストがバーゼ、ル条約の対象に

なるかどうかが国際的議論の的になっていますが、

円本政府が規制対象となるとしち立場をとっている

ことを歓迎するものです。

圃際貿易の対象となる特定の有宵な化学物質及

び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意

の手続に関するロッテルダFム条約においては、↑世

界の復数の地域の惚数の諸国がアスベストの禁止

を導入していることから、アスベストを同条約の規制

対象とすることが検討されてし通ます。まだ発効してい

ない同条約を、ボランタリーベースで適用すξことに

同五、しているわが同政府が、これに賛同すξ 三とを

期待しています。

国内で禁止さオ1たイl吉物質の海外移転が許され

るべきではありません。かつて労働安全衛生法令

によるアスベスト規制が存入されたときには、わが

国のアスベスト紡績業者等が韓国等に移転すると

いう事態を引き起としました。同じ轍を踏むべきでは

なく、園内的にも、アスベストの海外移転を防止す

るための実効性のある措置が講じられるべきだと考

えます。

いまやアスベスト禁止は国際的潮流と言ってよい

奔流となってくる1' 'で、アスベスト消費は、アジアをは

じめとした開発途上|玉|に明らかにシフトしてきていま

す。なかでもアジアは、最Aの消費圏になっている

ばか〕でなく、円本をはじめ消費が減少している諸国

がある一方で、中国、タイ、ベトナム、フィ 1)ヒ。ン等で

は逆に今もアスベスト消費がJl! JJUし続けるという、

著しいコントラストがみられる地域でもあります。

アスベスト問題の根本的解決という場台、同十人I的
対応だけですむ問題ではなく、地球規模での努力が

不可欠ですし、取り組むべき課題が、①l早期全面禁

止の実現、②既存アスベスト対策、⑮今後の健康

被需対策等にあることは全く同じです。

わが国としては、園内的に海外移転防止等の措

置を講じξ三とに加えて、 |玉|間・複数同問での働

きかけ、国際機関への働きかけ等が必叫であると

考えられます。前者では、教育・卜しーニングベコ代苔

化技術等に関する同際協力も考えられますし、後

者では、団際労働機関(IL O )や世界保健機関

( W H O ) 、国際化学物質安全性計|向i(IPCS)への働

きかけや、|玉|際的な取り組みに対する積械的な支

援・援助等が考えられます。

I L Oは、「石綿の使用における安全に閣する条

約・勧告」を有していますが(石綿対策全同連絡会

議設¥r.の契機も|司条約の採釈にありました)、基準

改訂の優先順位を審議している「労働基準の改訂

に関する作業部会」の勧行をフォローアッ7した「同

際労働基準委員会」の最新のレポートが、|可条約・

勧告を「最新化」の検討対象の乙とつとしてあげてい
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るところでもあり、全由禁止の存入とその実現のた

めの実効性のある国際協力を軸として、改訂作業

を積械的に働きかけるべきです。

来年 11月に東氏(早稲岡大学園際会議場)で、ア

ジアで初めての国際的、学際的な r2004年世界アス

ベスト束京会議 (GAC2004: Global Asbcstos

Cor】回目s2∞ 4in Tokyo) Jが閣催されることになり

ました(http://park3.wakwak.comrgac2日04/) 。この

世界会議は、アスベスト主主 I上|玉!と未栄I上|玉|、 L 業|玉|

と闘発途|固を含む世界各圃から、科学者、技術

者、アスベスト疾患の被災者とその遺・家族、労働

者、市民、政策立案者や行政 3局斉等々、椋々な

守:場の人々が参加して、アスベスト問題の過ぷと現

在を検証し、未;.kに向けた共通の解決策を探る、建

設的なフォーラムとなるように、準備が進められて

います。このような努 }Jを、わが国政府としても積極

的に支援・援助をすべきだと考えます。

アスベスト総合対策円卓会議の
開催を呼びかけます

以|述べたような、非常に多岐にわたる課題に

取り組むためには、強力な政治的, Jーダーシッ 7.を

必要とされるととは, lうまでもなく、乙の点で持様方

のご尽 )Jを期待しております。

しかし他)jで、このようなことを個々の省庁、政府

のみで行おさとするととも、また不ロJ能なととであり、

政府内においては省庁の釘収を超えた体制がつく

られるべきであり、また、政官民の英知が結集され

るべきであると考えているととろです。

そこで私たちは、わが固としての総合的なアスベ

スト対策の確立に資するために、関係省庁、岡体、

予識経験斉やアスベスト被災者とその遺・家族、私

たちのような NPOを合めた「アスベスト総合対策円

卓会議(仮祢)Jの開催を提 nC lするものです。

9月 3-6 t J 、ドイツ・ドレスデンにおいて、 EUの|

級労働監管官会議 CSLIC) のイニシアテイフ(～:よっ

て、 E Uの全加盟|玉卜加盟予定|司の政労使代表等が

参加した r2λo fド欧州アスペア小会議」が開催され、

また、 9月 12-13 F1にはカナダ・オタワの国会内の会

議室で、カナダの労働・環境凶体やアスベスト被災

者・家 iMr-.~を '1' 心にした、「国際会議 カナダのアス

ベスト地球的な関心」が開催され、後者には石綿

対策全圃連絡会議からも2名の代表が参加してい

ます［後掲記事参照］。

直近のふたつの同際会議で採択された「ドレスデ

ン宣言」及びカナダ会議の「決議」は、ともに私たち

がここで表明した問題慈識と、根底において相通ず

る宅のがあると考えているところであり、ご参考まで

に巻末に訳文を添付いたしましたので、ご参照下さ

い［省略 11月弓 34頁参照］ 。

以|、述べさせていたた丸ミた最近のアスベストを

めぐる内外の状況をご確認のうえ、以下の質問事

項に対する貴党としての見解をご質問させていただ

く次第です。 (なお、 2001 fド7月に参議院選挙に際

して同様¢質問をさせていただきましたが、そ才11=:対
していただ1、た各政党の回答を別添資料［省略］の

目頭に紹介してあります。)

なお、ご多忙中のところまことに恐縮ですが、ご回

答は、 10月 31 固までに、郵送、 F必くまたは Emailで

いただきますよう、よろしくお願いいたします。

質問事項及び各党の回答

※ 6つの政党に質問状を送付し、すべての政党か

ら回答が寄せられました。各党の回答は、到着順

に掲げてあります。

1. 日本におけるアスベスト全面禁止の導入に

ついて、どのようにお考えですか?

［民主党］日本においても全而祭止を U指すべき

と考えます。また、代替物の調杏・研究等にも取

り組むべきではないかと考えます。

［保守新党］職域において取り扱われるアスベスト

については、労働者の健康障需を予防するため、

平成7年の法改王において、アスベストのうなイl

害性が向いアモサイト(ぷ石綿)、ケロシドライト(市

{J綿)について昨製造・使川等が禁止されました。

またこれ以外のアスベストについても、十分な管
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理を図るため、事業者に対するアスベスト曝露対

策が強化されました。今後、アスベストの全面禁

止に向け、管理の徹底、代替手段の開発などを

進めていきます。

［社会民主党］政府は「アスベスト郎日11禁止」を表明

して宇刀、代替化がロJ能なものだけでなく、代替イヒ

が凶難なをのを含めて全曲禁止へ踏み出すべき

です。また当面アスベストに限らず発ガン物質に

ついては規制の対象を 11%法準」から「り 1%県

準」に引き下げるということについても賛成です。

［日本共産党］即刻、全面禁止すべきです。来年 10

月1日からの祭I上措置は、みなさんの運動などに

よる一定の前進です。しかし、禁止の対象が、“ア

スベストが重量の1 %をこえる製品"に限定されて

いるとと、祭I上の対象を7種類江代替可能な製品

に限っていることなど、抜け穴があります。こうし

た抜け穴を許さず、代啓品が確立していなし、 3品

Uについても、早泊、に代替1f1 1の開発をすすめ「全

曲禁止」すべきです。

［公明党104年 10月1Rか、政「原則禁止」の )j主|

を踏まえ、代替物質の調査研究に積械的に取り

組みつつ早期に全面禁止を同指すべきだと考え

ます。

［自由民主党］石綿の有害性にかんがみ、他の素

材への代替化が可能でまる建材等のむ綿台有

製品の製造等を禁止するため、平成 15年 10月

16日に労働安全衛生法施行令の一部を改止す

る政令が公布されました。また、今|門|の政令改正

で禁止の対象とされなかった有綿含イl製品につ

いても代替化の促進が|刈られるべきと考えます。

Z 国土全体にすでに使用されてしまっているア

スベストの現状を把握し、これを計画的かつ安

全に除去していく必要性について、どのように

お考えですかフ

［民主党］実態のJ巴握や安全な除去方法など、総

合的に検討してL、くべき課題だと思います。

［保守新党］被害状況の現状担保は必要で主るカえ

完全除ぷは非現実的。

［社会民主党］過去におけるアスベストの輸入量、

使 JIJ量、移動量、使川場所(箇所)、使川対象物

などを 元自 Jに管理するとともに、把握した情報

はすべてiLl民に開示し、アスベストを安全・百|画

的に除去することを義務づけるため団係法律を

厳しく改正すべきです。

［日本共産党］アスベストは過去に 3000種類モの

JIJ途に使われており、今年、東尽・練馬灰の 34

の小 '1'学校と 11の公共施設でアスベストが見つ

かったように、 i Ll民の身の回りに大屋に残されて

います。今までやってきた式部省や厚桁省の調

査は、まったく不十分なtのであり、抜本的な現状

調査をお三ない除去が必要です。健康と命にとっ

て非常に危険な物質であるだけに、アスベストが

どのように使われたのか、現状はどうなのか、計

画的かつ安全な除去について、早急に同として

方針を確寸ーする必必があります。

［公明党］現状を在確に把握しつつ安全に除去す

べきです。

［自由民主党］すでに使川されてしまっているアス

ベストの安全な除去については、関係法令によっ

て、事業者は、建造物の解体等を行うときは、石

綿による労働者の健康障需を防止するため、あ

らかじめ、建築物について有綿の使用の状況等

を調査し、その結果を記録するとともに、乙れを踏

まえ、心綿による健康降下守防止のための陪肖を

とξことが義務づけられています。労働者の健康

障害を防止する上で、との措置を徹底するととが

重山であると考えます。

回 日本における既存アスベストの把握、管理、

改修、解体、除去、廃棄等のすべてを通じた首

尾一貫した、抜本的、総合的対策の確立につ

いて、どのようにお考えですか7

［民主党］総合的対策の確立へ向け検討していくべ

き課題だと思います。

［保守新党］当然のこと。現在も完全ではないがそ

の線に沿って進められている。

［社会民主党］既存アスベストのーノじ的担保と- n
flのある対策を義務づける、「対アスベスト戦略

j去」のような包括的法律が必要だと思います。
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［日本共産党］抜本的、総合的対策を確¥r.するこ

とは当然です。いま、アスベスト対策は、労働安

全衛生法、廃棄物処開法、大気汚染防止法をは

じめ多岐にわたり、しかも対策の対象範岡が異な

るなど、複雑になっています。規制を強める立場

かう総台的立I7主としてfb:本的に柊瑚する、そのた

め、悶係省lTや地方自治体が )Jをあわせること

も必要です。さらに、アスベストがどのように流通

し、製lf1 r化され、回収・解体・除去され、 Jj'正棄され

たか、それぞれの段階できちんと調杏・監但し、登

録するなどのシステムの構築も必要と考えます。

［公明党］労働安全衛生法等やP R T Ri :去による情

報閣不、大気汚染防止法等のj京行の諸施策を

活用しつつ、総合的、抜本がJな対策が重要だと考

えます。

［自由民主党］既存の心綿台有製品に刀泊、る改修、

解体、除去等における労働者のばく露防止対策

については、すでに関係法令に規定されており、

それぞれの法令の趣旨にのっとり団係する施策

が適切に実施されることが重要であると考えてい

ます。

4 中皮腫及ひアスベスト関連疾患対策を、「対が

ん戦略」などの政府の戦略のなかにきちんと位置

付け、その健康、医療、福祉等に係る総合的な

施策を確立する必要性について、どのようにお

考えですか?

［民主党］アスベスト関連対策の'1'で総合的さ考え

ていくべき課題であると思います。

［保守新党］十分検討に値する。

［社会民主党］今後、アスベストが原岡による疾患

の増加が予怨される中で、総合的・抜本的な健康

被需対策の確なや医療体制の確守:が必公だと

恩います。

［日本共産党］アスベスト4立曝露してから数|年たっ

て健康への影響がでできます。そして、今後労働

者、国民のなかにアスベストによる疾患¥ 1 ; 1確実に

増えていくととが予測されています。それだ九ナに、

政府が当由の問題の解決とともに、長期的な戦

略をたて総合以Jな施策を確立していくことがどうし

ても必立与です。

［公明党］イJ主化学物質に関する諸施策と整合性

のとれた総台的な対応が重要です。日展民被害、

環境への正当なリスク評価、予防的｝～:世等の検

討が必要だと考えます。

［自由民主党1I早生労働省と文部科学省が協力し

て、、 'l成16年度を始期とする「第3次対がん10か

年総合戦略」を定めています。この対がん戦略

では、昭和5 6年以降、|玉|民の死亡原凶の第1位

で反るがんについて、その原因を問わず幅広く取

り上げ、今後10年で化亡率と羅居、半を引き下げ

るととをU指し、総台的な対策を推進する三とをU
襟としています。

5 . 上記対策の確立にあたって、アスベスト被災

者とその遺・家族や支援のN P O等を参画させ、

また、被災者、遺・家族や支援のN P O等の取

り組みを促進、援助することについて、どのよ

うにお考えですかフ

［民主党］市民参加・情報公明などを通じて、広範

な意見を考慮すべきだと以います。

［保守新党］肉主的な運動の盛り上がりは結構な

こと。

［社会民主党］アスベスト対策に当たっては政府や

自治体だけでなく、被災者やNPO等の第三者が

参画するべきであり、そのととを法的に保障する

べきです。

［日本共産党］長期的、総合的対策にあたって、被

災斉とその遺族や市民団体などの力を集めてい

くことは、実態にもとづいた対策を講じるために、

どうして主必要と考えます。さらに、国民への正確

な伯報の提供や防止のための|玉|民的台志をつ

くっていく|でも有効です。

［公明党］人的被告・環境リスク等の被告状況江担

保、連携等はきわめて重要です。

［自由民主党］被災者やNPO等における取組み

については相応の評価をするものですが、基本

的には、とれらの方々を含む関係者のご志見等

もお出きしながら、対策が講じられるべきである

と考えています。
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|特集〆 r原則禁止［ ］導入後のアスバスト問題 E

目 貴党自身、アスベスト被災者やその遺・家族
の生の声を聞くご用意がおありですか?

［民主党］検討していこうと思います。
［保守新党］時間が許せば、聞く用怠はある。

［社会民主党］あります。
［日本共産党］被災者やその遺・家族の声と実態こ

そ、まず第一に重視すべき問題であり、従来にも

まして干の声を聞かせていただき、より実効ある

対策に生かせるように会闘します。

［公明党］あります。

［自由民主党］今後検討します。

1 アスベストの海外移転の防止、及び地球規

模でのアスベスト問題の解決に向けたわが国
の役割について、どのようにお考えですかフ

［民主党］地球規模での環境保全等を通じ、積極的
に国際的取り組みに貢献すべきです。

［保守新党］同 1-'1で被害が明らかなものを海外に

輸出すべきではない。当然のこと。国連などを通

じた国際的取組みが必要。

［社会民主党］人体に影響を汝ぼすアスベストは、
圏内で使111されなければL礼道というものではあり

ません。世界的規模で製 JTI-¥コ使用を禁止すべき
であり、アスベストの海外移転はヨ然認められま

せん。アジア地域におけるアスベストの消費量が

増大している現状を見るならば、アジアの一員で

あるわが同が、世界に先駆けて、世界の規範と
なりうるようなアスベスト規制を確¥ r .すべきです。

［日本共産党］国内で禁止されたアスベストの海外
移転を防止するととは、 3然の措置です。そのた

めにも、 H本政府は、アスベストがパーゼル条約

や口1ソテルダム条約の対象になることを、国際的
にもさらに強く主張する三と、代替技術などでの同
際協力を強化すること、国際機関への働きかけ

や支援・援助で切イニシアチブをとることが大切だ

と考えます。

［公明党］有需化学物質の移転、は、団境の仲組み
を超えて規制すべきです。制度的・技術的な面か

己の、移転、阻止に向けた取り組みが必l止だと考

えます。

［自由民主党］石綿は人体に有害である三とから

その対策は一回のみならず、世界的に進められ

るべきであり、環境対策で先進国たらんとするわ

が|玉|も結概的なf生割を果たすべきで主ると考えま
す。

&抜本的、総合的なアスベスト対策の確立に

向けて、政府内においては省庁の垣根を超え
た体制がつくられるべきであり、また、関係省庁、

団体、学識経験者や私たちのようなN P Oを含
めた「アスベスト総合対策円卓会議(仮称)Jを

開催することについて、どのようにお考えです
かフ

［民主党 1Il!状の把握、安全な除去 )j法、リスクに

応じた対策など、総合的観点で、関係団体と連携

した施策を進めていくことが重必だと考えます。
［保守新党］要検討。

［社会民主党］賛成です。乙うした円卓会議を開催

することが、政府の対策を前|句きにしていくもの

と思います。

［日本共産党］現状の止確な担保や多岐にわたる
対策を桁進するうえでは、s'J係省庁や機関の横

断自 Jな体制lがどうしても必要となっていると考えま

す。とうした垣根をとえた体制は、阪神大震災の

ときにも例があり、できないことではありません。

さらに、アスベストが、どこでどれだけ使用されて

いるのか誰もわからないといわれているもとで、

一岳アスベストにさらされているはずの労働者や
住民からの情報提供を求めたり、企業の情報公

開を進めることも有効です。その4吉 P,f;かうも、被

災者や団体、専門家、産業界などの }Jを集める

ことは、問題を宍に解決していく上で、非常にイl

効であると考えます。

［公明党］人的被常、環境リスケ、海外への移転、|坊

止等、関係省庁の横断的な連携や官民協力など、
緊併な連携のもとでの取り組みが重要だ、と考えま

す。

［自由民主党］関係省庁問においては、必要に応
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じて相互に連絡、情報交換をしているものと承知 
しております。また、労使や学識経験者、関係団 
体等との意見交換は意義のあるものであり、関 
係省庁においても適宜実施されているものと認 
識しております。

9.日本で開催されるアスベスト問題に関する国 
際的、学際的な会議に対して、政府が支援■援 
助することについて、どのようにお考えですか？

【民主党】有害物質の無害化や汚染の除去等に関 
する科学技術の振興をはかるとともに、国際的取 
り組みに積極的に貢献すべきです。 

【保守新党】十分、検討の余地あり。
【社会民主党】政府は率先して援助•協力を行うベ 
きだと思いまし、援助や協力を通して、政府のアス 
ベスト対策がより積極的になるよう期待していま 
す。

【日本共産党】アスベストの早期全面禁止の実施、 
既存のアスベストへの実効ある対策、被災者の 
救済や今後の健康被害の救済などは、国際的に 
も共通した課題であり、こうした課題の解決にむ 
けた国際的、学際的な会議について、政府は積

極的に協力すべきです。
【公明党】有害化学物質への対策は関係省庁、有 
識者等、官民あげてのしっかりとした連携、取り組 
みが必要だと考えます。

【自由民主党】日本で開催されるか否かを問わず、 
民間で主催される国際的、学際的な会議の運営 
については、開催の趣旨に則り、自立的に行う 
ことが大切であると考えます。

1〇.その他、アスベスト問題に関する方針やご見 
解があれば、お聞かせください。

【日本共産党】アスベストの有害性を認識しながら、 
その使用を長期にわたって認め、代替製品の開 
発をメーカーまかせにし、輸入や流通規制をとら 
ずにきた政府の責任は重大です。建築石綿使用 
の全面禁止、既存製品の実態把握と計画的で安 
全な除去、実効ある建築物の改修•解体作業の 
際の石綿飛散防止措置と徹底、継続的な健康モ 
ニタリングと疾病の早期発見のための健康診断 
の拡充など、政府が責任をもってすすめるととも 
に、国民に対する正確な情報の公開と徹底を推 
進すべきです。

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、 
各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と 
健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されま
した。

①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」 
を発行じrいるほか、②労災認定•補償問題等々 
での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や講 
師の派遣など学習会•トレーニングへの協力、④ 
働く者の立場で調査•研究•政策提言、⑤世界の 
労働安全衛生団体との交流などさまざまな取り組

セン
みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報の提 
供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況など、他で 
は得られない情報を満載しています。

參購読会費：1部年額10,000円(複数割弓Iあり) 
♦見本誌を請求してください。
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特集/「原則禁止」導入後のアスベスト問題

アスベスト「原則禁止」政令は来年1〇月旧施行

基発第1030007号 
平成15年10月30日 

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を 改正する政令の施行について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 
(平成15年政令第457号)が平成15年10月16日に 
公布され、平成16年10月1日から施行されることと 
されたところであるが、その改正の趣旨、内容等に 
ついては、下記のとおりであるので、その施行に遺 
憾なきを期されたい。

記
1改正の趣旨
石綿のうちアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト 

(青石綿)については、平成7年政令第9号による労 
働安全衛生法施行令第16条の改正により、その製 
造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」とい 
う。)が禁止されているが、近年、その他の石綿につ 
いても代替品の開発が進んできていること等を踏ま 
え、国民の安全確保等の観点から石綿の使用が不 
可欠なものではなく、かつ、技術的に代替化が可能 
な石綿含有製品について、その製造等を禁止する 
ものである。
2改正の要点
⑴ 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)を含 
有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住 
宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯 
業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッ 
チライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニン
グ及び接着剤似下「石綿セメント円筒等」とIゝう。)
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の製造等を禁止すること(第16条及び別表第8の 
2関係)。

⑵ この政令は平成16年10月1日から施行するこ 
と(附則第1条関係)。

(3)平成16年10月1日前に製造され又は輸入さ 
れた石綿セメント円筒等については、労働安全衛 
生法第55条の規定は適用しないこと(附則第2条 
第1項関係)。

⑷ 平成16年10月1日において現に石綿セメント 
円筒等を試験研究のために製造し、又は使用し 
ている者については、平成16年12月31日までの 
間は、改正後の労働安全衛生法施行令第16条 
第2項の要件に該当しない場合にも、当該石綿 
セメント円筒等を製造し、又は使用することができ 
ること(附則第2条第2項関係)。
3細部事項
⑴ 石綿(アモサイト及びクロシ’ドライトを除く。)に 

は、クリソタイル(白石綿)、アンソフィライト、トレ 
モライト及びアクチノライトが含まれること。

⑵ 石綿(アモサ仆及びク□シドラ仆を除く。)をそ 
の重量の1%を超えて含有する石綿セメント円筒 
等の製造等が禁止されるものであり、すべての石 
綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものでは 
ないことに留意すること。

なお、石綿セメント円筒等以外の石綿を含有す 
る製品については、従前のとおりとすること。

(3) 石綿セメント円筒は、石綿及びセメントを主原 
料として製造される円筒で、主に煙突として用いら 
ねるほか、地下埋設ケーブル保護管、臭気抜き、 
温泉の送場管、排水管等にも用いられるもので 
あること。

(4) 押出成形セメント板は、セメント、ケイ酸質原料 
及び繊維質原料を主原料として高温•高圧下で空 
洞を持つ板状に押出成形し、硬化させたものであ 
り、主に建築物の非耐力外壁又は間仕切壁等に 
用いられるものであること。



第16条第1r~中第 10号を第 n号とし、第り号を第

10 弓とし、 ～8 月の次に次の 片を加える。

9 石綿(第 4号及び第5号に掲げる物を除く。以

下この号において|百Iじ。 )を台有するりJI表第8の

2に掲げる製品で、その含イlする石綿の重量が

こ5該製1f1 1の重畳の lパーセントを超えるもの

りJI表第8の次に次のー表を加える。

別表2耳目の2 石材在含イlする製品(第 16条関係)

石綿セメント円筒

j甲出成形セメントほ

住宅屋根用化粧スしート

繊維強化セメント板

窯業系サイデイング

クラッチフェーシングP

クラッチライニング

フレーキパッド

ブレ キライニング

接着剤

阿則

(施行期目)
第 1条 乙の政令は、平成 16年 10月旧から施行

する。

(石綿含有製品に係る製造等の禁止に関する経

過措置)
第 2条 改正後『労働安全衛桁法施行令(次損に

おいて「新令」という。)第 16条第1項第片に掲げ

る物(次項において「石綿含有製,日l Jという。 )で、

この政令の施行のtJ(次損において「施行tJJと

いう。)前に製造され、又は輸人されたものにつ

いては、労働安全衛生法第 55 条の規定はi商用

しない。

2 施行円において引に石綿含イl製品を試験研

究のために製造し、ムくは使用している斉は、平成

16年 12月31 t Jまでの|山は、新令第16条第2顧

の要件に該当しない場合においても、当該有綿

含有製l'IT rを製造し、ムくは使用するととができる。

(輸出貿易管理令の部改正)

第 3条 輸出貿易管理令((昭和 124年政令第 378
号)の一部を次のように改止する。

別表第2の21の2の項 (2)中「第10号」 町内
を「第11弓」に改める。 臥よ』

(5) 住宅区恨川化事Tスレートは、セメント、ケイ椴

質原料、混和材料等を主原料とし加圧成形され

たものであり、主に、件宅屋根に張られた板の上

にふく化粧板として川いられるものであること。

(6) 繊維強化セメント板は、セメント、有以質原料、

パーライト、ケイ酸質原料、スラグ汝び石骨を主

原料とし、繊維等を)JUえ成形させたをのであり、主

に、工場等の建築物の屋根ゃ外町に用いられ

るものであるとと。

(7) 窯業系サイデイングは、セメント質原料及び繊

維質原料を主原料とし、板状に成形し、硬化させ

たものであり、主に、建築物の外装に用いられる

もの( 'あること。

(日)クラッチフェーシンゲは、ケラ yチディスケの円

板而>くは円悩端而にはりイ寸けて使用される惇擦

材部品であり、主に、ケラ、ソチデ、イスケとフライホ
イー｝vの問に配置され、駆動力の伝達を制御す

るものとして用いられるものであるとと。

(9) ケラッチライニングは、ケラッチシューの円周由

には明サけて使用される摩擦材部品であ〕、主に、

クラ、ソチシューとケラ、ソチドラムの問に配置され、

駅動)J川云J土を制御するモのとしてJIJいられるも

のであること。

(10)フ会レーキパ、ソドは、キャ1)パーに取り付けて使

川される摩際材部品であり、主に、デ fスケロー

ターをその両側均らはさみ込むことで制動力を発

生させるものとして用いられるものであるとと。

(11)ブ Lーキライニングは、フーレーキシューの円周

面にはり付けて使用される摩擦村部品であり、主

に、外側に!ムがるととでブ、レーキドラムの内側と

の摩擦により制動 )Jを発十させるものと 阿 π胃
して用いられるものであること。 組岨

労働安全衛生法施行令の
一部を改正する政令

内閣は、労働安全衛叶'Y;l; (昭和47年法律第5 7号)

第 55 条及び第 113 条の規定に基づき、この政令を

制定する。

労働安全衛小法施行令(昭和4 7年政令第318号)

の古Eを次のように改iTする。

2

3

4

5

6

 7

8

9

10
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特集/「原則禁止」導入後のアスベスト問題

事務連絡
平成15年10月1日 

各都道府県教育委員会施設主管課御中
文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課 

文部科学省初等中等教育局施設助成課

学校におけるアスベスト 
(石綿)対策について

学校の室内環境は安全で快適なものとする必要 
があることから、従来より、アスベスト(石綿)対策に 
ついては、「アスベスト(石綿)による大気汚染の未 
然防止について(通知)」(昭和62年11月11日付け 
62国施指第4号)、及び「吹き付けアスベスト(石綿) 
粉塵飛散防止処理技術等に関する参考資料の送 
付について(通知)」(昭和63年7月9日付け63国施 
指第4号)等により適切な対応をお願いしてきている 
ところであります。

このたび、各学校等における最近の対策状況等 
を踏まえ、別紙のとおり、学校におけるアスベスト対 
策に関連する留意事項を取りまとめましたので、よ 
り一層のご配慮をお願いします。また、アスベスト対 
策工事に係る国庫補助制度を活用してアスベスト対 
策が推進されるようお願いします。

さらに、このことについて、域内の市区町村教育 
委員会に対しても周知されるよう併せてお願いしま 
す。
間合わせ先
［施設の整備に関すること］大臣官房文教施設部施設企画課指導第三係

電話 03-5253-4111(内線2292)
［国庫補助制度に関すること］
初等中等教育局施設助成課技術係

電話 03-5253-4111(内線 2078、2051)
(別紙)
1.アスベスト対策の留意事項について

(1)「特定化学物質等障害予防規則」(昭和47年 
9月30日労働省令第39号)が平成7年1月26日
に改正され、石綿を1%を超えて含有する「吹付
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けロックウール」、「吹付けひる石」、「パーライト 
吹付け」、「発泡けい酸ソーダ吹付け石綿」等に 
っいても「労働安全衛生法」等の規制の対象とさ 
れていること。

⑵経年変化で劣化したり、ひっかくなどにより損傷 
のある吹き付け材の場合、建築物内のアスベス 
卜繊維の濃度が周辺環境大気中の濃度より高く 
なっている可能性があり、その際は、適切な処置 
を検討する必要があること。

⑶除去工事等の実施にあたっては、アスベストの 
環境大気中への排出抑制等にっいて配慮する 
とともに、関係法令及び関係省庁の通知等を遵 
守し、地方公共団体の大気保全部(局)等関係部 
局と十分連絡調整のうえ、適切な作業を行うこと。 

また、既存建築物へ施工された吹付けアスベ 
ストに関する調査•診断方法及び粉じんの飛散 
防止の処理方法にっいては、「既存建築物の吹 
付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針•同 
解説」(日本建築センター)や「建築物解体等に伴 
う石綿飛散防止対策にっいて」(環境省)等を参 
考として適切に行うこと。

2.アスベスト対策工事に係る国庫補助制度に 
っし、て

(1) 大規模改造事業(法令等に適合させるための 
内部改造工事)

アスベスト対策工事(除去、封じ込め、囲い込 
み)にっいて補助対象としている。

(2) 大規模改造事業(老朽施設改造工事)
大規模な老朽改修工事等を実施する際のアス 

ベスト対策工事滁去、封じ込め、囲い込み)にっ 
いて補助対象としている。

(3) 改築事業
改築の際のアスベスト撤去工事費にっいて補 

助対象としている。
(主な関連法令)
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号 
平成15年7月2日改正)
労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政 
令第318号平成13年3月28日改正)
特定化学物質等障害予防規則(昭和47年9月30 
日労働省令第39号平成13年7月16日改正)



大気汚染防止法(昭和43年法律第97号平成15 
年6月18日改正)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 
法律第137号 平成15年6月18日改正)

(主な参考文献等)
既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止

処理技術指針•同解説
日本建築センター平成4年7月
建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策につい 
て
日本建築センター平成4年7月
環境省環境管理局大気環境課平成13年3月

15教学義第793号 
平成15年9月19日 

各区市町村教育委員会施設主管課長殿
東京都教育庁学務部 

義務教育心身障害教育課長 

既存公立小中学校施設の適切な 
維持管理及び環境保全について

貴教育委員会におかれましては、小中学校の維 
持管理等について、日頃から建物修繕や校内環境 
保全などにご努力されていることと思います。
最近、建物解体時等に公共施設や学校施設等 

において、アスベスト含有材の存在が判明した等の 
情報もありますので、各設置者及び学校におかれ 
ましては、この点につきましても、適切な維持管理• 
環境保全に努められますようお願い致します。
大規模改造事業の「アスベスト対策工事等に対 

する補助」につきましては平浅10年度をもって終了 
しており、公立学校施設整備事務ハンドブック(平成 
15年度版)及び平成15年4月1日付け「平成15年度 
大規模改造事業に当たっての留意事項(15文科初 
第12号別添)」には補助項目として明記されており 
ませんが、アスベスト含有材への対策工事につい 
ては、大規模改造事業の「法令等に適合させるため 
の改造工事」により補助対象とすることが可能であ 
る旨、文部科学省に確認いたしました。

なお、上記の補助につきましては、個別対応とさ 
れておりますので、既存施設にアスベスト含有材の 
使用が判明し、対策工事を必要とされる区市町村に 
つきましては、早急に当課にご相談下さいますよう 
重ねてお願い致します。

SIJ湖
第2節 補助事業の概要
8大規模改造事業
1趣旨
経年により、通常発生する学校建物の損耗、機 

能低下に対する復旧措置及び建物の用途変更に 
伴う改装等の大規模工事を促進する(国が補助を 
行う)ことにより、教育環境の改善を図り、もって学 
校教育の円滑な実施に資するとともに、あわせて建 
物の耐久性の確保を確保を図る。
2補助率
一般地一1/3
財政力指数1.00超の地方公共団体一  2/7
3補助対象校
公立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特殊 

教育諸学校、中等教育学校
4補助基本額
原則として7,000万円〜2億円
5補助対象事業
［ア、イ、省略］
ウ 法令等に適合させるための改造工事(昭和63 
〜)

① 補助対象工事
a. 消防法、水道法等の法令に適合させるため 

の改造工事
※防火扉、火災報知機、下水道への接続工事 
など

b. PCBを使用した照明器具の交換工事等
② 補助対象工事費：400万円〜2億円
［エ以下、省略］

※これは、別掲永倉報告にある練馬区の問題がテ 
レビで報じられた直後に、東京都が文部科学省 
に問い合わせた後、発した通知である。
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国際アスベスト会議ーカナダのアスベスト：世界的な関心

カナダのアスベスK世界的な関心
明かされる真実
カナダ•アスベスト会議

アスベスト禁止国際書記局(IBAS)コーディネーター

環境保護で国際的に高い評価を得ているカナダ 
が、殺人商品の貿易を行っている。1990-2000年の 
間に、ケベック、ニューファンドランド、ブリティッシュ• 
コロンビア、ユーコン［各州］の鉱山は、合計6,100万 
トンのクリソタイル(白石綿)を生産した。最近では、 
カナダは、その生産するアスベスト全体の95%以上 
を輸出し、世界第2位のクリソタイル輸出国となって 
いる。カナダが自国内ではこの発がん物質を使お 
うとしていないことは、よく知られたリスクに人々や環 
境をさらしたくないとする国際的な風潮を反映したも 
のである。しかしながら、そういう市民の関心は、ア 
スベストに利害をもつ者たちが、「管理された条件の 
もとで安全に」使用することができると称して、カナダ 
のクリソタイルの海外への販売促進を妨げるには 
至っていない。かかる「管理された条件」は、カナダ 
やアメリカにも存在していないし、インドやタイ、韓国 
に存在していないことは、より明らかなことである。
何十年間にもわたり、カナダのアスベスト産業は、 

カナダ連邦及びケベック州政府と近しい、親密とも 
言える関係を享受し、両政府は、おしみない財政的 
及び政治的支援を与えてきた。カナダ当局の支持 
のもとに、アスベスト産業は、アスベストに関する公 
の議論を抑え付け、カナダのアスベスト被災者を認 
知されないままにし、また、今日に至るまで何ら対策 
もとられずに放置されているアスベスト鉱滓の山を 

積み上げてきた。しかし、自らの思いどおりを通して 
きたこのパワフルな勢力も、自らの首都のまさに心 
臓部で画期的な会議が開催されることを妨げること 
はできなかった。2003年9月12日、百名の参加者が、 
カナダのアスベスト生産の有害な影響を探究するた 
めに、オタワのパーラメントヒルに集まった。

「カナダのアスベスト：世界的な関心」と題され 
た3日間の会議は、カナダのクリソタイルの採掘•使 
用による被害について、カナダの労働者やアスベ 
スト被災者が自由に公に話すことのできた、初めて 
の国際会議であった。これ以前に催された集まりの 
議題や参加者は、アスベスト利害関係者の指図に 
よるものばかりだったのである。このイベントのニュー 
スは、明らかにアスベスト産業を不安にさせ、彼ら 
は、組織だった国会議員に対するFAXキャンペー 
ンや「クリソタイルの容疑を晴らす」という疑わしいレ 
ポートを派手に発表したり、ケベックのアスベスト産 
地のひとつであるThetfordから労働者や住民を大 
勢オタワまで連れてきて「われらが製品の防衛」の 
ために抗議させるなど、様々なやり方で対応した。 
Thetford鉱山のGaston Nadeauは、ガゼット紙の 
記者Elizabeth Thompsonに対して、この会議は 
「われらの地域社会の暮らしの糧を奪い去ろうとい 
う外国勢力の企みだ」と話した。カナダ議会の外側 
で抗議者たちの持つプラカードには、彼らの職の心
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カナダ連邦国会議事堂、写真左一西ブロックの建物2階の会議室が会場だった。

配が表明されていたが、会議場のなかではカナダの 
発表者たちが、長い間政府と産業界の双方によっ 
て否認されてきた国家的なスキャンダルを曝露し、イ 
ンド、レバノン、ペルーの代表がカナダのクリソタイ 
ルの使用によって自国で引き起こされたぞっとする 
ような人的被害を明らかにしていた。
議会内外における警察による警備が強化されて、 

会議は、妨害を受けずに進行することができた。2 
日間の全体会議の後、日曜日の午前中にはキャ 
ンペイナーによる戦略討議が行われた。世界とカナ 
ダの科学者、研究者、医療関係者、疫学者、組合 
活動家、公衆衛生専門家らが、アスベスト産業がク 
リソタイルの危険有害性の証拠の積み重ねに対抗 
してきたやり口、及び、公衆衛生キャンペイナーへ 
の個人攻撃、アスベスト産業と結びついた「科学者」 
らによる世界貿易機関や国際労働機関等の国際 
機関に対する圧力や、アスベスト•セメント製品製造 
業協会のような業界の代表による法的脅迫(インド) 
などを含めたクリソタイル擁護のロビイストたちのとっ 
てきた手段を白日のもとにさらした。シェラクラブ•才 
ブ•カナダのElizabeth MayとDaniel Green、オン 
タリオ労働者のための労働衛生診療所(OHCOW) 
のMary Cook、Jim Brophy> Margaret Keith、力 
ナダ自動車労働組合(CAW)のCathy Walkerと 
Nick De Carlo>マイニング•ウオッチ•カナダのJoan 
Kuyek、国立ケベック公衆衛生研究所のDr, Louise 
De Guire、また、夫や父、子供がアスベスト関連疾 
患で死亡しその人生を脅かされた人々が、カナダに 
おけるクリソタイルへの職業及び環境曝露による損 
害の生々しい、決定的な証拠を提出した。海外から 
の発表者たちは、開発途上国においてはほとんど 

普遍的に安全衛生規制を欠いており、それがこれ 
ら諸国において今日なおクリソタイルが使われ続け 
ることを許しているとともに、進行中の公衆衛生に対 
する深刻なリスクともなっていることをくわしく述べた。

舞台の設定
会議のオープニング•セッションで、会議議長で才 

ンタリオ州ウィンザー •セントクレア出身の連邦議員 
Joe Comartinは、世界中に死と破壊をひろげてき 
た産業におけるカナダの役割を嘆いた。政治家に 
なる前、Mr. Comartin (ま、Bendix社のブレーキエ 
場の本拠地であるウィンザーの町のアスベスト被災 
労働者の代理人を務めた弁護士であった。地元の 
たくさんの人々が、この工場でアスベスト作業に従 
事した後に、衰弱させられ、死をもたらす疾病に罹 
患してきた。カナダでは、とMr. Comartinは言う。ア 
スベスト産業は、クリソタイルへの曝露と疾患との関 
係を立証するためには、さらなる調査研究が必要と 
言い続けてきたが、Bendixの労働者たちは、この発 
がん物質の危険有害性の十分な証拠である。元ア 
スベスト労働者を再訓練または引退させるための「公 
正移行［just transition］」方針の導入を求めて、Joe 
は、「(アスベストの)完全禁止が唯一の解決策だ」と 
述べて、開会の挨拶を締めくくった。
政治学を学ぶカナダのKyla Sentesは、「カナダ 

のアスベスト産業：簡単な歴史」という発表で、午 
前中のセッションの格調を高めた。Kylaは、この産 
業が地元と連邦政府及びいくつかの労働組合に培 
養してきた支援が、百年間にわたって、国家的なア 
スベストの議論を管理することを可能にしてきた、と
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述べた。アスベストの世界的人気から稼ぎ出した莫

大な利益は、その利益を守り、数多くの税制l優遇策
を京認させ、事業t広張のたるとの財政的支媛を修｛果

し、安全衛小規制の符入を妨下守するために、カナタ

のこの産業が影響力とコネのある友人たちを持つ

ことを修保させた。明らかに、カナダにおいては、ア

スベスト産業の政治的、経済的、社会的重'｝J!:刊は、

地域干十会や環境に対するアスベストH暴露の影響よ

りもまさってきた。

カナダにおけるアスベスト悶連疾患の最初の医

学的診断は 1900年になされていたにも閣かうず、

アスベスト眠露ロ:危険性に関して収集された情却は、

その繊維を採掘・)JUてする人々には分かち合われ

なかった。 1920年代に、カナダの保健局と鉱山局は、

「アスベストの影響に関する同際的↑古利減カもの伯

報」を定期的に収集していたが、連邦政府は、そう

した知比を労働者ゃ労働組合に知らせる勿力を何

もしなかった。 Kylal立、「カナダ政府は実際に、 1930

年代まで、粉じんの影響に閲する六量の調査研究

を、アメリカのアスベスト企業に提供していた」、と話

した。口同カナダの競争相手たちには合定していて

弘カナダ政府がアメリカのアスベスト企業と情報を

共イlしようとしたことは、き乞めて確五な話である。

第 次世界大戦中のアスベス!イ史用の爆発から

カナダのアスベスト恒産者が利益をkげる一方で、

この最も価値のある天然資源への曝露を最小化さ

せるためには、 ｛日jもなされなかった。

「般の人々には、戦争中に採ム場やて場にお

ける労働条件が悪化したことは知らさオずおわったが、

それはH暴露のrJスケを増加させつつあった。州と連

邦双方のレベルで、アスベスト企業が何らかの明確

な安全生産の基準に従うことを確保するような、実

施されている規制システムは存布しなかった。同様

に人々は、政府の管理下にあった企業が、安全衛

生分野での違Jぇ者正坐頭でξaことも知らされf必り

Tこ。1
産業界と政府の泌着のパターンが維持され、公

表されるアスベストの危険性に関する情報は、腫療

やがんへの青皮を外すように検閲された。「しかし、

よりショッキングなことは」と、 Kylaは言う。 「これらの

疾病に羅息した労働者の多くが、自らの状態につ

Kyla Sentes

いて止しく知らされていなかったとL行事実であった。

もし診断が明らかになってしまった場合には、労働

者は経営者から、曝露の継続は実際に状態を悪化

させてはおらず、ロJ能な限り働き続けた方がよいと

いう虚言を聞かされた。企業にとっては、補償を支

払って、労働力を失うことよりも、労働者が職にとど

まるようにさせた方が安上がりだと思ったのだろう」。

1950年代を通じて、連邦及び州政府は、依然続

いていた不安全な労働条件には目をつぶって、ア

スベストのパレードカーに乗った。

r C J M (カナダ・ジョンズ、マンビル)やベル・アスベ

ストR肝心のものを含む様々なケベッケの採石坊や

鉱山に関する調査が、 23f/ccが;73f/ccと, lうレベ

ルを明らかにした。製造一仁場の状態がそれよりよい

わけではなかった。労働者が粉じんまみれになって

いることがわかり、出台工りアは全るととろ繊維だら

けの無法状態、労働者はマスケもつけていなかっ

た。 1964年、ニューヨーク科学アカデミー会議で、

Irving Sclilくoffが、ケベック州セットフォードマインズ

［Thetford MinesJにおけるアスベスト粉じん曝露と

高い発がん卒が関係していることを明ら均斗ごすξ研

究を発表した。純粋［ピュア］なケリソタイルが殺人青

であることが、ますます明らかになりつつあった。」

19前年に労働環境保健研究所(IO E H )が設立

されたのは、クリソタイルに関する有害な知見に対

するカナダP政府の対応であった。 IOEHは、ケベツ

ク・アスベスト採刷協会( Q A M A )と緊密に連携しな

がら、有害な証拠をおとしめるために働いた。彼ら

は熟i土の嘘つきであり、「たとえ中皮腫の発府率と

緒に石綿11市による請求件数が劇的に増加し続け
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ているにしても、 1 9 4 6年以降、セ、ソトフォードにおい

て新たな石綿肺の事例はな l)Jと主張した。ファンに

とっては「ド|い黄金」として知られる、ケりソタイルの

イメージを防衛する闘いにおいては、真実は使い

捨てのl判品であった。クリソタイルの「体裁を整える

[whitcwashJ JQ AMAのキャンベーンは包折的なも

のだった。

「学校、建築家、建設会社、鉱山のある地域干十会

にねらいを定めて、何百もの印I版物が一般にばら

まかれ、わ才 lらがアスベストが L功、に『安全』か書き

立てた。健炭問題についてくわしく述べた記事は皆

無で、代わりにこの繊維が同の技術的、経済的健

全さにとっていかに重泣かについて焦点が当てら

れた。」

カナダのアスベスト企業は、数|億ドルを稼ぎ州

しつつあった。 1974年のカナダ・ジョンズマンビルの

営業利益は96,229,000ドYレであった。このイlり余る

ほどの財産にも関わらず、生産者たちは、「アスベ

ストに完全な基準を適 JIJすることは不可能であり、

基準が設定されるとしたら、それを達成するために

政府の暖助を受けなければならなくなるだろう」と主

娠して、 「自二十ト

αに引き下げる努力に抵抗した。多くの丙洋諸国が、

クりソタイルの使用について、より厳しい制限を課し

たに対して、連邦政府は.

「アスベスト貿易事業が、その肉主的勿力の範囲

内で、それ以上の制限を課さ才げ品、ようにするため、

悶心を健康問題からそうせるように産業界と協力し

続けた。事業拡張のた訟の補助金提供を助けるた

めに、カナダ同際開発協会 (CIDA) のようf必 E織が

任命されたとしてもーアスベスト産業は、しばしばア

スベスト製品江使用と関連した 定の開発7 "ロジェ

ク卜への資金提供を助けるために、世界銀行、iLl際
産業振興会 (101)、 C I O A、米州閣発銀行、アフリ

カ開発銀行やアジア開発銀行と協力して動いた。上

述の諸機関に加えて、カナタ可土、開発プロジェクトの

なかでカナダのアスベスト及びアスベスト製品の使

用を要求しながら、随時的に開発途上国を文援す

るようになって、物議をかもす紐付き暖助の慣習の

なかで一定の役割を果しはじめた。そうするうちに、

カナダは、そのリスクについて経験がないばかりで

なく、リスケについて知らされたとしてモわずかな資源

しか持たない諸国に対して、発が人生鉱物を輪山す

るようになった。 」

開発途|諸国の労働者に対するリスケは、カナ

ダ、の生産者たちにとって小さな閣心事でし均、なかっ

た。 1970年代にケベック州政府によって技収された

いくつかのアスベスト企業の合同体である、全国ア

スベスト協会の会長は、 1 98 2年、モントリオールに

おける世界アスベスト・シンポジウムの同席者に対

して、きオ苅むて率直に、開発途|固に才卦十る、ド均余

命はわずか 35政だから、閣発途上国のほとんどの

人々はアスベスト関連がんが彼らを殺す以前に、

別のj京囚によって死んでしまうだろうと語った。 Kyla

は 2003 年の時点においても、カナダにおいて、ア

スベストによる被害に対してわずかな一般の関心し

かないかと以うとぞっとすると言った。彼女は、カナ

ダと海外の労働者に対して、次のようにE乎びかけた。

「なぜ死につつある虚業を支t差しているのか、な

ぜ過去の犠牲の大きなお(訓を再認し続けるのか、

なぜ産業と 絡に先に直面している労働者を軽視

し続けるのか、カナダ政!付に 4ねてほしい。」

シエラクラブ・オブ・カナダの科学アドバイザー

Daniel Greenは、「ケベックにおけるアスベスト問

題」の発表のなかで、非職業的 H暴露に関連した諸

問題に焦点を当てた。カナダの首都からほんの 4時

間ほどの距離にあるアスベスト [AsbestosJという名

前の町を引き合し斗こ出して、 Oaniclは、ケベ、ソケで

は、「われわれは発がん物質を恐れていない。実

際その名をとってわが山 lの名前を付けている」と皮

肉った。カナダ、におけるアスベストの採銅は、 19世

紀末にアスベストの町のジエフリー [Jelfrey J鉱 1I1で

始まった。 1974年には、ケベックの 9つの鉱山で、合

百11 ,549ヲ000トンのケリソタイルが生産され、同州を

世界最大の供給者のひとつにした。|司州の 22の企

業が、アスベスト・パイプ、乾燥パッド、ブレーキパ、ソ

ド、織物、タイル、紙やアスベスト・セメントを製造し

た。ケリソタイルの需必が減るにつれて、中産の規

模は縮小した。 1992-2002年の問にケベ、ソクの生産

呈は半減し、昨年は、台計 250工臼0トンの生崖呈で、

百|j州に 7,5 00万カナダドルを稼がせた。ケベ、ソケ州

は、今円の世界市要の 2 2 %を供給しているとはい
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え、地元の)JUて川には、いまや乍産量のわずか2
% ( 6正∞トン)が利用されるだヨナで、残る 294 ,000 ト

ンは輸出されている。ケベ、ソケにおけるケリ、ノタイル

の利川の{止さは、州政府に、消費を増加させるため

の新たな策略を考案させることになった。「ク 1)'ノタイ

ル・アスベストの増大及び安全使用に関する方針」

は、 2002 年8月に採択された。このスキームは、以

下によって、 '1'期的に地元での消費を倍増させξこ

とをU白ヲとしている。

-政府機関と地方自治体に、アスベスト・セメント・

パイプ、シートゃ舗装材料などのケリソタイル製品

の使用の増加を奨励する。

・新たなアスベスト製品のリサーチ、閣発、マーケ

テイングに文援を提供する。 Danielは、ケベック

における木製の電柱をアスベスト・セメント竹に置

き換えるという提案について紹介した。

ケベッケ州におけるアスベスト採制・生産の集 '1'
は、蝶境汚染につながった。 1970 年に、ケベツケ州

におけるアスベヌ '*1主維のλ気中への放出は 13,325

トンであったoセットフォードマインス、の湖の漉過しな

い表而ノkの分析結果は 172X 1061/1で、とれは、数

年前にフランスのワイン);U一仁におけるアスベスト・

フィ)レター使用に対する騒動のもととなった汚染量

の3倍以上になる、と Daniclは育った。 1997 年に、

アスヘス卜);Uてによる汚染の対象ιなった地元の人々

は、日らの地域社会にjJJlの産業汚染源を迎えるこ

とになった。 Noranda 祉が8 0 %、ケベ、ソケ州政府が

2 0 %所有する会社M昭 nola Metallurgyが、この地

域のアスベスト遺産の 部でilS{S, 5,7 5 0 )jトユのア

スベストの鉱j宰を加_lする三とにより、マグネシウム

を乍産する、 7ii1C 3千万ドAの設備の建設を闘始し

たのである。アスベスト、ダンヴィル、シブトンの山lの
近くに位置するこのプラントは、カナダの牛乳生崖

の多くが行われている地域に設置された。

マグネシウム生産の第段階は20∞年9月に開

始された。同社は、 2002 年の生差是は推定能力の

半分、 3 0 ,0 0 0トン相当するものと見込んでいる。フ

ル生産になれば、このプラントは、世界最大のマグ

ネシウム生崖施設、鉱山廃棄物からマグネシウム

を抽出する唯 ¢毛のとなるだろう。|司社は2 0 0 2 年

に365 人を雇用し、 2010 年までに収存力を倍増す

ることを計画している。アスベスト廃棄物を加でする

際に生成される副産物には、酸ゃポリ堀化ビフェニ

ル (PCBs) 、ヘキサクロロベニゼン、ダイオキシンや

フランなどの一定範岡の難分解'1"1有機汚染物質

(POPs) が含まれる。

アスベストの致死的なリスクに対する何年全の沈

黙の受容を経て、地元住民たちは、自らにふりかかっ

てきた最新のアスベスH=関連した災いに以対した。

アスベスト鉱淳の団体には、ケリーン・マグノーラ連

合 ( C P M ) 、難分解刊有機汚染物質に反対する共 

同行動グループ (CLF) 、公告に比対する会、、グ

りーンピース、フレンズ・オブ・アース、 |司際P O P s根
絶ネットワーケなどがある。 CPMのな場は.

「マグ、ノーうによるP O P sの生成は、環境と人聞の

健康に対する重要な脅威であり、短期的なU標を、

放出低減のためにプラントになされつつある改造に

焦点を置き、長期的な目標を、プラントに栴素電解

J去を用いないーじ程の採用か施設の閣鎖を辿るよう

な、受容できない人|山の健康に対するリスクに聞い

た、第三者による調企及び監視がなされなければ

ならない。 」

CLFは、 2001 年5月に不成行動を組織し、 8人の

抗議 tiが逮捕された。その亡とりである Roch Lan

thicrは起訴さオ吠こ。 5日間の審理の概殺において、

Danielle Cote判事は、有罪ではあるが、「彼の正直

さとその動機の重要性ゆえに」無条件の無罪欣免を

与えた。 Mr. Lanthicrによれば

「マグノーラかと有毒物が放出の下測は、専門家

によれば高すぎていたが、それでもダイオキシンと

フランについての企業の予測を5 0 %以上も上回っ

た。結局、マグノーラのプラントは、市場におけるマ

グネシウムの価格が下がりすぎたという口実のをと

に、 2003 年春に閉鎖された。」

最新の汚染源が閉鎖される一方、地元最λの雇

用者でaるジェフリー・アスベスト鉱山は、深刻な財

政問題にも関わらずさしんでいる。 2印J2年 10月、ケ

ベッケに伐った3つの鉱山のひとつであるこの鉱 111

は生産を'1'止し、アメリカの［連邦破産法］第 11～の

カナダ版である企業債権格開法に県つ手く保護を泊

JlJした。この閉鎖は、ケベックの総中産量を4 0 %減

少させた。会社のスポークスマンは、生産は '1'止し
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La しげ肥 Kazan-削 len

たが、鉱山を閉鎖したオ:けではないと青い続けてい

る。はたして2か月以内に、|可社は、裁判所から採

制作業を再開する承認を得た。ノ?なお操業 '1'であ

る。

続くスピーカーは、会議の主催者のひとりで国際

労働環境衛生ジャーナル(IJO E H )アスベスト特集

号¢ゲ、ストエデ、ィターで宅あるLauric K a z a n - A l1 cn。
このセッションをもってI J O E H特集号を世に道り出

しなが弘Laurieは、「アスベスト戦争 ［The Asbestos

W a r J Jとし巾タイトルが、昨年アスベスト酬究所 (AI)
が流したEメ- J ［の見出しか三とったことを説明した。

最初Jはイギリスから発せられた「戦争報告［WAR

rc仰 rtJ Jという見, 'HLのEメールは、 AIのデ、 fレクター

からケベ、ソケ州政府、［カナダ］連邦政府、アスベス

ト産業、アスベスト擁護派の労働組合のアスベスト

関係者に流布された。とれには、以 -rの斉が含ま

才lる。

Jean Dupere--LABαlfysotile社長

G. Bcrnard O:lUlombc-Jcffrcy A,吻~stos Minc社
長

CI目n目立 God加 ut アスベス| 、 「肝究所テ守イレケター

Jcan-wuis Caty 天然資j皆、省のケベツケ鉱山抑

当苗'1)¥匝
Louis Perron カナダ政府の上級政策アドバイ

ザ-

G町 a r d D c叫u1目一全米鉄鋼労働組合のカナダ

全国ティレクター

Michcl Arscnault 全米鉄鋼労働組台のケベ、ソ

ケ州ディレケター

このEメールの内存と受信者は、目界のアスベス

卜に関する議論を操るために、この産業がパートナー

たちと|向|策するやり)jのひとつを示している。

|玉|際労働機関及び独立した医 '7'1#門家17:データ

を' 51川しながら、 Laurieは、アスベスト悶連疾患の世

界的流行を数値で示すことを試みた。ある権威は、

労働関連のアスベストによる死亡者の数は、地球

全体で年 10万1 ' 1と掛定しているが、これはおそらく

相当の過小評価だろうと認めている。丙欧では、反

宇者が、 1995年から2 0 2 9年の聞に5 0万件のアス

ベストに団連した男 '1"1の死亡が7百十するだろうと下

測している。この恐るべき状況は、深刻な関心を引

き起乙す。しかし、公衆衛生キャンベイナーたちが

アスベスト使川の危険刊について率直に話そうとす

ると、アスベスト擁護派の弁明者たちから、iT確な情

報ではない、あるいは間違っているとして非難され

る、とL aurieは言う。誤って請求されたツケに応えて、

彼交は、以下のようなこの会議に参加している発表

者たちの印象的な4門知識について説明した。

• DL Barry仁削lema n 現在第4版を重ねている

『アスベスト医学的・法的側面』の著者。アメリカ0

・Dr. Annic Thcbaud-Mony パり大学衛生医宇

研究所の研究部長。フランス。

.P rofessor Joe LaDou カリフォルニア大学国際

労働医J予センター所長で、 ILI際労働l環境衛生

ジャーナルのエディター。アメリカ0

・Lic,Eva Delgado Rosas リマからやってきた

労働衛生分野の社会宇者で、教師で毛主る。ペ

ルー。

.N igel Bryson-GMB労働組合の前安全衛生部

長。イギリス。

・D L Jock McCulloch-1アスベスト、それは人的

損火、アスベスト・ブ J!一』の著者。オーストラリア。

このようにアスベストに関する多数の世界に名の

通った専門家が出席していることが、公衆衛十キャ

ンベイナーは問題を誤解しているという古いがかり

をはっきり打ち破っている。

アイスランド、ノルウヱ一、デンマーケ、スウェーデ

ン、オースト, Jア、オランダ、フィンランド、イタリア、

ドイツ、フランス、イギリス、アイルランド、ラトヴfア、

アルゼンチン、チリ、スペイン、ルケセンブルグ政府

はアスベスト禁止についてヒステリックだ、とし巾比)j
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国際アスベスト会議ーカナダのアスベスト：世界的な関心
は説得力がない。この問題に判断を下すために7 
年以上も費やした欧州連合［EU］の官僚機構が、ク 
リソタイルの禁止を決定したことが、ヒステリックな対 
応だと言うこともできない。国際化学物質安全性計 
画［IPCS］とラマッチーニ協会は、クリソタイルへの 
曝露と石綿肺、肺がん及び中皮腫を関係づけたふ 
たつの著明な国際組織であるが、これらの科学者 
たちは、ヒステリー発作を起こす傾向があるというわ 
けでもない。1999年、ラマッチーニ協会の人々は、 
アスベストの世界的な禁止を要求した。

「アスベスト曝露により世界中で引き起こされてい 
る疾病と死亡の重荷を取り除くために、ラマッチーニ 
協会は、アスベストの採掘および使用の速やかな 
禁止を要求する。有効なものとするために、この禁 
止は、世界を対象としたものでなければならず、また、 
世界中のすべての国で実行されなければならない 
…多国籍アスベスト企業は、国際的な搾取の嘆か 
わしい歴史を示している。」
誤解しているあるいはヒステリックだという非難を 

片づけてから、Laurieは、収賄の告発について取 
り上げた。Al Newsletterの創刊号(2002年1月)は、 
次のように述べている。

「何年にもわたって、代替製品の製造者やメディ 
アのキャンペーンの援助を受けた、反アスベストの 
ロビイストたちは、クリソタイル含有製品のいわゆる 
危険性という圧力のもとで、人々にパニックを弓Iき起 
こしてきた• • •莫大な報酬の臭いをかぎつけて、法律 
事務所がこの論争に加わったが、最たる［このよう 
な事態にとくに責任のある幻者は、British Asbestos 
Newsletterとアスベスト禁止国際書言己局の常任ス 
タッフである。I
下線を引いた部分の言葉ははっきりしないが、筆 

者は、British Asbestos Newsletter一そのエディター 
はLaurieであるが一とアスベスト禁止国際書記局 
(IB AS)—そのコーディネーターもLaurie—は、「莫 
大な報酬」を稼いでいる、と示唆しているように思わ 
れる。

「そうではない。このニューズレターと書記局は非 
営利の団体である。同ニューズレターは費用をカバー 
し、アスベスト被災者とその家族たちに最新の情報 
を知らせるための公共サービスとして運営されてい 

る。同書記局は、そのサービスに一切料金を課して 
いないーウェブサイトへのアクセスは無料であり、 
われわれが開催に協力した会議についても料金を 
取ってはいない。われわれは、知識は力であり、あ 
まりにも長い間、アスベスト被災者は、正確かつ最 
新の情報を持たないために、不利な立場を強いら 
れてきたと信じている。われわれは、支援者たちの 
寛大さに支えられて、ただこれらの無料サービスを 
提供できているだけである。」

IBASととともに活動している関連する市民たちの 
バーチャル•ネットワークは、有給のディレクターも 
豪華な事務所も持っていない一何と言っても、バー 
チャル［名目的ではなく実質的］なネットワークなの 
である。モントリオールのダウンタウンの高級住宅 
地に事務所を持つAIとは違って、豊かな裝飾もな 
い。Laurieの築12年の古いNissanの小さくて田舎 
くさい自宅と、AIの事務所が入っている豪華な高層 
マンションの写真を見比べてみれば、それ以上の言 
葉はいらない。この闘いがダビデとゴリアテの闘い 
のようなものであることは明らかである。

カナダのアスベスト生産の人的損失
午前中の休憩の後の最初の講演、「クリソタイル 

をめぐる論争」は歴史家のDr. Jock McCullochに 
よるものだった。Dr. Jockは、アスベスト産業がよく 
知られた発がん物質を世界中の消費者に売りつけ 
るのに成功してきた、様々なやり口をつなぎ合わせ 
た。カナダのアスベスト産業に愛されている、「管理 
使用」という政策は、Jockによれば、全くの作り話で 
ある。原料繊維がいったんカナダから離れて開発 
途上国にいけば、その使用について安全衛生管理 
は存在しない。Jockは、産業による情報の管理と国 
の政府による支援が、その嘘と偽情報のキャンペー 
ンを維持させてきたと信じている。

「アスベスト産業は、自らを守る様々な手段を持っ 
ていた。それは、国家や規制当局との談合や、製品 
の安全性に関する好意的な宣伝を生み出すこと、 
スパイ活動に至るまでの範囲にわたっていた。おそ 
らく、最も有力な武器は、対抗論文を創り出すため 
の内部からの科学の買収と、それによってアスベス
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Jim Bro凶1y

トの毒性に関する疑念を助長することであった。

特定の科学者がリスケを引き起こした場合、この

産業は、彼らを隔離する子段を持っていた。 Jockは、

16 年間にわたってアメリカのアスベスト企業から秘

かに金をもらい続けた、ある誉れ高い科学者の事

例を説明した。Dr. Xは、 19R6 年から、製造業者の

代用人であるサウス・カリフォルニアの法律事務所

カ治、毎月約 7,500ドルの金額を受けとった。受け~Xっ

た額は、数百ドルから7,5 0 0ドルまで多岐にわたり、

合百13ωヲ0 0 0ドルまで突き ICめる三とができた。 Jock

は、法律事務所からこの科学者に宛てた小切手を

見せて、このあさましい話は、最終利益を守るため

には何でもやりかねない という事実を示している

と語った。大学その他の資金源が枯渇するにつれ

て、研究者たちは、ますます企業の影響を受けやす

くなっている。

オンタリオ州ウインザーにあるOHCAW[オンタ

リオ州労働者のた誌の労働衛生診療所、オンタリオ

州の労働組台組織がつくったOHCAWは、日州|付

に5つの診療所を運営し、最新のものがサーニア診

療所である]カミらきたJim B r o p h yとMargaret Kei th

は、「ウインザーのホームズ鋳物工場 [Ho1mcs

FoundryJ及びベンディクス工場[Bendix Factory J

における生産による人的損失」というテーマにつ

いて共同発表を行った。オンタ 1)オ州の南西部にあ

るサーニア [SarniaJは、カナダの｛ji山精製の2 0 %

と同国の化学産業の4 0 %の本拠地である。この地

域のシェル、ダウ、インベリアルオイルの所有する

一仁場群は、今H、「化学の谷 [αlemical Va lley JJと

呼ばれている。地元の石油化学施設におけるアス

ベストの広範阿にわたる使 JIJは、労働者と住民をア

スベスト関連疾患に擢患するリスクにさらした。 lCヨ2
1 9 9 8年についてのデータは、サーニアにおける肺

がん、中皮腫、｛J綿肺発府率の|昇を不しており、

この山lはいまやオンタリオ州における '1'皮腫の首

都になっている。

1919-1988年のホームズ鋳物一仁場における断熱

材生産でのアスベストの使用は、労働者に甚大な

人命の被害を与えた。」二場内の粉じんレベルは、「法

的限界値の数百倍過剰」であり、政府の科学者が

使ったブランド物の新しL、大気測定装置が、工場内

の繊維のレベルに圧倒されて壊れてしまったことも

あった。 1973 年1月 15 tJに、政府の監督官は、ホー

ムズで 852fjccとIIう繊維数を語録した。その報告書

には、 r852 という数字は、おそらくかつて記録され

たなかで最高のアスベスト繊維濃度で庇る」と指摘

されている。労働省の科学者であった Dr.Murrav

Finkclstcinによる「アモサイト・アスベストから断熱材

を製造するオンタリオ州サーニアのある一仁場の従業

員の死亡率」と題された報告は、 1956-1974 年にお

ける152人のホームズ労働者の職業性死亡率の上

昇を記録している。

rlli市がん化亡率の6倍の増加(飼察化亡数4、期

待値0.66) 、呼吸お疾1: L ¥死亡率の7mの増加(観察

死亡数3、期待値0.4 2) 、及び中皮腫による2刊の

兆亡がみられた。この謝金のフォローアッフ。が '1'止
されてか弘中皮脂による3件Uの死亡が生じ、また、

われわれの名簿に載っていない元ホームズ労働者

のlいから、さらに2件の'1'皮腫による兆亡が発生し

ているととがわかっている。中皮脂により死亡した男

'1"1の5分の3は、死亡11寺伴齢が 5 0歳未満であり、全

員が 6 0政未満であった。われわれが確認し、調金

1 ' ,簿に載せるととのできた 152人のノじホ- tズ労働

者は、|司一仁場でアスベスト作業についた従業員の

部分集合にすぎない。」

1990 年代初めに、オンタリオ州政附労働省が、

オンタリオ州内の4つの一仁場のデータを比較してい

るが、元ホームズ労働者の!附がんのギは、期待率

の 4f百であった。

長年の|山、被災したホームズ労働者たちは、展 JIJ

と病気休暇、年金を管理する使用者カらの報復を
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恐れて、自らの病気のことを話すのを怖がってLミた。

アスベスト未亡人や嘆き悲しむよたち、労働者、活

動本による何年ものキャンペーンの後に、被災者

たちは前進を開始した。ターニングポイントは、サー

ニアの通信・エネルギー・製糸労働者会館におい

て、 1998年9月8口に開催さ才た大衆集会であった。

3 0 0人の元ホームズ労働者やその家族たちが参加

した。サーニアの悲劇的なアスベストのi量産は、もは

や秘併ではなくなった。

ウインザーにまるOHCAW診療所は、サーニア

のグループと緊密に協力して、政府の報白書やファ

イルを調査し、情報を流布し、また、医学的データを

収集した。それは、地元の人々が、アスベスト関連

傷当について補償を請求する子助けをした。 Jiml、立

サ一二アの嘆かわしい話は、情報を管瑚して、その

被需を理解も補償もされないまま放関された労働者

や住民を無力にするための政府と産業の言合を示

すものであると考えている。 2年前、サーニア市は、

国レベルのアスベスト禁止と失業のリスケのある労

働者のための「公王移行」政策の採用を要求する、

カナダで品初の都市になった。サ一二ア市議会議以

たちは、「政府は、カナダ?の人々が、固の雫るところ

に存在するアスベストに曝露する様々な源を知るよ

うにするための行動をとる」ょう要求している。

次の発表者、ケベ、ソケの固有公衆衛乍研究所の

D r .LDui田 DeGuireは、「アスベストの肖像ーケベッ

クにおける関連疾患」と, lう論文を発表した。疫宇

者であるDe Guire は、ケベ、ソケのアスベストによる

化亡率を記録することによって、クザノタイ)[の｝ e ｛ J
害性に関するアスベスト虚業の白信の某礎をなして

いる誤った考えをあばいた。研究者は、ケベ、ソケに

主卦する1984-96年の見火力主他のカナダ人よ℃も各々

9 5 1言及び2｛百中皮脂にかカりていることを初f与した。

「男刊については、イギリスの一部とオーストラリ

ア、オランダだけが、ケベックよりも卒が苫しく高い。

女性については、ケベックを上まわる同はない。」

|可期|山中に、 60 歳以下の男flの中皮腫死亡率

は安定したままでいるが、より高齢のよ品性の死亡率

は上昇している。民悪の影響を受けたコホー卜は、

1930-1939年十まれの男 '1"1であった心診断された中

皮腫の件数(1982-1996年に 832 件)を、労災補償

Dr. Louise DeGuire

委H会 ( W C B )により桁償を受けた件数(1967-19切

年に 261'f 1)と比較すると、ケベッケに補償を受けて

いない央大な数の '1'皮腫患者が存在していること

は明らかで主る。 1998年に肺がんと診断さtげと3.500
人のケベッケの患者のうち、 WCBにより補償の適

用を受けたのはわずかであったo r W C B件数は、ケ

ベック版協写実録 [Qucbcc Tumor R叫 istry J件数の

0.3%を現わしているLD r.De Guire によれば、ア

スベスト被災者から請求がなされていないこともま

た顕著であり、 1988-1996年に、 rWCBに請求(が

な)されたを江の3.6倍江ケへ、ソケ住民がむ綿肺で入

院している」 。

これ6 0コ統計は応近の調査制究の結果であるが、

ケベ、ソケにおけるアスベスト曝露の影響は、長い|山

知られていなかったo [11けになってケベック州にお

ける中皮)1 >1(発起率に関するくわしいレポートが公表

された。 h即 //w明市旧S問 qC.a印 JJJpublications!22 2

Epide泊liolc田e E珂旧sitionArniante下df (フランアー百) J
「ケベ、ソケ労働斉における中皮脂に関する段初

の論点は、 1960 年代に光表された。ケベツクのアス

ベスト鉱山労働者の最初の論文は、 1958年に発表

されたー 11 ,000人の鉱山労働者のコホー卜で、 38件

の中皮腫と 657'f1の肺がん、 10 8'f 1のじん肺が刀くさ

れた。 1981 年には、ケベッケの保温工における石綿

肺、中皮脂、肺がんの事作uが記述された」。

1988 -199 7年のアスベスト団連疾患被災者の分

析では、ハイリスクな職種は鉱業 (34.7%) 、保守・修

理業 (25%) 、建設業 (16.6%)で主るごとがわかった。

これを「古い問題が今なお存在している」と言って、

D r.De Guireは、 1999年に行われ t.::300件の建設
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アスベスト関連疾患植民者の遺族臼こよるパネル、中央が会議議長のJoe

現場駅督の結果は、安全衛生アスベスト規則がそ

れ巴の 40%近く(118 'f 1)で無御されていたことを指

摘した。同様の結泌が、モントリオ ル烏のアスベ

スト加上上場で報汗されており、 1992年古川3の 5年 

IUJで、 23のうち7(35%)が「最低基準に関して問題

があることを示していた J0

「個人、家族及び地域社会に対する影響」に関

するパネル・ディスカッションが、午前中の最後のセッ

ションだった oJ坐長を務めた Mar田 ret Buistは、彼久

の夫 Harr yの中皮JI ! I iとの致命的な闘しヰこついて聴

衆に語りかけることから始めた。 Harry は、出身地

のスコ、ソトランドで、また後には彼がイシベリアルオ

イルで働いたカナダで、アスベストに曝露した。症状

が進展したときに、彼は、アスベストの安全な除去方

法について指導すξ 仕事をしており、それゆえ '1'皮
脂としヴ診断の怠昧するところをよく知っていた。彼

とM,江田retは、受けることのできる治療法は「彼の

寿命を引き延ばしそうになtlJカら、「彼に残された

限られた時間に見台った生き方をしよう」と決心した。

Mar日出 etは、会議で次のように語った。

「今蕎フラストレーションだったことは、深刻な問題

が存有しているこの地域社会のなカヰこ理解が欠如

していξ ことでした。私が調べたたった 3週IUJで、中皮

腫で死んだよ品性 16人の名前が集まりました。サーニ

アは、人U 7 0 ,876人の小さな布。ラムトン郁［Lnmbton
County Jは人n126,971人。地元の病院や保健当

局、労働組合での話し合いは、誰毛この問題をよく

知ろうと欲していなし:ことを非常によ: く ; T :していました」 。

Buistの医学専門家たちとの経験は、遺憾なとこ

ろが多かった。彼らが出会った医学専川家の何人

かは産業の｛則

の立場に立ち、

ある医師など

は、インベリアル

オイルは「よいア

スベスト」を使っ

ていたのだカら、 

Harry O:病気は

会社でのアスベ

ス同暴露によってComartin
かかったもので

はないと断子守した。 Harryは、口らが代表となって公

衆の由前に出ることによって役六つことができると

決意した。彼とM沼田町tは地元のがん↑品会と 緒に、

1994 年 6月に中皮脱に関する広報のための集まり

を闘き、これには 150人の人々がやってきた。翌年、

彼らは、労働省及び、この地域に対するアスベスト

の影響に焦点を出てた地ノじの上場に関する論文を

書いた Murray Finke1s teinと話し合いをもった。「ア

スベスト未亡人に対して「職業病について情報を提

供し、教育する」ために、支媛グルー7 'がつくられた。

空主念なカtら、 1996年 3月lOtJ にHarryは亡くなっ

た、とMargaretは諮ったo

「私¢それまでの器らしは失われてしまいました。

初めて私の家はE色rry.なしの空き家に 私たちのパッ

ションだ、ったまじわりもダンスももはやなくなってしま

いました。白動車競走も旅行も、つつましい夕食も、

娘たちとの楽しいことときも。いま私のや活は忙しい

けれども、 Harry の化による心の穴はのこされてい

ます。生活はまったく同じではありません。私は、と

れからの労働者のために世のなかを変革するとい

う日arrvの遺志が適うようがんばる決意ですJ0

Maria La C o uパの家族は、 1989年の息子の死に

よって引き裂かれてしまった。心臓手術、化学療法

や政射線治療を含む8か月間にわたる治療の末、

以 )naldは、 15歳の若さで中皮脂のた民に死亡した。

静かな声でM a r i aは聴衆に語った。

「し、までもそれ力丸、カヰ三困難なときだった;かを話す

のは、とてもつらい。様々なかたちで私たちに影響

を及ぼしていξのです。金銭的には憾さ才 lましたが、

感情的には今なお格闘が続いているのです。乙と
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は|時山があらゆる傷を憾してくオ1ると言いますが、

14年たっても傷口はとても拐さいのです。私たちの暮

らしにあいてしまった火ばかりではなく、いまは怒り

と罪の意識が伐されています。私は、彼の命を助け

るために何もできなかったことに怒り、子供たちが皆

これをくくおり技けなければならないととに怒りをもっ

ています。私は、 D o na1 dの幼児服を彼の父親がホー

ムズ工場均ら持ち帰った作業服と同じi;r~濯機でげいっ

たととに、罪の,意識を感じていますー石綿肺ゃがん、

胸膜肥厚や中皮腫を引き起こすなど、アスベストが

何をもたらすかについて、人々を教育する必要が

あるのです。それでも息子の命を救うには遅く、アス

ベストによる合併痕に昔しむ人たちがたくさんいるこ

とを忘れてはなりません」。

Mar tha Fracalanza 1土、参加者の汁: Uをi谷びる大

きな会議場の壇|に庫るのがとても居心地が必そ

うで、彼y;の身振り肉体訴えかけるものがあった。

彼女は決産と勇気を奮い立たせて、彼女白身と、ホー

ムズ断熱材一仁場で 1956-1976"ドにかけてアスベス

トに曝露した火 Frank の経験を話ξことができた。

Frank の同僚の多くが中皮脂によって死亡し、彼女

の兄も 10年前に肺がんで亡くなった。すでに胸膜肥

厚と診断されていた Martha は、いま石綿11市に権患

している。彼女は、「ホームズ労働者のたくさんの妻

やず供が、アスベスト曝露によって病気にかかり、

死んでいる。他の労働者や家族をこのような悲劇か

ら守るためには、私たちは諮らないわけにはいか

なった」と話した。

少火だった頃カミら Kyla Sentes [26頁写売と同

人物]は、彼女の父視の病気について知っていた。

ιい建設労働者としての曝露によってぬy S叩t田が

かかった石綿肺は、彼の家族の生活に様々なかた

ちで影響を与えた。

「とても小さいず供であっても、自分の家族カ可也所

と少し追ってしだのだと感じていました心父がずっと外

で私たちと一緒に遊ぶ乙むが決してできず、またしば

しば休まなければならないことを、私は知っていまし

た。でも父は市に、私の姉妹たちと他のことをして時

を過ごすことによって、肉体的な持久力の欠如をI車
め合わせようとしていたので、私は小辛だと14lったこ

とはありません」。

会場となった会議室

オンタ, )オのじめじめした気候は病気を悪化させ

たため、一家は出暖な|地に引っ越した。 Rayが疲

れやすかったという事実は、ー定の仕事は彼には

閃難すぎるというととであり、職を変えなければなら

かったということを意味している。

「この病気は私の家族に大きな経済的犠牲をも

たらしました。後には、はは父の而倒を見るために、

働くことができませんでした。父はできる仕事の碕煩

がきわめて限られ大学で働くことも困難になりま

した削|究室への階段も斡ることができず、ときに

はブゆーフケースも重すぎて持でなくなりました。しか

し、最も厳しい経済的負担は、アスベスNごよる将米

の死と苫難を防止するという決怠によって、彼カ19'
けずけと話をしたことカも、結果的に臓を失ったとき

にやってきました」。

Kylaと彼女の妹は、 R a yが休息、をとらなければな

らないことから、午後 2-41 時の|山は静かにしなけオL

ばいけないことを知っていた。友人たちにその時間

帯には米に電話をしないように頼むととは、|代の

少女にとってはつらいことだったに違いない。ひとを

哀婦させるこの病気が家族にもたらした緊張は、彼

らをかえって親街にしたようで、 Kyla が Rayについ

て話すときの出かさと慈しみは、 25 年|山の闘病広去、

2 0 0 0年4月に彼が亡くなったときの、家族ゃ友人、同

僚、学生たちの大きな喪失感を際立たせた。

「死に方はむと様々です。アスベストは人々を年

理学的結県を通じて殺すことができますが、自殺す

るように貢献するとともできるのです。 l口が2 4時間

あって、常lこ足、をしなければならないということ自体

が問題なのです。 回目息をすることが、死ぬ運
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命をJILlい出させます。あるときは調ずが41く、別の

ときにはよいかもしれません。あるよH性とその家族

や子供をそのような状態に置くとと白体が、とてつも

ない、信じられないほどのストレスなのです。アスベ

スト禁止について話したいことは、このことです」。

1969年に Su泊 nncがBobAugcr に印I会ったとき、

彼の体内にすでにがんが潜伏しつつあり、それが

将木家族を奪うことを知っていたような毛のだった。

16 歳の両校生の Bob は、夏休み中に、キ、ソチナー

[Kitchener Jに反る皮革一仁場のボイラー窒でi動き始

めた。「夏季に 2週間工場の操業を'1'止して行うボ

イラーの取り外しが、彼に課せられた 11事の一部で

した。アスベスト繊維が雫ξ ところにありました」 。大

学の費用を賄うお金を稼く守ために、 Bobは、 4回の

夏をこのi 場で過ごした。 12 年後に Susannc とBob

は結婚したが、 80bは、蝶下 k困難、息切れ、ひどい

腰痛と胸水を体験した。 X線写実が何がしかの疑わ

しさを示していたとは再え、医師たちは、乙のノじスポー

ツマンの本調のJIL化に惑わされ、ある専門家などは、

Bob を補償金あさりと非難した o診断をつけξ ことが

できずに医師たちは、 Augcrに、「診断を得る三とは

忘れなさい。どんなに~~~l 時のであったとしても、こ

れまで彼を殺してこなかったのだから、今後も彼をタピ

に全らしめることはないでしょう」と言った。

1 9 9 6 +ド4月、俣自11たちはついに、 80b の梓補を伴

う胸水を治療することにした。広がった腫揚がみつ

かったことは、医師たちを驚かせたが、彼らは AU.t; cr
たちに慰めてもらう必 l止があるように見えたと、

Su s a n n eは皮肉っぽく批評した。彼の医学的状況を

理解しようとする試みのなかで、 Susannc と Bobは、

この一仁場での元仕事仲山とコンタケトをとったが、ほ

と/しどのzが 25 年も前のアルバイト学生のことを思

い同せなかった。

「迷路を解き明かすのはほとんどノト可能のように

みえました。私たちは、労働安全・補償委員会

[Wo比 p1acc Safcty and Insurancc BoardJに助けて

旬弘通ました。 8 0 bの事例はきちんと記録されるよう

になりました。闘病 '1'から先に至るまでずっと、彼と

W S I Bとの訴し台川立、率直かつ彼とともに働く人た

ちに役なつものでした。 8 0 bは、同じように乍きるた

めの闘いをたたかっている他の人たちを助けるため

に働きました。彼がホスピス江集まりに行くと、そこの

施設の人たちを助け、励ます、倦むことを知らない

奮闘ぶりかう、忠者ではなくボラユティアだ、と間違わ

才Lることカ3しは:しは:ありました」 。

放〕副主、生存者であ切可年問も勇敢に '1'皮腫と闘っ

た、とSusannnc は育った。彼は、 2000 年 3月、 51歳

の誕乍 Hの少し前に亡くなった。彼を迫憶するなか

で、 Susannne とア供たちは、「この病気に立ち向か

う」ことを決4Eした。様々な機会に人々にアスベスト

問題を訴え続けるなかで、彼女は、カナダがこの有

当物質を4允り続けていることに侍然としている。「カ

ナダは和平調停や平和維持で世界で高い詐判を博

しているが、人の命を縮めることが知られている製

品を輸出することは、この名声を裏切るものです」

とSusannc は語った。

Herve Rousseauとその家族は、 Thetford鉱 111が

アスベストを採制している地域に主る農場に住んで

いる。彼がとの土地に引っ越してきてから 5午後の

1958 年、 Flintkote社アスベストの採掘作業を閣始

し、それは 12年間続けられた。 Rousseau の家のちょ

うど真向かL将、内さ到。フィートのよさ鉱屑 [tai1in部]

の 111である。ある測量技自 '11は、この場所には数胃

)jトンの選鉱 1F'iがあξ と推測した。 Rousseau の家か

ら半マイル先は、大きなヒ。ツ卜と莫大で、かつ、いま

にも崩れそうな選鉱屑の山からなる、打ち捨てられ

た Flintkoteの施設があり、人々が立ち入らないよう

にするための警汗表示や柵は設けられていない。

この場所からとったサンブρ凡の分析の結果、 10%の

クリスタイルを含イJしていることが明らかになった o

Hcrvc は、この農場で曇らすようになってから数

年後に、動物たちが死にはじめたと言う。結局、この

目lのアスベスト労働者たちに病気を引き起こしたこ

の有害物質は、彼の動物の死にも責任があったの

だ、と彼は理解した。アスベスト粉じ!eは鉱山町の雫

るところにあり、冬には、雪と同じくらいアスベストが

あった。明らかに、 Rousscau の家と尉坑は汚染され

ていた。家をきれいに保っておくことは凶難で、危険

を感ずるた払家族は客を招待することもできなかっ

た。 17年後、 Mrs. R o u s s c叫がアスベスト関連疾忠

によって死亡したが、近隣の多くの人々が|司じ運命

をたどっていた。妻の兆の 2年後、 Herve は地元の
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人々とともに、この町の問題を訴える活動を開始し

た。 H e r v eは、地元の新聞に、この鉱山地域のひど

い状況を会議で紹介するためにオタワに行くつもり

であξと話した。彼はその後、脅迫首話を受けた。他

の住民たちはオタワにl<ることを怖がったが、

R o u s s c a uの家族の3人は旅立った。オタワにやって

くる前H、H e r v eと子供たちは、ある独¥r.的なアスベ

スト専川家から、彼らの家は人間が居住するには

汚染されすぎているととを知らされた。 1mm2あたり

289.8structureという指数は、アスベスト除去f去の建

築物の再利用に関するアメリカの最大レベル(アメ

リカのレベル 70structu叩/ m m ' )の4倍以上だった。

家族パネルを終えるとき、肱衆は¥r.ち|がって、

これらカナダの人々の勇気をたたえて盛大な11'1子を

送り続けた。そとには、わオリコれがこの1時間のセ、ソ

ションの|自lに円撃したことは、カナダにおけるアスベ

スト問題の議論においてターニングポイントを印す

ものであったという台産があった。仮にこの会議が

他に何もなしえなかったとしても、これらのよLLいやり

があり、公共心に富んだ人々が堂に会し、彼らの

玉| 11付におけるアスベストH暴露の恐ろしさを明らかに

する場を提供すξことができたことは、努)Jの甲斐

があったというものである。

「管理使用」一現実か神話か?

民食休憩のすぐ後に、|玉|際的なアスベスト専門

家Dr. B岨 'l C astlemanが、 [1管理使用』の誤謬

力ナダのWTO訴訟」というテーマを取り上げた。

8 a r r¥,は、アスベスト戦争においては「管瑚使用」と

いう言葉は、「アスベスト製品の製造および使川に

おいて用心をすることによって、健成への脅威では

なくなる、インダストリアル・ハザーズの絵を示す」た

めの産業界の企みであると述べた。アスベストが「管

理された状況jの毛とで「安全」に使用することができ

るという牧歌は、どとにも存夜していない。タイやイ

ンド、フィリヒ。ンなどの諸国に押しつけられる可能刊

のあるこの考え )jは、空想の産物である。

非常に多数のアスベスト繊維が、アスベスト・セメ

ン卜( A - C )製品に使川されてきた。産業界は公に、 

A-C製品 '1'のアスベストは、セメントの基盤に「閉じ

Barry Castlema勺

込められ」ていて繊維がIJ ,散しなL功、ら安全だと主

張した。アスベスト製造業者は、これが事実ではな

いことを知っており、産業が行った試験で、 A - C建材

の通常の使用から高レベルのアスベスト日暴露が生

じる可能刊があることを日明している。

[1976年の政府・産業開会議で、 Johns-Manville

の役Hが、 A - Cシートに電動鋸を使用すると、うま

く設計されかつ適正に作動させた局所排気装簡が

あっても、 2501/ccを超える曝露を引き起こす可能性

があるととを報許している。彼は、とれはO.8f/ccに

引き下げることができると言った」。

曝露を許脅できるレベルに引き下げるために必

要なシステムは、先進同と開発途上回のどちらにお

いても建設業では滅多に使川されることのない、高

価な排気装置と電動ツールを当てにしていた。 1977

年に、アメリカのA - C業界団体は、 [A-Cパイプを扱

う建設作業で一般に使川される研磨丸鋸、鋸作業

者に濃度26-109f/cc 、緋作業者の補助者で 10-49f/

ccの版践を生じさせる」ととを示した試験結果を公表

した。アメリカでは、このようなハイリスクな慣習をや

めさせるためにある程度の措置がとられたが、円本

では予測される結果はそのままに縦続されている。

「パイプを通じさせるた詑の高速の丸鋸を川いた

A - Cパイプの修理作業(円本)による、地面に脳ら

れた火の内側及び外側のH暴露は、 ' / (の1-'1側で4 9 -

170f/cc、 ( λ|均92) 、外側で1 .7-15t/ ccを記録した」 。

「管理使用」原則!の非常識3をさらに示すために、

8arr¥ ,は、フランスのアスベスト栄I上措置に対する訴

訟でカナダが世界貿易機関[ W T O Jに提出した、以

前は秘密抜いだった文書を引用した。弁護上たちは、
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Eva Delgado Rosas

カナダ政府の「管理使用」のためのシナリオを以卜

のように説明している。

「下流使用部 1J"に闘しでは、『管理使用』は、アス

ベストの間給者/製造者の全てが輸入免許を持つ

ことを民求されてし通るということを暗黙のうちに台ん

でいる。この免許は、企業が以下の約束を満たさな

い場合には、取り消される。

・これらの製品を購入する認可を受けた企業(ユー

ザー)のみに、その製品を配給すること。これら

の企業は、製l日を据えつけるための訓練及び認

可を受けた労働者を有し、かつ、法令を遵守しな

ければならない。

-製l日を切断するた民O){ I:tl iJlを提供し、また、製

品をサイズに切り分けるた記の装備を備え、製品

を切断する作業者がアスベスト作業をするための

訓練及び認ロJを受けているセンターを設立する

こと。

政府と協力して下流ユーザーを管理すξこと。製

品の製造斉は、定期的に、ト流ユーザーを訪問

し、パフォーマンスを監組、記録する。」

バンコクやサンパウ口のような交通渋滞の乙どい

都市を知っている者にとって、建設労働斉がアスベ

ストシートを切断するために建設現場から指定され

た製作センターまで運搬するむの発想はば均ヰずた

宅のである。アスベスト製造業斉が、消費者による

その製品の使IIJのされ方に長作を負わされるべき

であるというカナダの主張も同様にばかばかしい。

アスベスト供給者が、消費者の危険な作業慣習に

警告を鳴らすと期待することがいかに現実的かワ

Barryは、このようなことは凹界 '1'のいかなる場所、

いかなる産業においてもかつて起こったことはない

と指f附した。

社会"t者 Eva Dcl同 do Rosasの「ベルーにおけ

る力ナダ・アスベストの影響」に関するプLゼンテー

ションのタイトルスライドは、 JM社の白石綿の大袋

の当真が/j,されていた。大袋の上には「カナダ崖」

という言葉と在{-19というコード岳号が印字されてお

り、袋の2か所にカナダのカエデの長のシンボルが

捕かれている。 5 0年以上にわたって、ベルのアス

ベスト製造業者たちは、多数の固から原料クリソタ

イル繊維を輸入している。輸入量は 1987年に約

10サ000 トンのピークに達した。購入呈は2年以内に

1,253トンにまで下F存した主江の、 1990年代半ばまで

に5,6 4 2トンに上昇した。 1989-2003年の期間を対

象とした貿易統計は、応近 15年間のぺ;1ーへのケ

リソタイルの主な供給者はカナダであξことを明らか

にしている。 1989 年に、カナダは同国の市場の 75

%を供給し、 1990 年代半ばまでには9 5 %を供給す

るようになった。近年、カナダの市場シェアは孫ちて

きて、 2002 年には、国内市場のちょうど干分を満た

した。

ぺ凡ーの状況のドラマティ、ソクな写真が、職業、

環境及び家庭内アスベスト曝露が円市的に起こっ

ているとと、多くの上場施設で大量の飛散した繊維

が観祭されξこと、防護・11予l及川機器の欠如が般
的であξこと、管理されない建築解休作業がはび

とっているととを示した。乙うした危険な慣自の人体

への影響は下測できる。 2000年に、 197人のアスベ

スト労働者と元アスベスト労働者の健康診断0)*山県、

彼らの6 0 %が石綿肺にかかっており、さらに3 9 % 

の者の健康が懸念さオlることがわかった。リマにあ

る GeneralHospi talは、 133 件の '1'皮腫を診断して

いる。 E v aのブ戸レセなンテーションで示された Rafcl

Carhuachinや身もとの確認できない女' 1 "1中皮腫患
者のような、アスベスト被災者を助けるために、政府

や使用者がなしてきたことはわずかである。アスベ

スト被災者出体AFA - P E A R Tによる集中的なロビー

活動の後、現在、政府のサークルのなかで国レベ

ルの主主rcの可能性に関する議論が行われている。

協議の手続のI~Jに、カナダのアスベスト研究所は、

ベ凡ーの閣僚たちに、同国の信用を落とす「管理使
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J1I J方針を継続するよう説得しようと試みた。

多くの丙洋諸国では数十年間にわたり、アスベス

ト関連疾忠の流行が進行中であるが、日本におけ

る流行はまさに始まったところである。今後 40年|自l

に、円本における見性の悪性胸映 '1'皮腫による兆

亡は、 1970 年代、 1980 年代の建設業や製造業に

才卦ナる広範岡に及ぶアスベストの使川を反映して、

1990年代の5 0倍近くに増加するだろう。石綿対策

全l:li l連絡会議( B A N J A N )事務局長の了守谷杉郎は、

「日本における力ナダ・アスベストの影響」としりテ」

マを取り上げた。円本のアスベスト使用量は減少し

つつあるとは言え、日本はかつては世界段大のア

スベスト消費国のひとつ、カナダのケリソタイルの重

要な顧客のひとつであった。 2001年に、円本は 79,463
ト;のクりソタイルを輸入し、そのうちの55.6% (44,203
トン)はカナダから輸入された。ケロシドライト(青(J
綿)とアモサイト(茶石綿)は1995年に禁止されたが、

クリソタイルの使用はなお合法である。

2 0 0 2 +ド6月、 H本のよ反円厚乍労働大臣は、アス

ベスト禁止を導入する;意向を表明して、政府の) j針
転換の台収|を送った。日本のアスベスト消費関係者

を確認するために行われた調査結果は、 10の製品

種類、に分類される 197 製品の製造にアスベストが使

用されてオ刀、 10種類のうちの半数が建材製lf1rであ

ることを明ら力斗こした。代替化導入の実行可能刊に

関する調査が、専川家検討会によってなされ、その

切符が2003年4月に発表された心7種類の製lf1rにつ

いては代替化が可能であることが確認され、これら

は総消費量の9 0 %以上を占めている。同時に、カ

ナダの貿易ミッションが、「管瑚使用」から「使用祭l」上

方針への変更に反対するために、 H本にやってき

た。 2川3年8月 18円、政府はカナダの主張を拒絶

し、日本のかかる祭l上等入の決定は世界貿易機関

にも通知された。

アスベスト禁止に向けたタイムテブルは 2003年

の秋に公表されるものと考えられている。i'i谷は、

B A N J A NO)継続したキャンペーンの成果を紛介す

ξとともに、アスベスト関連浜患の動向を監視し、被

災斉とその家族に温切な医僚やケアを提供し、被災

者へ江公正な補償の給付を実行し、建築物のアス

ベスト含イJ製品の把握を義務づけ、保守、修理、除

古谷 ι郎E

去、解体作業によるアスベストH暴露かうの労働者及

び市民の防植を確保するための新たな品商などの、

必要とされる改善を実施させるために会闘し続ける

ととを約束した。オタワ会議の参加者全以を、 2004

年 11月に束尽で閣催される世界アスベスト会議に糾

鴨しながら、占谷は、われわれの共通の目標であ

るアスベストの地球規模での祭l上に向けてともに取

り組もうと昨びかけた。

ニューデ 1)ーの労働・環境保健センタの所長で

主るDr. Tushar Kant Joshi (TK) は、「インドにお

ける産業界の戦略を明らかにする」というプレゼ

ニテーションを行った。 TKは、「ケリソタイ凡刀安全

｛主用」というコンセプトは、「貧弱なインフラストラク

チャーと一;J<'*療へのアクセスが凶難」なインドのよ

うな諸国においては、まったく無;草昧で£ ξと述べた。

インドでは肺がん忠者ひとりの治療に必要な2,。 0 0

ドルが入手できず、インドの多くのがん患者が病院

で治療を受けていない。チェンナイ［Chen naiJのが

ん馴究所では、インドの肺がん全体の3 - 4 %がアス

ベストに団連した毛のであると抑測している。中皮腫

登録は存在しないため、この疾病に関するデータは

得らオiていない。インドの使用者は、職業病に対し

て補償を支払わない。インドにおける、ド均余命は現

在 6 0以だ、が、このことは、人々がアスベスト関連浜

忠によって死ぬのに足るほど長く生きていないとと

を意味している。

1980年にインドのアスベスト・セメント製品製造業

者たちlこよって設立されたアスベスト情報センターは、

アスベスト及びアスベスト製品の下流ユーザーを台

めて、アスベスト産業には 100,0 0 0人の労働者がい
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い人々を、カナダ市民にとって有宵すぎると考えら

Dr. Tushar Kant Joshi

るととを認めている。 TKは、インドの 100万もの人々

が、現在、職業|アスベストに曝露しているものと考

えている。国際労働機関や凹界保健機関が、開発

途上iLlにおけるアスベストの諜用が危険であると

とを認めているとはいえ、どちらの機関も問題の大

きさに関するデータを持って宇治ず、情報の欠如が、

アスベスト生産者が新興諸|玉|の消費者にとの発が

ん物質を押しつけ続けることを可能にさせている。

インドにおけるアスベストの年間消費量 100 ,000

トンは、アンドラフ。ラデシュ(Andhra Pradcsh)、ラー

ジャスターン( R aj出 than)及びヒ、ハール(Bih旺)州で

の操業から 2,日000 トンの繊維を生産する園内の鉱

山企業では満足させらオ1ない。 1997-1999年の平均

年|自lアスベスト輸入量は 71,688トンであった。百tは、

「インドのアスベスト製造業者のニーズの約 4分の 3

が、主にカナダからの、輸入によっている」と予測し

た。この会議に参加するためにカナダのビザを入手

するにあたっての苦労を紹介して、 TKは、カナダへ

の入|玉|審査と同様に厳しく、開発途上|玉|へのアスベ

ストの輸入や使川が管理されれば、何十万人もの

命を牧うことができるだろうと述べた。

「人間の生態学はどとでも同じであり、 30 以上の

諸圃においてケリソタイル/白ィコ綿を台むすべての

種類のアスベストが発がん性であれば、それがイン

ドで有害でないはずはない アスベストが発がん性

であξ と結論づけるために、インドで再び 30-40年|山

研究がfTわれるのを待っている問、アスベストが大

破壊を引き起とすrJ:を許すなどということができるだ

ろうか」。

カナダのような国が、インドや他の場所の罪のな

れるリスクにさらし続けているということは、スキャン

ダルである。

インドで使川されるアスベストの 9 0 %は、アスベス

ト-セメント製品に混入されている。その利吉を代表

する強力で裕福な業界団体が存ffし、彼らは、 「管

理使JIJJ 、 「責任まる使JIJJ 、 「ケリソタイ凡の無言刊」

などの使い占されたフレ ズを頻繁に使って、アス

ベスト州究所のプロパガンダを再生利用している。

インドの新聞の m全部を使った広告のなかで、産

業は次のように豆長している。

-現存の疾病のレベルは過去のH居住￥によるもので

あり、改菩がなされてきており、現在のアスベスト

使用は完全に安全である。

・アスベストは、クリソタイルが「致死的な種類のア

スベスト」と混入された場合に有需なのであって、

クリソタイルロ休は無 t主である。

もちろん、 TKは、これは庶偽であると嘆いた。建

設業や造船所にはまったく安全衛干の管理体制が

なく、労働者は、円市的に休験しているそのイl当性

について知らされず、気づかないまま残されている。

「環境・森林省広もとによ軽る中央公需防止委員会

[Centra1 Pollution Control Boardl は、インドにお

ける日つの主要なアスベスト製 l日製造事業所をモニ

ターした。そのうちの 6つは、排出基準に適合してお

らず、残る 2つに閣しては、適合または非適合かの

状態が停かめられなかった。ほとんどのケースで、

モニター装聞は存在せず、収納命庫や一次保管場

所は適切に保守管理されて字卦3ず、操業は間欠的

だった」。

1997 年に政府機関によって行われた調査では、

作業場所で2-488f/ccの大気レベルが記録された。

インドのクザノタイルの気中許容濃度は 2f/ccである。

2 0 0 2 +ド4月、労働街中専門家と NPOがニューデ

リーで会合を持って、政府の長年の無策に対する

対応を協議した。新しい団体、インド・アスベスト祭 rc
ネットワーク[ B A N I : B a n A sbestosNe肺 ork01 In dial
を設立することが決定された。その最初Jの取り組み

は、インドにおけるアスベストの採銅と製造の祭 l卜

を求める民望を公に発することだった。

会議初1 J F 1の最後の発表は、ベイJv-トの保健省
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中央公衆衛ヤ研究所で以前微干物学者の長何者

であったDr. Emile Makareml2:よ｛;"rケーススタテ守イ

レバノンにおけるアスベスト・セメントに対する抗

議」だった。数年前、レバノン政府は、選抜した村や

山lの占い水道管と下水システムを交挟する決定を

f了った。 Emilc O :性むRas-EI-Mctnのノ伐との管は

鉄製だったが、政府はA - C管に置き換えることを提

案した。なせ三の WJがA - C管を受けとるよう指名され

た唯一の町だったのかは誰も知らなかったが、乙の

計画にはかなりの反対があった。アスベストの危険

性を議論した町民大会に続いて、地元の人々は、

建設作業の一時停止をさせた。しかし、地ノじの議は

たf5の干渉によって、作業は再開された。フOロジェケ

トのこの段階での工事冗成は、山lの人々にってピュ

ロスの[犠牲の割に引き台わないJI勝利だ、ったが、平

和的な庫り込みを展糊することによって、新たに設

置されtcA-C1奇を主給水所と接続する江を阻止した。

1996年以降、デモかテレビで放映され、ノk道大Uと

の会合が持たれ、より最近ではその後の3人江後継

者との話し合いがもたれた。今円に至るまで、 A - C

管は接続されないままになっている。

レバノンにおけるアスベスト論議において、カナ

ダ大使館は、積極的な参加者の乙とつだった。 1998

年5月21口、同大使館は、臥;it M c r yの Al-Bustonホ

テルで、「ケリソタイル・アスベストの責任ある安全な

使用」と題したセミナーを開催した。この会合は駐レ

パノン・カナダ大使 OaniclMarchandの挨拶で始ま

り、彼は、クリソタイルは「安全」に使 JIJできるという

科学ぱ口ンセンサスが存伝ホξと主張した。 M a rchand
は次ぎのように育った。

「ここに数名の世界的に指存的なケリソタイル・ア

スベストの専川家を迎えていることを喜んでいる

このセミナーは、建設的な役割を呆すというカナダ

政府正公約の具体的な証明である。カナダ政府は、

目標とした消費国において、その国の労働者がクリ

ソタイル・アスベスト製l日を責任をもって、かつ安全

に製造すξことカγ亡きξようにするたるtのイニシアテf

ブを文援すξことを約束している カナダは、クリソ

タイル・アスベストの栄や他の製 1]'1への代替化を支

持する科学的証拠を見たことがない」。

レバノンの環境及び保健大臣たちは、白石綿は

大気中や水中では有需でなしとL追う主張を繰り返し

た。大いに偏向したプログラムには、以下のような

「し、わゆる与門家(jによる発友が含まれていた。

-アスベスト研究所所長の Denis Harnelは、産業の

「知1 , , 1に関する覚え書き」が、アスベストを誤用す

る企業にアスベストが売られることを防いでいる

といって参加者を元気付けた。

-イギリス最大のアスベスト・グループのひとつであ

るCapc Industrics Lt dのノしグループ医γアドバ

イザーDr.Kevin Bruwnは、疫学研究江セレケ

ションをレビューし、アンフィボール系への日暴露は

疾病を引き起とすが、ケリソタイルは非難すると

ころがないと結論づけた。

-アスベスi、研究所のかつての所長 Prof. Jacques 

Dunniganは、 A - C屋根材及びシートの桐対的安

全 'VI今に集中した(Emileによれば、 Dunni日anは、

クリソタイルは物理的、化学的、生物学的にアン

フfボール系とは異なり、ケ 1) 、ノタイルH暴露と中皮

腫との閃係を不した論立;はないと説明した)。

「専川家たち」のリーにも関わらず、レバノンの消

費者は納得してはお3ず、 A-C_L場は3年前に破

産した。労働省は、 A - C管は制立へ可吏川されないだ

ろうと発表したが、国の北部からの報告は、 A - C管

がなお設置されつつあるととを明らかにしている。

Emile は、鍵となる問いカ叫fを提起して、その発表を

締めくくった。

なせ、 Ras一日一M c t nが唯一A - C管の使用に指名 

されたのかワ

ユ 何人かのレバノンの大臣がA - C産業に投資し

ているというのは事実か?

3 なぜ政府はA - C管の現在の使川について嘘

をついているのかワ

4 カナダPのアスベスト虚業のもL門本のレパノン政

府に対する、公式、非公式/1.方の影響は?

午後σセソミョ:の座長だったAnthonv Pizzinol、立

5時ぴったりに議事を終了した。 2時間後、会議の参

加者と主催者の多くは、絵のような Bvwardマーケッ

ト地域の素敵なレストランに集まって夕食をとった。

Courtyardレストランは、 19世紀の石灰岩建築物の

中庭に牧置し、過よ 100 年以|にわたり、小さな宿

屋、ホテル、連邦守備隊、地質調査所の本部、鉱山
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局の支所、 1911-1912 年の IUJの腸チフスの流行11寺
の数急センターをイjしている。カナダ、のフュージョン

メニューと信頼できる場所が、海外からのゲストに

カナダ体験をl床あわせてくれた。

北米のアスベス卜経験の挑戦

土曜 H午前'1'のセッションは、針。 f.Joe LaDouの
発表「アスベストの労働・環境問題の国際的レ

ビュー」で始まった。数十年|山、アスベスト産業など

の、イf~主産業の目界的移動について研究してきた

Joc は、増大しつつ主るアスベストの流行に対処す

るうえでの、世界保健機関 (WHO) や国際労働機団

(ILO) 、国際連合などの圃際機関の失敗に焦点を

3てた。あるWHOの職 Hは:欠のように言っている。

「現在 主としてW H Oの活動はリスク・マネジメン

トよりもリスク・アセスメントにより精力を注いでいる

ことから またとりわけ、もちろん↑世界中で建築物の

改修において、また多くの領域で、ますます同発途

上諸国において きわめて明らかに、アスベストは

現存リスク・マネジメントに関する問題であることか

ら WHOには、アスベストに閃する進行中の取り

組みはなtlJ 。

取り組みの欠如は、状況の重大さに鑑みてまっ

たく不可解でまる、と Joe はiiliべた。

「アスベストが禁止される前に、アスベストがんは

世界中で 1,0C日万人の命を奪ってカ￥ ; , ～暴露を終わ

らせることになるかもしれない アスベストに対する

闘いは、人的損告が最も大きくなるかもしれず、ま

たアスベスト虚業が死にものぐるいになっている晴

充注|諸国において、なくさオ lる危険に瀕している」 。

世界のアスベスト利主関係者は、国際機関に対

するロビー活動を成功させるために、相 3の余額を

使ってきた。産業のコンサルタントや専門家は、流

行の科学的証拠をねじ曲げることによって、 WHO

や l L Oが取り組みをしないままでいるようになだめて

いる。無常なように聞こえる国際労働衛恒委員会

(ICOH) は、この発表のなかで特別の関心をあてら

れた。 l C O Hは、労働安全衛生の専門',jくの民間団

体であり、その多くは六企業に履われていたり、アス

ベスト産業のコンサルタントだったりする。

「専門家としての意見を求められた場合には、公

平な国際委員会征代表であるからといって、『利告

の衝突』という連忽を避けようとする」。

このような r I C O Hの中有のようにみえる見かけ」

に守られて、彼らは、データを操作し、?を実を履い

隠して、共同の主人に奉 11する。 Jocl、立 lCOHの公

式の写真を使って数人の I C O Hのメンバーを示した

が、その写買は聴衆の笑いを買った。この問題に

関して政治があるとしたら、アスベストの生並者と佐

川者の大部分が少数の固に集中しているという事

実は、交渉を簡単にするだろう。 6か国がI!I:界のア

スベスト生産の 96%を占め、 lliJの 6か|玉|で消費の8 0

%を市めている。

会議の主催者は、写実民 rBreathTaken: The 

Landscapc and Biography 01 Asbcstos to OttawaJ

を実現することはできなかったが、次善の策として写

買家 Bill R a v a n聞を招き、ユニークな Br悶,thTaken

のコレケショユかう、「写真展北米におけるアスベ

ストの経験」を発表してもらった。 23 年前、 Billの父

親 Anthony Ravanesiが悪性 '1'皮腫と診断されたと

きに、それがどういうととを,ê~qょするのか本族の誰

も知らなかった。 Anthony は、第一次世界大戦中に 

ポストニの造船所で働き、病気になる前は身長 6フィー

卜[約193cm] 、体重220 ポンド[約l00kg]だ、った。診

断から数か月後に、彼は亡くなった。

その後の数年問に、 Billは、 Anthony の兆は多く

のなかのひとつであり、アメリカの何世代もの労働

者が、本来は防護されるべきはずであった主のによっ

て、「消耗品」のように抜われてきたことを学んだ。

「私白身の苫悶のアスベストとの遭遇と、 8rodcur

の本 (i町粍品仰アメリカ人 [ 8仁問n山ible A m目I四 ms])

カら得た新たな認識が、アスベストを私の次のブロ

ジェケ卜の課題にするように等いた」。

Billは、 1984 年 1月からアスベスト・プロンヱケトに

取りかかり、その後の数年問に、数白人の被災者、

数|人の遺族、数ダースの医学、法位、科J予告L門

家のインタビューを行い、カナダとアメリカの造船所

や製造工場を訪れた。「私は、これら全てのことを、

との避けられたはずの人的災害を記録し、また、白

身の|長j数に真剣に対処するために、私の芸術を使

おうというもくろみをもって行いました」。
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20+ドIUJのキャンベーンを振り返って、Billは以下

の取り組みのポイントを指摘した。

-政府の財政援助をアスベスト並業を支駁すると

と泊、ら、カナダの労働者の再訓練と安全な代替品

の開発に振り変えるべきである。

・アスベスト断究所は解体されるべきである。

-全国のインフラストラクチャーにすでに組み入れ

られているアスベスト及びアスベスト製品に対処

する戦略を開発しなければならない。

-アメリカ及びカナダ政府は、アスベスト禁止をl寺入

することにより職を火うリスクのある外国の労働

斉の再訓練を行うべきである。

露天掘りの Jeffrey鉱 111のスライドは、一瞥しただ

けでは、この場所におけるアスベスト採掘作業がそ

れほどの広がりはないような印象を与える。 Billが、

写真のなかに見える黄色い呆物が、実際には現存

する毛ので最大のランドビークルであると説明し、そ

のことを証明する手兵を示しても、との事業の艮怖

させるようなスケーAをつかむことはできなかった。

Arthur J. SabatiniによるJe助町鉱山の写買の描写

は、啓発的なものであった。

iRavanesiの、魅惑的な青白い灰色と緑がかった

ダイレクトフラウンの写買による、この広大な場所

の解剖は、風宗:チ真の威信を示す実例であるばか

りでなく、産業) )の美と)Jに関するl止約である。その

生地と微妙に変化する色調のな均ヰ士、 3 0 X 4 0イン

チ相～の壁画が切り取られ、気配りがなされている

ーアスベス↑のかたまりが、ぎざぎざの岩と小山の削

られた部分か巳こぼれ山しているoどっしりとしたか

らし色のトラクターや重機は、乱雑に放りオ工なしに

されたチ供の玩具のようだー陰うつなオイスターグ

レーのふぞろいな主の帯が、写実の上端を覆って

いる。かなたの背京にはケベッケのアスベストの町

が危なつかしそうにある。 t正H午後 31時に、蛇紋岩

とアスベスト粉じ人を解き般つ発破によって、揺さぶ

らオiるJ0

I[lj半球最大のアスベストの露天掘り鉱である

Jeffrey鉱山は、相が2 k m 、350mの深さがaる。 1986
年に Billがとの鉱山に行ったときに、彼は、「世界

8岳円のィ、 141議」と宣伝する様識を見た。観光パス

が1時間ごとに知 40人の飼光客を吐き出すが、 Bill

は、彼らがアスベストのスラリーを歩き Inlって、致死

的な粉じんをパスの1' 'に引きずり込んでいるのを目

撃した。 1950- 1970年の聞に、乙の鉱山は、 3回拡

張された。アメリカで｛吏JIJされる6 0 0億ポンドのアスベ

ストのほとんどが、カナダから輸入されるが、大部分

はこの鉱山で産量刑されたものである。

オンタリオ労働者のための労働衛十診療所 

C O H C A W )のマネージンゲティレケターとして、 Mary

仁l:l okは、「力ナダにおけるアスベスト使用の影響」

というテーマを取り|げるのに理想的な選択だった。

1990年代の末、ウィユザーのO H C A W診療所に働 

くス夕、ソフたちは、サーニア近くのHolmcs Foundry and

Insulationの元労働者のなかでのアスベスト関連疾

患の件数の増加に警報を鳴らした。M a r yは、オン

タリオ州におけるアスベスト生監の人的被害は、何

十年 IUJにモわたって隠されてきたと言った。 1949年
に、 Johns-Manville Jeffreyのアスベスト鉱山の医師

たちが708人の鉱山労働斉のX線»真を撮ったとき、

正常な肺はたった4i ' 1しか見つけられなかったが、

「彼らは、この発此を誰にも知らせずに立ち去った」。

沈黙という公式方針は、「アメリカ政府0:公聴会が、

政府も団与した産業の大陰謀を曝露した 1960年代
まで」続いた。「アスベストは占い問題」だとするこの

産業の主張は事実ではない。

「カナダにおけるアスベストの遺産は、オンタリオ

州 1' '、国1' 'の何下人毛の労働者の経験から眺める

ととができる。連邦政府は、欧州のアスベストの輸

入と使 JIJ禁止措聞を<コめさせようとして世界貿易機

関を利用したのにも関わらず、ノ>まさにわれわれが

いる、国会議事堂の建物のアスベストを除去するた

めに、 100億ド凡も費やしたことは皮肉なことである」。

サーニアで、 O H C A W診療所は、 2.(i34人の患者

を咲録した。そのうちのlサ000人は呼吸器系の問題

をかかえていたが、この集凶内で確認された最六の

曝露リスクはアスベストであり、全事例の5 5 %を占

めていた。

「サーニアのO H C A W診療所は、北米で充見され

たなかで最もSrJ目すべき集同職業病のひとつを記

録した。アスベストやシリカへの府史的H居住￥は今な

お、この職業病のかなりの数のコホートで優杭を市

めている」 。
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OHCAWのデータベースは、ハイリスクのカテコ

リーには建設・建築労働者、補修要員、造船労働

者が含まれているととを示している。

アメリカやヨーロッパは、アスベスト関連疾患の発

生状況に関するデータをとっているが、カナダでは

撮られていない。 Mary は、これは同として不｛ ' ,誉な

ことであると語った。

「カナダには、他の固に存在しているようなアスベ

スト事例の中央写実録システムがなく、そのため、われ

われが今直由しつつある問題についての将来予測

を行うこともできない。 1占県的に、この病気にかかっ

た者は、凶に見えないま主である。労働者が公にさ

れていないので、アスベスト関連疾患について行わ

れている謝金研究も、曝露を防止するためにとられ

ている活動もない。われわれは、|玉|レベルの繋録

システムの創設を'～ボする必 l止がある」。

さ却さMarv は、オタワカえチりの大統官民に対して、

アスベストを祭 ICする同同の法案に岩名するのを

やめさせようとしていることは、「冷酷かつ愚かな」こ

とだと付け加えた。日固と海外の双 )jでこの問題の

真のひろがりを認識し、アスベストを栄 ICすべきとき

である。

カナダ自動車労働組合 (CAW)の Nick D e C arlo

とBi l1 Hicks、Karcn W i l1 scyは、 rCAWのアスベス

トに閲する経験」という課題を取り kげた。 Nick は、

カナダの労働組合は、カナダのアスベストの遺産に

ついて台産に達するととが閃難だということを認め

ていると説明した。 CAWのスタッフは、 Hulmes 一仁場

の組合員の問での高い浜病率などのように、地域

のアスベスト問題に取り組み、祭 I上の立場を支持す

るよう投票もしているが、この国のアスベスト問題を

理解しようとしない組合も歴る。「働く人々正社会的、

経済的正義を追求するために、 250 万人のカナダ労

働者」が団結したと公科、しているカナダ労働組合会

議 (CLC) は、アスベス H=関する立場を示していな

い。 C L Cのウエブサイトを「アスベスト」とL行キーワー

ドで検索しても、たった 2｛'[のわずかな言及しかない。

白年間にわたってカナダが E界最大のアスベスト生

崖|玉|のととつだったとe'う事実を考えると、 CLCO:と
の怠惰さには奇妙という以|正毛のがある。 Nick は、

19RO年代に、 C L Cは、年次大会でアスベスト問題に

ついて討議しようとしたことがあったが、伝統的にケ

ベックのアスベスト利主関係 Z e !占びついてきた鉄

鋼労働組合が会議カらJI くび, ' 1 " ,てしまった、と話した。

鉄鋼労働組合が脱退するという可能刊は、 CLCを

アスベストとそれに続くすべての mrrt'Jjから脱落させ

るような深刻なリスクだ、った。

CAWの衛桁代表でサーニアの OHCOW診療所
の地域諮問委員会のメンバーて吃ある Bill Hi c ks 、

労働者代表でアスベスト補償請求に必要な情報を

収集している Karen Willseyは、自らとCAWのアス

ベスト・ブログラムとの閣わりについて話した。

「サ一二アにおける草の根の取り組み」とe'う発

去の中で、通信・エネルギー・製紙労働組合 (CEP)
の KeithMcMillan は、サーニアの Holmes Foundry

とOwcns Corningの」二場の石油化'y'労働者の残さ

れた配偶者たちが、一緒になって「化学の谷の被災

者たち (VOCV)J というグループを結成した経緯に

焦点をあてた。乙の J世I岐におけるアスベストの｛史用

がピークにあった|時期には、毎年 15 ,000 の人々が

職業上曝露していた。 19RO 年代までは、曝露レベル

をコントロール措置は、もしあったとしてもわずかだっ

た。もっともリスクのある労働者には、保 JM一仁、配管

工、大工や電気工などの建設業の者が含まれる。

労働者には、早すぎる死は職業病だという一般的

な前念があった。地域社会はアスベストにより命が

火われることに辞易しつつあった。以下のような

連のイニシアティブ、や集会が地域の関｛ , ' 、を高めた。

.サーニア労働組合会議による安全衛小委員会の

設置

• 1998年に日b陀日1,悩C a nadaの労働者を対象とし

たcompensation clinicに 16 7人が参加

-数週間後 CAWの集会に 300人が山席

'CAWのc 1 inicの数か月後に行われた別のc1inic

こ』 3 0 0人の建設労働者が参加

1 9 9 9年、 1 5 0人の人々によってVOCVが結成さ

れた。これは、「サーニア ラムトン [LambtonJ とそ

の周辺地域を対象とした地域に基礎を開いた支援

組織」である。 VOCVは、「仕事の結米として、ある

いは虚業物質へのH暴露によって疾病または傷害に

かかった労働者及び市民を作充し、支援する」ため

に活動する。

安全センター育報 2003年 12月号 43



圃回Ij~道. .. ~~~主:::J~':;~~材置量己!泊施得!ミ防圃園田園田園田園田園田園田園田園

労組活動家と被災者が語る

午前中江休盟の後の最初の発表は、 1992-2002

年の問 般・地) j自治休・ボイラー製造労働組合

(GMB)の前保健牒境部長 N i g c1 Brysonによる「イ

ギリスの労働組合アスベスト注意喚起キャンベー

ン」であった。 Nigelのリーダ シ、ソフ。のもとGMBは、

アスベスト問題についてイギリスで応も発育し、アス

ベスト問題に注意を喚起する圏内・圃際キャンベー

ンに参加する組合じなったoリーフレッ卜やセミナー、

GMBのウエブサイト、トレーニングコースのなかで、

GMBの組合員は、アスベスト製品はどこに存在し

ているのか、それが生み出す危険な状況にどのよ

うに対処するカヰ二ついて教育を受けた。 GMBの 1995

年のイニシアテfブ「アスベスト.今もなお殺人者」は、

羽実的かつ継続的なキャンベーンだったが、製作

された印刷物には、本来の場所にあるアスベスト含

有原恨材、建材や断熱材の例を不したパンフレット

などが£る。産業が民間するプロパガンダに対抗し

て、 Nigclは、 [1' Iアスベスト 今もなお殺人者」とい

う本を書いた。この本のコピーがオタワで配られた。

GMBは、より厳しい安全衛生法令の開発に、イギ

リ7.土府機関と緊肖に連携して取り組んできた。乙れ

は、新たなアスベストの「管理義務」を蒋入した、京)仁2

年アスベスト作業管理規則の昨年の採用につながっ

た。ヨ一口、ソパにおける進展の重要性を認識して、

GMBは次のような機関に協力してきた。

欧州会議の干十会・健康・家族問題委員会(同委員

会のアスベスト問題に関する報件は、包情的な

禁止を勧告し、この方針は欧州会議によって 1998

年4月に採択された)

・欧州連合 (EU)の作業者及び慌督者のためのア

スベスト除よ訓練基準の策定を円的とした欧州委

・2000 年にフランス、スペイン、スウェーデ、ン及び、

イギリスにおけるアスベスト管理について観～1・

批評したE U上級労働監督官会議の後援を受け

たアスベストに関するワーキンググループ

N i日elは、重l立なヨ-D'yパの進展に閲するこユー

スを、オタワにもたらした。 2003年9月 3-6 Rにかけ

Nigel Brysc勺

て、彼は、 E Uの現有の加盟同汝び 10の加盟候補

国におけるアスベスト問題を検討するために、 EU

とI L Oによってドイツのドレスデンで開かれた会議の

160人の参加者の亡とりだった。アスベストが世界の

1[時限爆弾」であとことを認めて、参加者たちは以下

のように五ーした。

「アスベスNこ関連した健康リスクを根絶するとい

うことは、ヨーロッパの経験を普及し、それを他の諸

国のニーズに適合させるということを d首味している。

2003年欧州アスベスト会議は、究械のU標は、アス

ベストのや産及び使JIJの地球規模での禁止で反る

という確信を表明するJ[11月片 34頁参問、]。

地球規模rJ:禁止の要求を繰り返しながら、 Ni耳cl

は、「鉱山の閣山によって影響を受ける者が支援を

受け、他のより危険性の少ない仕事に向けた再訓

練されるように、『公止移行』方針を連邦及び州双方

の政府が策定することが望ましい」と、カナダのアス

ベスト鉱山労働者の不安に理解を示した。わずか

な斉が短期的に金銭的収入を得ることが、多数の

者の大量殺人を正当化することはできない1

合衆国のアスベスト被災者の権利のた訟のベテ

ラン・キャンベイナーである Jim Fitcは、「白い肺協

会(WlA:White L叩gA ssociation)の取り組み」

という発表をしてくれた。オタワ会議のスポンサーの

ひとつであるWLAは、 「アスベストH暴露の危険性に

ついて人々を作蒙する」使命をもって 1979年 12月

17 Rに、カリフォルニアのサンベド口で設立された。

ヨ初の会以のほとんどは造船労働者であったが、

最近の会員は、アスベスト悶連疾患の真に民主的

な性格を以映して、様々な背景や職種からやってく
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Jim Fite

る。アメリカにおける流行のすさまじい悲劇をU撃し

てきたW L Aは、アスベストの地球規模での禁止を

強く提nClする。これが達成されるまでは、目界の資

本は、ある|玉|の労働者を他の同の労働者と競い合

わせ続けるだろう。パルチモアの建設労働者が高レ

ベルのアスベストの職業曝露に比対したときに、使

用者は、メキシコやエルサルバドル、グアテマラか

ら労働者を輸入した。固有労働安全街中研究所

[NIOSH]によれば、アメリカにおける主要な職業上、

端境上の殺人者としては、シリカや炭鉱粉じんに取っ

て代わりつつある。もし大量殺人兵器を痕している

のであれば、これ以上のものはない、と Jirnは這っ

た。いかなる点からみても、アスベストがうってつけ

である。

被災計H北んでいても、アスベスト産業は、否定、

無視、堕治、上吹き続ける。今年、台衆同ι保険業者

とアスベスト被告会社は、自巴のアスベスト長任を転

嫁する試みをfTっている。上院議員 Hatchが提山し

た法案が、議会における千続に入り込みつつある。

J i m iま次のように言った。

「この法案は、白い!防協会や全国のアスベスト被

災青の反対を押し切って、司法委民会で生み刑され、

そこを通過した。この¥ r : i :tは、この有毒産業のコン 

サルタントゃ法律家の精神で書かれた毛のである・

法案は、アスベスト被災者からその同有の権利をむ

しり取り、一流の市民におとしめるものである」。

W L Aは、 f ' : lら訴えξことのできないほど病気の重

い被災者たちを代友して、かつてなしヰまどJ放しく声高

にロビー活動を展閣している。この夏、この捉案が

もたらすであろう恐るべき影響について政治家たち

に25告するために、 4T - I 'のパスに反ったWLAの会

員たちがワシントンに出向いた。アスベスト産業は

まさにテロリストであり、 WLAは、乙の大量殺人兵

器を曝露し、すべての者に対する公正な扱いのた

めに圧力をカヰナる、とJirnは語った。アスベスト産業

に資金を同させて、アスベスト被災背を補償するた

めに、世界規模での基金が設有されるべきである。

W L Aは闘い続ける、と Jirnは約束した。

「オランダにおけるアスベスト被災者への補償」

についての発表のなかで、最近オランダ・アスベス

ト被災者委員会の理事に選出されたY v o n n e 

W a t c r m a nは、同|司に才Jけるアスベストの状況につ

いて話した。政府の統計によ才リま、 1945-1995年の

聞に 次アスベスト産業において、 10,000人の人々

が労働した。

「オランダにはまた、大量のアスベストを使川した

造船業のような、広範囲に及ぶ二次アスベスト産業

も存有していた。建設業だけで 1980 年代頃におよ

そ 200,000 トンのアスベストを使 JIJし、そのうちの75

%が屋根付として、残りは耐熱暇断熱材に使われ

た。との多くは今なお身のまわり、どこにでも存有し

ている 約 33万人が、一次アスベスト産業でアスベ

ストに曝露した。

科学青たちは、オランダにおいて、 1996-2030年

の IUJに4 0 ,000 の過剰アスベスト悶連死を予測して 

いる。 19,000 は胸膜'1'皮腫により、 19 ,削Oはアスベ

スト関連肺がん、 700 は腹膜中皮脂、 400 は石綿肺

による死亡である。比較的最近まで、オランダにお

ける制限的な口l法環境が、被災者の補償を求める

請求に挫折感を抱かせてきた。 1990 年代に、アス

ベスト人身傷宵訴訟のi'I数は劇的に Jil加した。過

去 10年間に、下件を起す訴訟が法延外で和解した

が、司法手続は時間がかかりすぎるものであり続け

ている。

1995年以求、オランダ・アスベスト被災者委員会

は、アスベストへの職業、家!迂あるいはi環境目暴露に

より傷需を負った人々の正義と補償のために闘い

続けている。その目的のひとつは、原告が生きてい

るうちに補償が獲得できるようにするごとによって、

「中皮腫被災者の司法的昔焔」を矩縮することであ

る。委員会の会員たちは、アスベスト被災者研究所
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Yvαlne Waterman Cathy Walker

(J A V Jを創設するために、使用者団体、保険会社、

区六な使JIJ音でもある政府及び労働組合とほり紺

んだ。 3年前にI A Vが開設されたときには、標準化

さ才Lた手続と速度、厳絡な期限、上訴の防止のフ。ロ

トコAやノウハウの闘発が、とりわけ被災者が用き

ているうちの補償を確実にすることによって、被災

者に大きな利主主をもたらすととを期待されていた。

残念ながら、 I A Vは、期待に応えていない。深刻l
な則源不足は、必要な組織内のノウハウがいまだ

不足しているととを怠臥している。また、 4 0 %のケ-

AがI A Vにより却下されてL通るという事実は、受け

人れがたいことである。 I A Vに申請する資格のある

アスベスト被災斉は、その者のH足露が3 0年の期限

以内に起こった、使川者/保険会社を突き止めるこ

とができる、 '1'皮腫の患者に限定されている。 I A V

は、石綿肺や肺が/レの忠者、その者のH暴露が3 0年
よりも前に起こった中皮腫の3 0 %に当たる患者の

ために調停をすることはできない。アスベスト被災者

には、 I A Vが彼らと連絡をとるのに何か月もかかる

理山が理解できない。 Yvonneが言うのには、「彼ら

はこのことを、『日らの』研究所からではなく、保険会

社から期待されているのではないか。とれについて

の弁解はないJo Y v o n n eは、「オランダのアスベスト

被災者のための闘いは、ノアなおたくさん続けられて

いる」と述べた。

午前中の部の締めくくりは、 CAW 安全神～1'部長

Cathv W a l k e rのコーディネートによる労働組合活 

動家によるパネルだった。パネルの参加者は以卜

のとおり。

カナダ公務員労働者組合(CUPE)全国安全衛生

部長Anthony Pizzino

・カナダ大学教員協会 (CAUT)労働安全衛中担当

者Laura L o zan汰1
・カナダ臼動車労i出組台( C A W )代表W a y n c Butlcr

.住設産業労働者サービス江労災補償専門家Jirn
Bidner

・ウィユザーOHCOW診療所Jim Brophy

.イギリスG乱侶fB労働紺合N i貝即el8r町v叩S

A川nth加ηon町1vは、 C U P EのヌJ)J組合員の多くカえ職業

上アスベスト眠蕗を経験しており、との会議を後援

していることに喜んでいると表明した。彼の組合は、

そのアスベストに閣する揺るぎない立場を遠慮なく

公再するととに対して、多くの批判を受けてきた。カ

ナダの労働組合の大部分と同じように、 C U P Eは、

カナダのイj毒産業の閉鎖により雇用を脅かされる

者のための「公止移行」方針の導入を支持している。

CUPEは 1981年以来、アスベストの製造及び使川

江禁止を要求してきたれカナダ労働組台会議(仁L C )

は、ケベックのアスベスト利害関係者と結びついた

組合のフ。レyシャーの毛とで、この問題に関して沈黙

を続けてきた。ひとりC U P Eの代表だけがこ¢会議

に参加しているのではないとL乃事実が、すべての

発がん物質への曝露ゼロという自らの方針にも関

わらず、アスベストに対するC L Cの現実逃避的な態

度を説明している。おそらく、彼らはアスベスト以外

の充がん物質すべてを意味しているのだろう、と

Anthonvは示唆した。組合活動家のなかでのアスベ

スト関連疾忠のレベルが、アスベストの使用が危険

であることを明らかに不している。今でも、学校の施

設管理労働者は、使用者から少量のアスベストの
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会誌の;1］議長も務めたA勺thony Pizzino 労働組合活動期こよるパネル

J占:hJを青いつけられている。過去数年聞の聞に、

ケベ、ソケの港湾労働者や、当を描写するのにアス

ベストを使ったテレビ番組制作スタッフはじめ、多数

のC U P E組台以がアスベスト関連疾忠で亡くなって

いる。

過去数か月の問に、 CAUTの組合員である3人

の教授が、中皮脂と診断された。この事態は、組台

にとってR覚まし|噂計になり、安全衛乍部を設肯す

ξことによって対応した。 W a y n e Butlerは、造船技

師として、多くの有害物質に遭遇した。使用者や政

府は船に据えイ、Jけられたアスベストの危険 flにつ

いて知っていたにもかかわわらず、誰も造船労働

者には知らせなかった。 4S歳未満の同僚2S人が、過

lよ数年 I~Jのうちにがんで亡くなった。避けることので

きたはずのこれらの兆は、この問題に対する労働

組台と人々のf仁晋を喚起するキャンペーンに刺激

を与えた。

Nigel B r y s o nは、イ苧jスではアスベスト問題は

失われた機会のEとつだと話した。イギリスで足初の

アスベストの職業曝露を最小化させるた試の規則は

1931年に制定された。これらの規制の失敗が、不要

な何千人もの労働者の死をもたらした。イギリスが

最終的にアスベストの使川を禁止するまでに、 7 0年

近くかかった。これは、アスベスト被災者グループ、

労働組合活動家、件民運動説、 NGO、医学や安全

衛や専門家たちによる5年 IUJのキャンペーンによっ

てのみ達成すξことができた。 Nigelが長うように、

「すべての者がおのれの分を尽くした」。キ守ンペー

ンの効果を最λにするためには、戦略をたて、様々

なロビー活動を調整し、地域、国及び欧州レベルに

おける政治的機会を見板めるととが重要だった。

アスベストの政治学

環境問題が、午後の最初の2てのセ、ソション江焦

点だった。シエラクラブオブ・カナダ( S C C )専務理

事Elizabcth M a y i,) 1rア スベストと力ナダの環境」を

取り|げ、鉱 111ぢオツチ・カナダ、のJ凶 nKuyeki,)Hカ

ナダにおけるアスベストの採掘」について考察し乙

Elizabcthは、開発途上国に対するカナダのアスベ

ストの輸出を支えるプロパガンダ-マシーンを止める

ために、 SCCがカナダの諸阿休とともに取り組むこ

とを約束した。との多数の頭を持つヒドラで主るアス

ベスト研究所庄の汁を切り燕とすことによって、われ

われはアスベストが地球規模で禁止される円を速め

るととができる、と日izabcthは諮ったoJoan K u y c k

の話は、圃レベルでアスベストについて議論するこ

とに対する締めつけが、どのようにしてできてLりた

のかを説明するものだった。

rl949年に百, etford鉱 111で、低賃金と危険な労働

条件に抗議する長期にわたる、激しいストライキが

闘われた。それはケベックにおける政治的動乱の

始期となり、静かな革命［Quiet Revolutionlをもたら

した。ストライキはまた、 1 9 7 8年にアスベスト産業の

大きな部分を全|玉|アスベスト公社として公有化させ

る状況を創り出した。 1992年り月まで続いた、公的所

イlは、アメリカやカナダの企業によりケベ、ソクに吸い

上げられていた利主主に対するコントロールを催保す

るためのrM a i tres Chez-NousJ戦略の一部であった。

この産業は、政府の年金基金、労働組合連帯基金

安全センター育報20 0 3年12月号 47



圃回Ij~道. .. ~~~主:::J~':;~~材置量己!泊施得!ミ防圃園田園田園田園田園田園田園田園

やケベッケ州公有企業かう大いに支援を受け続け

ている。

1967年まで、との地域には 10の操業中の鉱山企

業があり、約6,2 0 0人の労働者を居川し、入門を合

計すると 35,0 0 0以上になる、 Black L a k e 、Thetford 

M i n c s及びAsbcstosとtl、う3つのかなりの大きさの

鉱山町が存在した」。

1983年、J.M. Asbestos Inc.が Je汀rey鉱山を引き

継いだ。過去数年間に、乙の会社は、乙の場所の

地下鉱山の閣発のために1倍 2500万ドルを投資し

たが、 ( 50 0 ) jドルは政府のローンであり、そのうちの

7 0 %にケベ、ソク政附が保証を与えた。 Jcffry鉱山の

永久閉鎖は、ケベッケ政府の金庫に重大な影響を

日える可能性があった。 1 9 6 5年、「ケベ、ソクの全労 

働斉を対象とする公的部門年金を管瑚する」ための

Caisse de Depot and Placementを創設した。 Jef仕e y

鉱山を永久に閉鎖することになれば、 C D Pは5,引JO

万ドルを失う可能性があった。 2002年 10月にJ.M

A s bestosは彼産を中請したが、裁判所かう操業を再

閣させる時的認可が認められてきた。

ケベックの残る2つのアスベスト鉱山は、カナダ

最大のアスベスト製造業者であるLABChrysotile

が所イlしている。 2003年9月 12 円、同社は、 Bell 

Asbcst前鉱山 (250人の労働者)の 11週間の休止と 

BlackL a k e鋭、 111(400人の労働者)の 2004年のイー

スターまでの3 0週間の休止を発表した。これらの施

設を休止する決定は、［Jcffrcy鉱山の操業を維持」

するためにとられたものと考えられている。営利企

業になぜこのような犠牲を強いることができるのかつ

LABとケベッケ政附の問の緊'情な財政的、政治的

結び｛ 、 jきがその理山と考えられるが、この産業が秘

密のベールに穫われたままになっているために、こ

の間いに対する回答を決して知るごとはできないか

もしれない。「賃金やコスト、アスベストに付加される

価値に闘すξ統計は、『秘密』にすべきとみなされて

いるため、 Canadian Mincrals Ycarbookかう除外

されている。同様な扱いをされている鉱物は他には

ない」。

欧州の指導的なキャンベイナーのひとりである 

A皿官官児baud-Monyは、 ［1アスベスト禁止ネット

ワーク」の起源と重要性について議論した。 1990年

Annie Thebaud-Mony

代はじめまでに、アスベスト被災者組織がいくつか

の国に存在し、それらの|叫にわずかながらの国際

的結び付きがあった。国際ネ、ソトワークを臼lり山そ

うとtlう長初のステ、ソフ。は、ヨーロッパで開始さ才た。

19 91年6月12-14 t J 、フランス、イタリア、イギリス、ス

イスの以アスベスト活動家たちが初めて、ストラスブ

ルグ、の欧州議会で先まった。そごで、「同際的ゲ凡ー

ブの連合」をつくることが決定された。アスベスト禁止

ネットワーク［ B A N ］の2回目の会合は、 1992年に

ストラスブルグで持た才た。参加者たちは、 BANの

東欧や閣発注|国のコンタクト先をひろげる可能刊

について検討したゐ 1993年4けのミラノにおけるBAN

の会台に、ブラジル・サンパウロ州の労働省に雇用

される技術者 Fernanda Giannasiが出席したのは、

この連合休の地平線が拡大してしだことをJぇ映した

モのだった。 1994 年3月にサンパウロにおいて同際

セミナー「アスベスト.管理使川か禁止か」の闘催に

つながる重要な決定がなされた。

19 95 -9 6年にかけて、 BANは、科宇者や医師、

労働組合活動家、政治家、環境運動家、被災者支

援や他の公益同休との討論を通じて、その取り組み

をひろげる努力を続けた。 1996 年5月 22-23 口、イ

ギリス、フランス、アメリカのBANのメンバーが、欧

州におけるアスベスト禁止のための計|同lに閣する、

ストラスブルグてすコ討論に参加した。 1999年、パりに

おけるBANのメンバーたちの会合と世界の仲|山と

の協議の後、アスベスト禁止国際書記局(IB A S )を

設置するととが決定された。 1BASは、アスベスト主主

止ネットワーケのメンバーやブラジルのABREAや

フランスのANDEVA、オーストラリアのアスベスト
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疾患協会などの各国のアスベスト被災者出体と緊

密に連携しながら活動を行っている。オタワにおけ

る今回の会議は、まさにとの共同作業の具現化の

ことつである、と Annie は言った。

「アスベスト禁止の世界的キャンベーンは、産業

から長期にわたり台認されてきた問題を Uに見える

ようにしてきた。われわれがネットワークを通じて共

イlし合ってきた情報が役立っている、多くの国のア

スベスト被災者に力を与え、また、支駁してきた。と

の会議にあたって、カナダの多くのアスベスト被災

者とコンタクトをとり、カナダのアスベストに対する立

場は、政府の侵略的、帝iLl主義的な立場によって

代表されるものではないことを知った。われわれは、

アスベストにより陪'占を負った全てのカナダの兄弟

姉妹に歓迎の二子を差し出し、との関係する市民たち

のバーチャルなネットワーケに迎え入れたい。青年

のアスベストによる必に、ともに終止符をれとう」。

会議の結論

午後の休憩後のセ、ソションは、決議作業委 H会

委員長の Keith Mι M i llanの進行で行われた。会議

の前にあらかじめ、決議の草案が起草され、作業

委 H会のメンバーに回付されていた。会議資料に

入れて参加者に配られてLミた、同意された草案をス

クリーンに映しながら、討論がfTわれた。 l時間にわ

たって、 Kcithが討議官jードしながら一つひとつの

修正を投崇にかけた。このセ、ソションの終 fまでに、

決議文は参加者の満場一致で採択された［全文は

11月号39 頁以卜に掲載］。決議は、カナダの連邦及

び各州政府に対して、以下のことを民求している。

「アスベスト産業に対する支持を '1'止し、 1980 年

代中韓以来世界のケリソタイル擁護を画策している、

モントリオールに本拠を肖くアスベスト研究所からの

則政的及び政治的支援を撤回することを要求する。

また、カナダ政府は、アスベストの使用及び輸入の

世界的禁止に速やカヰこ加わる決断をすべきである。

さらに、カナダ政府は位界的にアスベスト産業を持

続させる σに指導的な役割lを果たしてきたがゆえに、

カナダのアスベストが使 J目されてきた諸国の労働者

とその家族、地域社会に対してなされた危告につい

ての責任を引き受ける決断をすべきである。この長

任には、アスベスト被災者の健践のために必要な

財源及び補償を提供する三と、及び、カナダ?のアスベ

ストを利 111している産業に履IIJされている労働者の

公正移行を援助することが含まれるJ0

贈呈

本会議に捧げられた集団的努力を倖認しながう、

Lau日 eKaz叩 -Allenが、会議の役員たち 10e

C omartin、A n出 ony 目立m o、Elizabeth M a yを指名

して、各白に Bill Ravancsiの与真集 rBrca巾 Takcn

百 1eじmdscapeand Bi仁停叩h y 01 A s bestosJを贈呈 

した。さらに彼火は、シエラクラブ、の夏期研修生で、

熱心に率先して、また献身的にとの会議のために

働いてくれた1essica Adleyの努力に感謝した, 1,品I印

は、参加者の打|子を浴びながら、特別業績証明書

と小さな記念 lf1 rを受け取った。

会議の最高の栄誉 rTheRay SentesAwar吐2003J

は、献身的なカナダ、の教育者で公衆衛生活動家の

1',前からとられた賞だが、彼の娘である Kvla から、

ブラジルの労働監管官で活動家 Ms. Fernanda

Giannasiに授日された。 Kyla は次のように述べた。

rFcrnandaは、ブラジルのアスベスト被災者協会

とアスベスト禁止ネットワーケの双方の創設者のひ

とりです 公務員としての 20年以上¢キャリアのな

かで、彼女は、労働斉たちが経験している容認しが

たいリスケを報告してきました。会社がリスクに気づ

いていたとしても、彼らはアスベストを他の原料と同

じように扱い続け、適切な管聞を実行するよりも安

い剖金を支払うことの方を使川者が選ぶために、何

の安全措置も保護機器も使われない、と彼火は書

いています。耽督宵 Giannasiは、『ブラジルの労働

者を殺傷する江は、き止めて安|がり』だと言ってい

ます」。

技師 Giannasiの努力は、カナダ政j付や世界のア

スベスト・ロビイスト、多国籍企業、ブラジルの使川

者、いくらカ活ワ労働組合や多くの政府職員との問に

衝突を引き起こしました。彼女は、たびたび、殺すとい

う脅しを受けてきました 父のことを思い起こしなが

ら、私は、 Ms. Giannasiの長期にわたるアスベスト
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名取雄司医師 Gopal十 ns勺na

被災斉に対する献身とブラジル、ラテンアメリカ、世

界におけるアスベストを禁止するための断凶とした

キャンペーンに対してこの賞を授5する役に選ば

れたことを光栄に思います」。

おわりに一今後の方向

この会議でなされた全ての発表の質は、一様に

高い水準のもので、そのことがこのレポートが長く

なってしまった理由である。しかし、とのイベントの真

の重l止刊は、実際に発表された情報の総和を超え

たところにある。会議の協力的な雰囲気が、何人か

のカナダ人が初めて公衆の而前で話せるようにした。

高度に発注した、アクセスのよい、アスベスト被災者

を支援する州、ワークと地域の圧力グルーフ。やキャ

ンベイナーたちを発見したととは、全体的之にlE
新事実だつた。力ナダ山部か巴の参)J加刑Ju者の乙とりは、

地) j政府で働く公務員だつたが、その多くの同僚た

ちと同献に、彼女は胸膜肥厚にかかっていた。彼女

は、診断されて以来、アスベストに悩まされるように

なり、カナダにおけるアスベスト問題に閣するほとん

ど例外のない県知に驚かされた、と育った。白由と

なる|時I~Jの多くを関連する情報を入手すξ ことに費

やして、彼火は、その知識を分け5えようとして使用

者かう「ヒステリックな女」とあざ笑われた。会議の2

H前に、ウエブ|のある記事を眺めていて、このイ

ベン卜のことを発見した。数秒以内に、彼火は航空

券を予約していた。長い間荒野のなかのたったEと

りの声であった彼女は、会議から受けた激励にほ

とんど同倒された。

アスベスト鉱山町の住民が死んでいるのに、政

治家や医師、地域社会の保健団係者やメデ、イアの

堕落が、これらの死の本質が明らかにされないま

まにしているかかるととがとれらの企業城ド町の

中活のあらゆる出に影響を及ぼすアスベスト産業

の能力であるもしクリソタイルが安全であるなら、作

業が主張するように、アスベスト関連死は存夜しな

いかもし才げよい。カナダにがんに関するデータがな

いことは、産業の立場を補強している。会議がfTわ

れてから数週間後に、アメrJカ虚業医学ジャーナル

に、カナダの研究者に対する産業の影響)JIこ閃す

る詳細な分相I7I 1発表された。 Dr. David E旦ilmanの

論文は、ケベック・アスベスト採掘協会によって設立

されたマギルλ学の研究者たちが行った調査研究

を評価したものである。

「カナダのアスベスト採姉虚業は、白らの製1f1 1は

『無言』とL追う主張を支持する結果を引き出すため、

科学8(j c戸ータを操作してきた長い蛍史を持ってL、る。

との操作に連座する研究者たちは、重要な口同の

産業を支持したいという求や、労働者や地域社会

の利益よりも企業の利益の)jを支持するイテ守オロ

ギ、一的立場をあらかじめ持っているなど、様々な関

心に動機つけられているようにみえる。親ー産業的

な調査研究を実施することは、この大学の『論文を

占かない学青は消滅する11環境のなかに停泊し続

けるのに必l立な、財政的支援の着実な流れを保証

することによって、アカデ、ミックなキャリアを文えξこ

とにもなりf与る」 。

真実を知ろうとしないということは、真実を消しよっ

てしまうこととは遣う!ケベックでは、アスベスト闘
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3日目の会議参加者

のロビー活動の 
コーディネーション 
は、世界の舞台で 
機能することがで 
きなろ 
う。これは、アスベ 
ストの使用に反対 
する消費者や政府 
の増大する敵意の 
前に、残る輸出国 
をさらすことになろ

連死は世界中で最も高い、とDr. De Guireは話した。 
カナダのアスベストの流行に関する情報は、明らか 
になりつつあるのである。産業とその支持者たちも、 
もはや真実を抑えつけることはできない。
会議で発表されたイニシアティブには、以下のよ 

うなこと;^含まれる。
•会議により開始された取り組みを継続するための 

アスベスト禁止カナダ(BAC)の創設[11月15日 
にそのウェブサイトが開設された。http: //www. 
bacana da.org]

•カナダ国会議員全員に対する会議の決議の配布
• 2004年11月に日本•東京で開催される3日間の
世界アスベスト会議ーアジアや極東における状 
況に焦点をあてた初めての会議

•カナダとインドのアスベスト汚染地域の試料採取 
作業の開始

•アスベスト禁止ネットワーク•インド(BANI)とカナ 
ダの議会関係者との間の対話の開始
オタワ会議は、アスベスト禁止の世界的取り組み 

の歴史に分水嶺をしるした。初めて、労働組合活動 
家を含めたカナダの部門横断的な関係者たちが、 
カナダ政府のクリソタイル擁護の立場を公に否認し 
た。会議の直接的な結果であるアスベスト禁止カナ 
ダ(BAC)の創設は、アスベストに関する国レベル 
の議論にニューボイスをもたらした。独立的な情報 
の流れが増え、被災者が自らのことを話すことので 
きるコミュニケーションのチャンネルが確立するに 
したがって、カナダのアスベスト議論に対する産業 
のコントロールは終わるだろう。母国での反対の増 
大が足かせとなって、カナダによるクリソタイル擁護

う。2千年以上前にある中国の哲学者は、「千里の
旅も一歩から」と言っている。この報告に描かれた
進展は、われわれの共通のゴール：地球規模のア
スベスト禁止に向けてなされつつある大き 
な一本の証拠なのである。
% 原乂は、http://www.btintemet.comnbas/Frames/ 

f lka Ottawa conf rep 03 plus.htm。
3日目の9月14日午前中には、「被災者支援グ 

ループとキャンペイナーのための戦略討議」のセッ 
ションがもたれた。
日本からは名取雄司医師(亀戸ひまわり診療 

所)、インドからはインド•アスベスト禁止ネットワー 
ク(BANI)を代表してToxics LinkのGopal Krishna 
他、カナダ、アメリカ、フランス、ペルー等の代表 
から報告が行われている。
車に分乗して片道8時間かけてやってきている 

サーニアからの参加者たちが早めに会場を去ら 
なければならないこともあって、カナダ参加者同 
士の討論が優先され、ここでアスベスト禁止カナ 
ダ(BAC)の創設が確認されたのだった。
私(古谷)にとっても、メールだけでのなじみだっ 

たJim Brophy> Cathy Walkerとの初顔合わせを 
含めて、実り多い充実した企画だった(ローリーの 
レポートがこんなに長くなってしまった理由はよく 
わかる。そのあおりは本号の編集にも及んだ)。 

カナダ会議後の情報•通信の流通がまたおび 
ただしい。全てをリアルタイムでお伝えしきれない 
ことが残念。いずれにしろ、来年11月の世界アス 
ベスト会議がますます重要な意義をもってくるこ 
とは間違いないことが確認できたと思う。
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各地の頼り

労災保険民営化に反対全労働參労災保険制度の改革が必要

労災保険の民営化■民間開放に 
関する全労働の考え方(見解)

2003年11月17日 
全労働省労働組合 
中央執行委員会

1総合規制改革会議が求め 
る労災保険の民営化■民間開 
放
内閣府の総合規制改革会議 

は、この間、労災保険の民営化- 
民間開放の検討に着手し、本年 
7月及び9月に行われた厚生労働 
省へのヒアリング(官製市場WG) 
では「労災保険の対象とするリス 
クは、民間損害保険と同質である 
から、自賠責保険と同様のスキー 
ムで民営化しても問題はないので 
はないか」などと主張しています。

また、10月7日には、「規制改革 
推進のためのアクションプラン」の 
改訂を行い、「労災保険の民間開 
放の促進」を「重点検討事項」の一 
つに追加することを決定していま 
す。

2労災保険の民営化■民間開
放に関する全労働の考え方

(1)自賠責保険の目的は民事 
上のリスクの分散、労災保険 
の目的は労働者の人権保障 
労災保険法は、罰則をもって強

制される労働基準法上の「労働者 
の業務上負傷、疾病に対する使 
用者の無過失賠償責任」を実効あ 
るものとするために創設されまし 
た。

かつて、恩恵的•救済的扶助義 
務の履行とされていた労災補償制 
度は、戦後、新憲法の要請を受け 
て労働基準法上に規定された「人 
権保障」を担う重要な制度ぬった 
のです。人権保障の担い手は国 
ですから、その運営は国の責務と 
位置づけることがもっとも相応しい 
と言えます。
一方、自賠責保険は、民事上 

の損害賠償義務を肩代わりする 
もので、そのリスクを分散させるこ 
とを目的とし、労災保険とは根本的 
に性格を異にしています。労災保 
険を「リスクは民間損害保険と同 
質」などととらえて、民営化しようと 
する議論はあまりに乱暴です。
(2)公平•公正な立場での全面
適用は、民間保険会社の業務
になじみません
労災保険は、労働基準法上の 

災害補償責任を保険集団化する 
こどU、被災者等の保護(補償)を 
確実にするものです。そのため、 
未手続事業場に対する強制適用 
や保険料未納事業場に対する滞 
納処分等を内容tする「強制保険」 
でなければならず、公権力の行使

が当然に必要となりますmi)。
他方、民間保険会社では、保険 

料を支払わない使用者を切り捨て 
ざるを得ず、できる限り災害リスク 
が少なく、保険料納付が確実な使 
用者を扱う傾向にならざるを得ま 
せん。しかし、こうした傾向は、被 
災者保護に欠けるばかりか使用 
者間の公平も保てません氓2)。

また、民間保険会社による自賠 
責方式ではかえって費用がかさみ 
非効率となることも明らかとなって 
いますぼ3)。
«1自賠責保険は、車検時に加 
入を確認する仕組みを持ってい 
ます。しかし、現実には、車検を 
受けずに使用さねている車両 
が存在し、こうした車両や車検 
を要しない「自動二輪(D」「原 
付」では、自賠責保険は強制保 
険ではないため、多くが無保険 
となっています。

※之生命保険等を取り扱う民間 
保険会社が、経営の「健全性」
を追求するため、保険料を支払 
わない者との契約を解除し、で 
きる限りリスクの少ない者との契 
約を望むのは当然と言えます。 

«3自賠責保険では、損害給付 
に充てられる「純保険料」の他 
に、損害調査や契約事務処理 
に充てられる「社費」、保険会社 
が代理店に支払う「代理店手数 
料」等が保険料全体の実に30 
%程を占めています。他方、こ 
れに対する労災保険の保険料
収入に対する「事業運営費」は、
5 %程に止まっています。

(3)被災者等に立証責任が重
く課せられる可能性が高い
労災保険の適用、給付等をめ
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会織の便!りE

くさっては、常に使JIJ者と労働者(被

災者等)と江問で「利告関係」が発

生しますカえ労働者は使用者に対

して社会的、経済的に劣｛.,にあり

(例えば、労災認定に必要な情報

収集力rJ:栴差は労使間で照然)、

労災認定等の判断にあたっては、

労使の利告を超えた公平な立場

に立って、斉一的な処理を伺いう

る第=者カt行うことカも必'~です(※

4)。
労災保険の実務では、使用者

の協 )Jが得られない場合も多く、

事実関存fゆ解明のために回が積

概附二調査権限を｛了｛史し、被災者

等の「主流責｛モ」を補完して適切な

補償に努めています。

他方、民間保険会社が保険斉

となった場合には、自ら被災者等

と「利五関係」に立つことから、損

害保険等の実務がそうでdきるよう

に被災者等の「京証長任」が強く

求められることになり、被災者等

の保護が|全に催保さ才ないロJ

能刊が高いのです(※ 5) 。
※4国のオ災認定等の判断印公

止、公平をjO保する制度として

は、名積調査権限(報告、出頭、

受診等の命令権、診療担当者

への関係占類等ベの提示命令権

等)と国家公務員法|の守硲義

務、行政不服審査制度、情報

公開制度等が存存します。また

白耳i耳目を担保すと制度とし守口:t
行政子続法等が存在します。

※5民間保険会社にとって、いわ

ゆる労災隠しを進んで摘発し、

被災者等を保護しよ党言うイン

セ>ティブが働くととは少ないと

言えます。

(4) r民間開放」は「刺益優先」

の弱者切り捨て

総合規制改革会議のいう「民間

f,~放」の中身は必ずしも明かでは

ありません。「リスクの少ない特定

の産業、特定の企業だけを扱うこ

とを認めるべきJr政府管掌保険と

の併存なら、セーフテfネットをな

くすことにならない」と言うのかもし

れません。しかし、ごうした考え方

は、極端な「利益優先」の充想、では

ないでしょうか(※ o)。
「人権保障」をjOさ労災保険制

度を健全に運営するためには、す

べての企業、産業の相互協力を

催立するととが重要です。これを

再定するなら、結局、弱者切り拾

てとなることを比逃しています。

また、総台規制改革会議は、労

災保険制度を単に収支を均衡さ

せる「保険」の運営と見ているσか

もしれません。今日の労災保険制

度は、疾病の予防などをH的とし

た二次健診給付江創設や使用者

負J口の枠組みを利用した未払賃

金守:替払制度江創設などの由で

発反を重げてLます。「民間開欣」

の議論はとうした長も見逃してい

ます。

※6政府管掌保険と民間保険の

並存のスキームは、健康保険

組合の設i肯を認めた健康保険

制度(健保組合、政府管学、国

民健保の並存)に見るごとカマ

きます。しかし、前一台を補完す

る位置にある国民健康保険の

収支悪化の実↑古を見るならば、

こうしたスキームが弱者への「し

わ寄せ」を存認することになる

ととは明らかです。

(5)安全衛生行政監督行政と

の緊密な連携が不可欠

労働災需に対しては、「災需防

止」と「労災補償」の両面からの対

策を講じる三とが合理的かつ効果

的です。特に、災害充十事業場に

対しては、再発防止のた訟の迅速

な安全衛生指導が求められます

がJ災需防止」と「労災補償」の分

離は、こうした契機を火うことにiな
ります(※ 7)。

同様に、監督行政による使 JIJ
者への責任追及の契機も火いか

ねず、不止受給ゃいわゆる労災

隠し(労働安全衛小法違反事f!')
等の防止にも支障をきたします。

労働者性や平均賃金等の判断

にあたっては、恒常的に監督行

政安全衛生行政と連携すξこと

で迅速な保険給付がロJ能となって

いますが、これらを分離すること

と帥は労災認定事務を極めてJド
効率にします(※ 8)。

「過重労働による健康障需防止

のために事業主が講ずべき措置」

に県づく行政指導は、脳・心臓疾

患にかかる認定基準に即したモの

で、労災保険制度が、監督行政、

安全衛生行政と不ロJ分に展閣さ

れていることを示しています。また、

費用徴収制度、保険料率のメ1ソ)、

ト制度、過去の災害発生状況を反

映したうE積~rJ保険料率の設定な

ども、使用者の労働災当防止の

努力を似す制度でよをつ、恥督行政

や安全衛庁行政と一体で4歪菖され

る必要があります(※9 ) 。
※7 r災害防止」と「労災補償」の

分離は、使川者にとっても、|司

の労災事故に対して、呉なる

機関カも同献の調査を受ける

という新たな負担を負わせξこ

とになります。なお、重大な労災
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事故については、充中直後に

労働基準監醤署によって災当

調査(主るL斗ま実況見分等)が

行われξので、この|時点で災需

発生状況等に関する詳細かっ

止4虐な情報収集がロJ飽弘主って

います。

※8労災保険制度は、労働基準

法の使用斉責任を修実にtO保
するためのものであることから、

事業場(適用単位)、労働者性、

平均賃余などの解釈は労働県

準法に基づいてま羽、同様に労

働基準法に基づく監管指導等

を行う航智行政と削断があって

ゆ立らず、一件として通営される

必要があります。また、療養期

問中皮びもの後3 0 日間の解雇

制限、休業4tJ未満の休業補

f賞fよど、監督行政と密接に連携

が求められる分野も少なくあり

ません。

※9費用徴収制度は、労働安全

衛生法等の法違反の有J!l~が運

JI J 1の山｛ ' ［となっており、また、

「特例メリット市rJJは、労働安全

衛生法上の一定の措置を行う

ことで保険料率をI目減できる｛土

組みであり、いずれも「災当防

rr.Jと「労災補償」を一体的にと

らえた制度の一例です。

(6) 結論
以上から、全労働は、労働者の

重県な権利を大きく脅かす、労災

保険の民営化・民間関欣には!メ

対です。

その|で、憲法の弘!請をえけて

労働基準法上に規定された「人権

保障」をJ口う労災補償制度をその

趣旨に山lして充実させるな場カら、

労災保険制度を不断に見直し、改

善していくことが必山であξと考え

ます。

特に、過労死(脳・心臓疾j ' : fD、

過労自殺 (1育神障需)等に悶する

認定基準は、この問の判例!の水

準に即して直ちに改めるべきです。

また、未手続事業場への適川促

進の強化、迅速かつ公iTな保険

給付等にむけた行政体制の拡充、

被災労働者の峨場復帰にむけた

牡会復帰制度の光五等をはかる

ことが重要です。

3 アメリカにおける労災保険

制度の目を覆うほどの荒廃ぶ

り(補論)

H本の労災保険制度は、諸外

固と比べても保険料率の設定が

低く、事務運常費も低廉で効率的

な運営カt行われてLます(※ 10)。
なお、労災保険に民間参入を

認めているアメリカの実情を紹介

します。アメリカでは、 般的に州

法で労災保険制度に加入しなけ

ればならない義務はあるものの、

民 IUJ保険、州保険(小企7た10Jけ)、

R家保険(企業独自の積み立て)

のいずれかに加入すればよいこ

とむなっており、民|山保険を選択し

ているケースが多いようです。

制度の内容而では、臨時労働

者や5人未満の事業場が適川除

外むなって主却、給付面でも、給付

期間、給付総額えはその両方が

制限されている士場合力tほとんど、で

す。通勤災告も使用者¢提供した

車両を使用した時など、例外的な

事情がない限り補償の対象とされ

ません。義肢等の支給やリハビリ

テーションなどのアフターケアもー

部にありますが、 H本のような労

働福祉事業はほとんどなL止言っ

てよい状況です。

しかも泣年、アメリカでは、労災

保険を扱う果険会社の荒廃ぶりが

大きな社会問題となっています。

収益悪化ヘモイ到産( ※ 11)、保険料

の而騰(※ 12) 、詐欺(不止)事件
(※ 13)などか頻充し、民 IUJ同放等

の問題点が羽廷のをのとなった典

型例と言えます。

※ 10 労災保険の保険料率は、

円本が0.74%であるのに対し

て、諸外仁Eでは、アメリカで2.05
% 、ドイツで1 .3 1 %、フランスで

2 . 2 6 %などとなってヰ卦J,R本の

低廉な保険料率が際だってい

ます。また、保険料収入に対す

る事業運営費の押l合は、円本

が 5 . 1 2 %であるのに対し、民間

閣放を認めているアメリカでは

2 2 . 7 %にも0)［まっています(厚

生労働省資料)。

※ 11 「海外保険情報J(保険低

円新聞社)

「労災保険は、破裂の危機に

ある。コストは以|に高騰し、企

業を州外に追い出しており、事

業を中 rcに追い込まれている

企業もあり、カリフォルニア州の

経済に悪影響を日えているJr6
月4口にt立、 Frcmont Indcm-
ruty社が過去4年 IUJの中で、 27
番目の労災保険会干十として外|の

保護管瑚卜に置かれた。州の

労災保険基金も坦迫した事態

に陥っており、労災保険制度

は、早之、で、総台的、数値で不

せる太幅な改革を行わない限

り、維持できない状態にある。

乙の制度は、乙のままでは長続

きしないと以われる」。

※ 12 2C旧3年9月の州議会証員
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(カリフォルニア州)では、1995 
年から2003年にかけて、保険 
料が3倍にあがったことが明ら 
かにされています。NPO団体の 
調査では、保険料が4.5倍に急 
騰したケースも報告されていま 
す。

「スマート•カリフォルニア 
労災保険速報•1998年6月19 
日号」(http://www.sgnpacific. 
com/hoken/index.htm)

「カリフォルニア州保険庁は、 
人材派遣会社、『カリフォルニア 
優秀人材会社』の社長および

副社長を労災保険料詐欺と重 
窃盗罪で逮捕した。力州保険庁 
の詐欺調査官によると、二人
は、同社従業員の職種別を偽 
り、更に従業員の傷害事故を保 
険会社に報告しなかったという。 
力州保険庁は、従業員の職種 
別を偽ったことにより約100万ド 
ルの保険料を詐取した、また、 
報告を怠ったため、傷害を被っ 
た従業員の多くが保険カバーを 
否定され、補償を受けられな
かったと語っている」。

以上 姍
深刻なシック^ウス集団発症
神奈川♦(財)地球環境戦略研究機関

Tさんは、2002年12月に、(財) 
地球難戦om機関似下、「研 
究機関」)に研究者の秘書として派 
遣された。この研究機関は、地球 
環境問題の政府系のシンクタンク 
である。2002年6月、葉山町の湘 
南国際村に新しい研究施設が建 
設された。ところが、直後から多く 
の職員が「シックハウス症候群」「化 
学物質過敏症」を発症し、大きな 
問題になっていた。Tさんは、そん 
なことは全く知らされないまま、派 
遣会社から派遣された。

4日間の業務で、
9シック八ウス症候群に

Tさんは、実は面接に来た時か 
ら、どうも具合がおかしいと感じて 
はいた。得意なはずの英文和訳

が思うようにできない。派遣初日 
から、頭がボーっとして、目が痛く 
なった。自分の引き継ぎをする秘 
書が患者で、あまり長い間この建 
物にいることができないため、引 
き継ぎ作業もままならなかった。実 
は約6銘の職員のうち4分の1が、 
10月から借りた別会社の建物で勤 
務していた。

と^でもなぃところに派遣されて 
しまったと気が付いたTさんは、早 
速派遣元に連絡して、やめたいと 
伝えた。しかし、派遣会社の方は、 
シックハウス問題;^あることは知っ 
ていたが、そんなにひどいとは聞 
いていない、そして、もしも発症し 
ても労災保険があるから大丈夫 
だと言う。研究機関も、もう濃度が 
低くなっているはずだから、あなた 

には関係ないし、ストレスや精神 
的なものだ、人手が足りないので 
やめないでほしいと言う。やむなく 
そのまま仕事を続けたが、ひどい 
頭痛や身体中の痛みで眠ることが 
できず、視覚異常、吐き気、目ま 
いなど、症状はますますひどくなっ 
た。それはシックハウスの症状だ 
から仕事を辞めて病院に行ったほ 
うがいいと、やはり患者である職 
員から言われて、4日後にようや 
くひきあげるように指示した。

Tさんのかかりつけの医師は、 
シックハウス症候群のことを理解 
しており、たまたま11月に健康診断 
も受けて全く問題がなかったことも 
あって、シックハウス症候群と診断 
した。さらに日本では数少ないシッ 
クハウス、化学物質過敏症を専門 
的に治療している北里研究所病 
院臨床環境医学センターでも、他 
の職員と同じようにシックハウス症 
候群による中枢神経障害および 
自律神経失調症といぅ診断を受け 
た。

泣き寝入りを強いられる 
•被災者たち

んは、自宅療養を余儀なくさ 
れ現在も仕事力打?きない状態だ。 
神経障害による聴覚異常、歩行 
障害の他、化学物質過敏症によっ 
て、今まで何ともなかった洗剤や化 
粧品、香水やたばこなど、日常生 
活用品にも反応が出るようになっ 
たため、まさに生活そのものを変 
えざるを得なぐ^る。思考力や集中 
力が欠けて、日常生活に支障を 
来たしている。しかも、抜本的な治 
療方法は確立しておらず、今後仕 
事をするにしても、そこの職場環
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境が合わなければ、再発、 J11化す

る危険性もある。まさに 生の問

題なのだ。

ちなみに、研究機関の職員は

皆、北里研究所病院の診断を受

けているし、 12月には、研究機関

がそこのR:s'liを114いて講演会を閣

催している。研究機関は、社会保

険の白己負jD分を「補償」する他、

最長2年|自lの休臓を認めて、賃金

を 1 0 0 % r補償」している。しかし、

治僚j去が侍立していないために、

健康保険が適川されない治療を

強いられているので、患者の多く

は、実際向額な白費治僚を強い

られているのが実態だ。労災認定

もき械で困難であると、監管署

白らが、 Tさんや相談に行った州

究機関に対しても述べており、仮

に労災保険が適用されても、基本

的には健康保険準拠なので、治

療費が出ない可能刊が高い。つ

まり、他の被災者に比べれば、

定「桁償」されているために、 Tさん

以外江研究機関の職員らも社会

的に声をあげにくいのであろう。

.ユニオンに加入し、

派遣会社と団交

インターネットを通じて、労災職

業病センターを知った Tさんは、派

遣労働問題に詳しい東京ユニオ

ンに加入した。派遣会社は、 Tさん

伺人に対して、派遣とはそういうリ

スケか伴う主ので、責任を回避して

いたが、ユニオンにはさすがにそ

のような対応かできるはずがない。

間休交渉の結巣、派遣労働者に

対する安全配慮が欠けたととを認

めて、一定の解決金を支払うこと

などで内$決した。しかし、最も責任

がまるのは、言うまでをなく研究機

闘の )jである。

.情報提供はするが、

責任をとらない会社

研究機関が葉山町にあるとと

もあり、 Tさんはよこはまシティユ

ニオンに加人。 7月29円に、第1回

団体父訟が開催された。 liJf究機関

は、 n~J!でこれまで江怪過を説明。

たしカヰ: 2 7名モの職員が発症し、

いまだ休業して, lる職以も 51',(う

ち1人は自宅勤務)にのぼり、退職

もいることなどが明らかになっ

た。一方で、すでに 2002 年 7月の

|時点で化学物質のj農度が下がっ

ていることを何度も強調。いずれ

にせよ、文占て切提供を求めたと

ころ、 8月には 20 ページ以|の報

告資料が提供された。そこでは、

理事会に宇品、て、移転、も含めた検

討がなされていとことまで台封1て

いた。 l 'を釦lに問題解決を図ってい

ると感じられたのだが

9月 17 t Jの第2101凶体交渉で、

ユニオンは、まずシックハウス症

候群を職業病として認めて謝罪す

ること、研究機団の移転をするこ

と、この問の経過をきちんと調査・

制究して社会化する三とを求めた。

ところが、研究機関の事務局長

は、驚くべき回答を繰り広げた。ま

ず、シックハウスなり化学物質過

敏昨今には医学的な定義がないか

ら、自分たちは認めていない。さら

に、 Tさんは濃度が卜がった後に

働いたのだ、カも、充痕するはずが

ないし、業務との閃米関係はない。

3然責任もない。したがって移転

や研究など必l立ない、と言う。ちな

みに、この事務局長は環境省か

らの派遣(公務員の第=セケター

派遣法というのがあるらしい)。ま

るで 40年前の公害発生に対する

政府答弁を聞くような気持ちで、主主

りを抑えることができない。

制究機関提供の資料によると、

2 0 0 2年11月に着任した研究員I

名がシソクビ)レ症候君津と診断され、

2 0 0 3年l月に着任した職Hも、そ

のおそれがあると診断されてL喝。

他の職員についても岡県関係が

ないと考えるのか、その医学的な

A'Q j処があるのかと尋ねて弘「じゃ

あ定義をどう考えるのか」とはぐら

かすばかり。結論的には「凶果関

係についてわからない」とLのこと

たとした。全くL兆功斗押しな主張だ。

いずれにせよ、あらためて文占で

|門|答することに。

.国(環境省、厚生労働省)、

県の責任は重大!

そもそ宅環境問題を研究する機

関に、どうして域境問題に兵掌に

対応するようにという山求をしなけ

ればならないのか。事務局長の変

勢は象徴的でi l ' ;るカ入祈L υ 端境
問題の被需者に対するよf応として

最低だ。さ引さ厚生労働省も労災

としては、なかえ対前忍めよさとしてい

ない。本省交渉でも、「医学的所

見の収集に勿めている」などとい

う悠長なもの。県も、湘南阿際村

の施設を住宅供給公社を通じてと

はいえ、無償で貸旬して主〕、研究

機関の事務局次長は県叫「に遣だ。

今後江研究機関の対応によっ

ては、大きく社会問題として、各々

の行政機関の責任追及も必要に

なるだろう。注H、ご支援を。

(神奈川労災職業病センター)

56 安全センタ情報2003年 12月号



各地の便り

労災職業病のいまを歩く
東京參フィールドワークに学生ら13名

日本カニゼンで工場見学とチェックリスト実習

東京労働安全衛生センターは、 
昨年から明に学生や社会人を対 
象としたサマー •フィールドワーク 
を開催しています。今年も8月29 
日、30日両日にわたり、「労災職業 
病、外国人労働者の今を歩く」と題 
して、2日間のフィールド•ワークを 
実施しました。
東京安全センターのホームペー 

ジや国際保健に関連するメーリン 
グリストにフィールド•ワークの情 
報を流して募集したところ、医学生 
3名、看護学生2名、法学部院生 
1名、医療ソーシャルワーカー2 
名、栄養士1名、労組員3名、名古 
屋労災職業病研究会のスタッフ1 
名の計13名の応募がありました。

■初日の午前中は、「労働現場を 
歩くーエ場見学とチェックリスト実 
習」のセッション'です。
午前9時に事務所に集合した参 

加者は、簡単なオリエンテーション 
を受けた後、自動車に分乗してエ 
場見学に出発。訪問先は江東区 
の日本カニゼン(株)東京工場で 
す。日本カニゼンは国内で最初に 
無電解ニッケルメッキ加工を事業 
化した中小企業です。
最初に工場長、安全衛生委員 

から工場の概要の説明を受け、 
構内の巡回コースを確認。参加者 
を3班に分け、用意された保護帽 
をかぶり、チェックリストと工場マッ 
プを持って構内を見学しました。誰 

もが生の製造現場を見るのは初 
めて。一昨年IS09001の取得を 
きっかけに、構内は整理整頓と物 
の表示が徹底されています。
初めての見学者でも表示のプ 

レートを見るだけで、ここはどうい 
う部署か、何が置かれているのか 
見当がつきます。それでも、メッキ 
場に一歩入ると騒音と熱、メッキ槽 
から立ち上る蒸気の迫力に誰も 
が一瞬息をのみます。排気装置 
が稼働しているとはいえ、臭気が 
気になったようです。治具に取り付 
けた細かい品物やクレーンで吊っ 
た大きな品物を順番にメッキ槽に 
つけていきます。万が一薬品を浴 
びた時のためにシャワーが設置 
してあるのを学生が目ざとくみつけ 
ました。
工場見学後、ふたつのグルー 

プに分かれて討論を行い、よかっ 
た点を3点、改善すべき点と改善 
提案を3点をまとめて発表しました。 
現場見学に夢中でチェックリストが 
うまく使えなくr?b、あらためてチェッ 
クポイントに目を通すだけで良い 
点や改善提案が整理できます。 
チェックリストの効用も体験しても 
らいました。

■っづくセッション「外国人労働者 
問題のいま」では、インド、パキス 
タン、バングラデシュ、イランから 
来ている外国人労働者10名を迎 
え、彼ら一人ひとりの仕事や労災 
で被災した体験を語ってもらいま 
した。会社でケガをしても労災にし 
てもらえずクビになった。医師と十 
分なコミュニケーションがとれず、 
治療がうまくいかなかったなど、 
生々しい話に聞き入りました。ほぼ
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全員がひまわり診療所の三橋徹 
医師(整形外科)の患者です。医 
学生からは、最初にかかった病院 
で困ったこと、医師とうまくいかなく 
なったのはなぜかなど質問が出ま 
した。都立病院の医療ソーシャル 
ワーカーの高山俊雄さんからは、 
超過滞在外国人の医療•福祉関 
する現状を話してもらいました。
初日のセッションが終わったあ 

とは、手作り料理やインド•パキス 
タンカレーを賞味しながら、交流し 
ました。

■ 2日目は、「地域の公害•環境汚 
染を考える」と題して、日本化学エ 
業の六価クロム(発がん物質)汚 
染に焦点を当てたセッションを持ち 
ました。六価クロム鉱滓の不法投 
棄問題に長年取り組んできた松岡 
宥二さん(墨東力ち公害をなぐT区 
民の会)、中村まさ子さん(公園の 
クロムをなくす会•江東区議)に来 
ていただき、スライドの上映を交え 
て、地元住民の立場からクロム公 
害を語っていただきました

この日もまた、車に分乗して日 
本化学工業•小松川工場の跡地 
の見学に出発。今は「風の広場」 
と称する公園になっていますが、 
その下の土壌にはクロム鉱滓が 
埋まっています。荒川土手では、 
現在、国土交通省が閘門(こうも 
ん)を建設中であり、そこも六価ク 
ロム鉱滓が大量に埋まっているた 
め、還元剤を混ぜて三価クロムに 
した鉱滓を埋め戻している様子も 
見学しました

たまたま前日、荒川土手に隣接 
する歩道橋の脇から六価クロム 
が吹きあがっているとの情報提供
58安全センター情報2003年12月号

があり、この日試験紙を用意して 
現場に行きました。すでに通報を 
受吮東京都が還元剤(硫酸第一 
鉄)を捲いて処理していましたが、 
反対側の側溝に試験紙を垂らし 
てみると、一瞬にして青紫色に変 
色。見学者から「ウっソ〜!!」と 
いう驚きの声があがりました。 
50ppmはありそうです(排水規制 
値 0.5ppm )〇
午後は、日本化学のクロム被 

害者の会から彦田威夫さんに来 
ていただき、当時の小松川工場で 
のクロム酸塩製造工程と職場環 
境についてお話をうかがいました。 
彦田さん自身、毎年、平野敏夫医 
師によるクロム健診を受けていま 
す。当時は現場に入って3か月も 
するt鼻の穴の仕切に穴が開く (鼻 
中隔穿孔)ほど過酷な仕事だっt 
クロムによるじん肺や肺がんで亡

った方々の多くは最も劣悪な現 
場で働いた下請労働者達だった。 
そうした労働者や遺族でクロム被 
害者の会を結成し、裁判闘争を 

クロム被害者•彦田さんの話を聞く 

闘ったと話されました。

■つづいて、全国じん肺患者同盟 
常磐炭田高萩支部の高橋さん、 
土田さん、安西さん、同じく東京東 
部支部の片柳さん、工藤さん、相 
原さんを迎えてお話をうかがいま 
した。土田さんは「おんな鉱夫」とし 
て、労働基準法が施行される1947 
年まで坑内で石炭を掘り、じん肺 
になってしまいました。
最後のセッションは「労災職業 

病と闘う」と題して、じん肺に関す 
るレクチャーを平野敏夫医師が行 
いました。肺の切片標本を参加者 
に回覧し、片柳さんや工藤さんた 
ちの胸部レントゲン写真をシャー 
カステンに写しながら、じん肺所見 
の読影方法などをレクチャーしま 
した。

また、今夏ベトナムでの参加型 
労働生活改善トレーニング• メコン 
デルタ2003のビデオを上映し、東 
京安全センターの活動の一端を紹 
介しました。
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■ 2B間にわたるフィールドワー 
クを通して、工場見学とグループ• 
ワー久外国人労働者との交流、 
地域の環境汚染の現実、労災職 
業病一じん肺問題をとりあげて、 
現場を体験し当事者の証言に耳 
を傾けて考える機会を提供しまし 
た。準備やリクルートはたいへん 
ですが、私たちが日頃から活動し 
ているフィールドや課題、当事者 
を参加型手法でうまくオーガナイ 
ズすれば、きっと他にないユニー 
クなフィールド•ワークができるに 
違いありません。その成否は参加 
者の反応次第ですが、アンケート 
では過分の評価をいただきました。
盛りだくさん過ぎて消化しきm 

かったかもしれません。しかし、今 
後、彼女ら彼らとの関わりがつづ 
くことを期待し、それぞれの学びの 
場や職場で体験を生かしてくれた 
らと願わずにはいられません。さ

いごに、ご協力をいただいた皆様 
に心から感謝申し上げます。(了)

■追記
私たちのフィールド•ワークはこ 

れで終わりません。サービス精神 
が旺盛なのです。

3日目のオプション.ツァーとして、 
栃木県足尾町に足尾鉱毒問題を 
たずねる日帰りツァーを敢行しまし 
た。参加者は全員で7名。ミニバン 
をとばして、渡良瀬川上流の足尾 
銅山精錬所跡、龍蔵寺の坑夫達 
の無縁仏、足尾ダム下の資料館、 
強制連行された中国人慰霊塔、帰 
路に渡良瀬川遊水池と旧谷中村 
遺跡を駆け足で見学しました。昏 
さんお疲れ様でした。
来年もまたやります。ご期待下

姍
凍京労働安全衛生センター)

劣悪な環境の町工場の労災
大阪♦労災認定はされたけど---

頸椎椎間板ヘルニアで療養中 
のBさんの労災保険に支給決定 
が下りた。発症から7か月であっ 
た。Bさんの職場は、人工大理石 
の台所、洗面所、出窓などを製造 
しており、Bさんの仕事は人工大理 
石の加工•組み立てだった。労働 
災害の概要は、以下のとおり。

Bさんは、今回の労災の3か月 
前に、利き腕である右手小指の先 
を切断する労災に被災し、その治 

療はすでに終わっていたが、指先 
に疼痛が残っていた。そのために 
右手をかばい、主に左手で作業 
を行なっていた。1〇キロほどの人 
ェ大理石のパーツを加工台に乗 
せるために担上げようとして、手が 
滑って、あわてて頭と左肩でパー 
ツを支えたときに、左肩に激痛が 
起こった。

しかし、仕事が忙しかったためtこ 
Bさんは片手で仕事を続け、2週 

間ほどたってから、痛みが耐え難 
いものとなり、病院を受診し、頸椎 
の椎間板ヘルニアが分かった。痛 
みがあまりにひどかったために、 
1か月入院治療したほどだった。し 
かし、指を切断したときには会社は 
労災保険の手続きを速やかに行 
なったにもかかわらず、今回は相 
談しても会社の態度がはっきりせ 
ず、病院のソーシャルワーカーに 
相談したところ、関西労働者安全 
センターを紹介された。
事業主と話し合うために訪れた 

東大阪市の町工場は、加工機械 
がたくさん並べられているために 
通路が狭く、そのために重い大理 
石を頭の上に持ち上げて、手運び 
をしなければならない状態だった。 
事業主はすんなり労災請求には 
同意したが、話し合v XZ)場を仕切っ 
たのは、同席した社会保険労務士 
で、なぜか社労士のほうが、被災 
労働者に、「すっかり治って元の 
仕事ができる状態になってから、 
仕事に復帰するように」言いわた 
した。

いつ労働災害が起こってもお 
かしくない劣悪な職場環境で重労 
働を強いておいて、労災で休業す 
れば厄介者扱いというあまりな態 
度に、被災者も立腹していたが、 
速やかに労災請求を行なうためと 
りあえず穏働こ話し合いを終えた。
中小企業が経済的な問題のた 

めに職場環境にはとうてい気を配 
ることができない、それどころかめ 
いっぱい労働者を働かしてなんと 
か会社を維持している現状を目の 
当たりにしたが、そういう事業主と 
結託して労働者の権利を無視す 
る社労士がいることにも怒りを覚
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えた。 できるかどうか、まだまだ
Bさんの労災が認定されてほっ 問題は残っている。

としたが、治療を終えても職場復帰 (関西労働者安全センター)

35年の溶接作業で中皮腫
広島參自動車、建設、鉄工所と転々

今年の2月、広島県呉市の病院 
で中皮腫と診断され、業務から起 
因したもので労災補償が受けられ 
ることを知ったFさんから相談が 
あった。

Fさんは、1961年から74年まで 
の13年間、大手の自動車工場で 
溶接の作業に従事していた。1974 
年から87年までの13年間は建設 
業で、1991年から96年までの5年 
間は鉄工所で、合わせると35年も 
の間、溶接業に従事していたこと 
になる。

Fさんは、建設業でアスベスHこ 
曝露したと思うと言っていた。しか 
し、広島労働安全衛生センターで 
は、昭和30年代の自動車組立エ 
程のなかでアスベストに曝露し、自 
動車産業では全国初の中皮腫労 
災認定されたMさんのことを思い 
出した。自動車工場では、軽三輪- 
軽四輪トラックのエンジンカバーに 
アスベストを貼り付ける作業が、ア 
スベスト粉じんのまきあげるなか 
で行われていた。大手自動車会社 
で曝露したに違いないと思い、呉 
の病院の待合室で、Fさんから記 
憶をたどりながらの話をうかがった 
りもした。

その後、最終職場の鉄工所で

証明をもらい、労災申請を行った。

労災の休業補償などの金額は、 
被災前3か月の賃金に基づいて 
決定される。したがって、時間外労 
働が多ければ、給付額は多る。 
きちんと労働基準法通りに時間外 
労働の賃金を支払われている場 
合は問題ないが、そうでない場合 
は、本来給付されるべき休業補償 
などの金額が少なくなる。
実は、過労障害や過労死の認 

定を勝ち取ったケースで、不払い 
残業分について、労基法違反を 
是正しないまま現実に支払われて 
いた額に基づいて給付されている 
例が多い。そこで、神奈川労災職 
業病センターでは、現在2つのケー 
スについて、労働保険審査官に 
審査請求している。
Aさんの場合：

テントエ事会社に勤めていたA

7月に入り、呉労働基準監督署 
は当時の同僚を指名して、聴き取 
り調査を行った。あとになってわ 
かったことだが、この同僚の証言 
と最終職場の聴き取り調査の結果 
が決め手となったようだ。

しかし、その直後にFさんは他 
界。本人の希望にしたがって解剖 
が行われ、その結果も踏まえて、

刪
(広島労働安全衛生センター)

さんは、なかなか休みが取れない 
中で、出張先の愛媛県内の現場 
で心筋梗塞で倒れて急逝された。 
過労死認定基準の改正を受けて、 
今年1月に業務上認定さtl、遺族 
補償年金が給付された(2003年5 
月号52頁参照)。
実は決定前から、労働基準監 

督署の担当者に対して、Aさんの 
給料は、給料明細書によると、基 
本給43万円、所定時間外賃金3 
万円の計46万円が、時間外労働 
時間と全く関係なく支払われてお 
り、賃金規定も労働契約書もない 
ことを指摘。毎月80時間以上の時 
間外労働に従事していることは明 
らかなので、当然是正してから、そ 
れに基づいて給付基礎額を決め 
ることを求めていた。

しかし、業務上外を調査するの 
は松山労働基準監督署の労災給

不払残業代含めた労災給付
神奈川參労基法違反是正しない労基署
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会織の便!りE

利担当者であり、事業所の労働基

準法違Jえを是在するのは、横浜

北労働法準恥督署であるととも

あって、結局、 46 万円が算定の基

礎となった。

そとで審査請求したのであるか、

愛媛労働同の審杏官も、やはり横

浜北労基署が是王勧山すそので

あれば、給付もこ5然それにjけって

変更すξという姿勢。一方の横浜

北署は、すでに時効が成立してい

る上に、本人が死亡しているとと

モあって及び股。労災保険給十Jの

みで詳しい労働時間を調査されて

いるのであれば、それにしたがっ

て給十Jすべきという姿勢。

ふたつの労基署が、お互いに

責任をなすりつけあっているよう

な始末である。

小笠原さんの場合.

やはり、労災認定基準の改正

を受けて、昨年 6けに業務上認定

となった小笠原徹さん(主正 2年 11

月号ssTI参 Wllも、一仁場長という

ことで毎月 今定の47 ) J円江賃金

を受け取っていた。

実は、労災請求直後の 1999年

1H に労働基準監督署に対して、

時間外賃金の不払いの疑いで労

働基準法違反の調杏を求めてい

る。倒れられる前に、お連れ合い

の七子さ!ul、立 2時間分の残業代

が入っていると出いたこともある

が、あいまいな話で明文化された

就業規則賃金規定も何もないよ

うだ。

たし州ご、「監醤もしくは管理の

地位にあるものまたは機慌の事

務を取り扱うものについて、労働

時間ゃ休憩、休円の条文を適用

しな"J (労基法41条)とヂる。つま

り、経営者と同じような大会社の工

場長は適用除外されるととが多

い。ただし通述では、役十I名にと

巳われξことなく職務内脅や責任

と権限、勤務態様、待遇等を検討

して判断しなければな匂~l 'l,:とされ

ている。

小笠原さんは、止規職はは数

名の小さな会社であり、社長から

は怒明られるし、待遇も年齢から

育ってそれほど高"とは青いがた

い。タイムカードで出 ill勤、労働時

間も記録されている。そもそそ沙»な

い止社民はみんな何らかの役を

利けとれて、全く|時|自l外労働賃金

が払われていない様子であった。

それでもヨ時の労働法治情督

署の姿勢は、たしカヰこ問題なので、

基本給と役付子当てを明示すξこ

げよど、将来の是止は指導するれ

i且i、分切未払い分を支払うように

勧白することはなかった。大いに

抗議したが、本来の労災認定に勢

力を1土がさ、るを得なかったので、

その時点では、そのままになって

いた。

七千さAとを相談したところ、次

のように話された。「たしかに労災

認定されたときはうれしかったし、

本当に助かりましたよ。だって、ア

パートととつ借りるにしても、障当

者というととで止直嫌がられるん

ですよ。それが労災が下りている

と昌った途端に、態度が急変した

んです。びっくりしました。いつ宅お

世話になってばかりですみません

が、よろしくお願いします。」

労働県準法違反の不払い長時

IUJ労働のあげくに倒れて、労災認

定になったのに、給付基礎円昔日ま

で違法状態のままでは納得できな

その他の事例

当初、あまりにも当たり前の要

求なので、すく1こ是正給付される

と141ったが、そう簡単ではないらし

い。詳しいホームページを作って

いる「大阪過労死問題連絡会JIこ
問い合わせると、 J寧なお返事を

いただき、いくつかの事例を紹介

された。

あるケースでは、業務|外をめ

ぐる労働基準監督署の処分取り

消しを求める行政訴訟とあわせ、

会社に対し民事1Q需賠償裁判を

していた関係で、会社が和解の過

程でサービス残業を認め、労働法

準監督署もィ、払分を認めて支給

決定した。

別のケースでは、会社は倒虚

したが、タイムカードが伐っていた

ので、それに沿ったかたちで不払

い分も含めて支給決定した。

23 歳の+;.さで急死したデザイ

ナーの火性の場合、徹夜を含む

超長時間労働だ:ったが、フレ、ソケ

ス制、年俸制で基本給 17万円科

度だった。会社は、損主賠償裁判

で同視らに 4千万円支払うことで

和解したが、労働基準監暫署は、

基本給を前提にした労災認定をし

たため、現有審査話求中だ。

正直言って、一貫刊がない。そ

もそベも、過労兆や過労浜患での労

災認定が少ないため、係争事案

が多くないことが原因であろう。 A
さんや小笠原さんのケースについ

ては、ぜひ審査請求で是岡市

正させたい。 魁JJ.OII

(神奈川労災職業病センター)
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「労災隠し」事案の送検状況
全労働.昨年をうわまわる送検件数

最近における「労災かくし」 であり、場合によっては被災者

事案の送検状況 に犠牲を強いるものとなるなど

許しがたい行為である。

平成 15年 11月20日 このため、厚生労働省として

厚生労働省発表 は、「労災かくし」の排除につい

ては、これまでも労働基準監督

近年、労災かくし事案が多発し 機関において、監督指導等あ

ている中、労働基準局においては らゆる機会を通じ、このようなこ

「労災かくし」の排除に係る対策に とが行われることがないよう、事

重点的に取り組んでいるが、平成 業者に対し指導を徹底してきた

14年において97件、平成15年1 ところである。また、監督・安全

月~1O月において106件の「労災 衛生を担当する部署と労災補

かくし」による送検を行ったところで、 償を担当する話曙と劫がt癌密接な連

ある。 携を図ることにより、なかなか表

にあらわれない「労災かくし」の

「労災かくしJとは、労働災害 発見に努めるとともに、この存

の発生事実を隠ぺいするため、 在が明らかになった場合には、

(1)故意に労働安全衛生法に 労働安全衛生法違反として、必

基づく労働者死傷病報告を 要に応じ送検手続をとるなど厳

所轄労働基準監督署長に提 正に対処しているところで、ある。

出しないもの 2 今般、「労災かくし」に係る送

又は 検件数等について、以下のとお

(2)虚偽の内容を記載した労 り取りまとめたところである。厚

働者死傷病報告を所轄労働 生労働省としては、引き続き、

基準監督署長に提出するも 「労災かくし」の排除に向けて積

のを 極的に取り組んでいく決意であ

いい、労働安全衛生法第100 る。

条違反又は第120条違反の罪

に該当するものであるが、その 送検件数

背景には労働災害発生の原因 平成10年以降において、労働

ゲょった法律上の措置義務違反 基準監督機関が労働安全衛生法

に係る責任の追及を免れようと 第1∞条及び第120条に基づく労

するなどの意図が存在するもの 働者死傷病報告義務違反で送検

62 安全センター情報2003年 12月号

した件数は、次のとおりである。

106 

平成14年及び平成15年1月~

10月における業種別の状況として

は、次のとおりである。[次頁上表]

(参考)監督指導で是正を指導

した事業場数

過去5年間において、労働基準

監督機関が定期監督等を実施し

た際、労働安全衛生法第100条及

び第120条に係る労働者死傷病

報告義務違反(注:労働者死傷病

報告義務違反の全てが「労災かく

しjというわけではなく、現実的に

は労災を隠す意図を持たない単

なる手続違反が多く、このうち何件

が「労災かくし」に該当するかは不

明。)を指摘した事業場数は、次の

とおりである。

平成14年における業種別の違

反状況は、次のとおりである。[次

頁下表]

2 送検事例

<事例 1> 

[被疑者]建設会臥(2次下請)、

A社代表取締役B

元詰建設会社の現場代理人C

(共犯)



[発覚の端緒]Bは被災労働者D

の治療について労働災害には

適用されない健康保険をDに使

用させていたが、退院から仕事

に復帰するまでの約4か月もの

問、一切の休業補償を行わず、

生活に困窮したDからE労働基

準監督署の労災補償担当部署

に休業補償給付に関する相談

が寄せられたことにより、「労災

かくし」が発覚したもの。

[概要]E署は、市発注の終末処

理場の建設工事現場におい

て、Dが右足かかとを骨折し、約

6か月休業したにもかかわらず、

BとCは共謀の上、労働者死傷

病報告を遅滞なく同署に提出し

なかったとしてA、B及びCを労

働安全衛生法違反の疑いで地

方検察庁に書類送検した。

[動機]労災事故の発生を知った

発注者から元請建設会社が指

名停止となること、労災保険制

度上の保険料の還付を受けら

れなくなることをおそれたため。

<事例 2>

[被疑者]建設会社Aを経営する

事業主B、社会保険労務士C

(共犯)

[発覚の端緒]D労働基準監督署

が災害調査を進める中で、災害

発生当時の現場の状況が労働

者死傷病報告の内容と異なっ

ていることを突き止めたもの。

[概要]D署は、住宅新築工事現

場において、Aの労働者が、作

業床を設けず、労働安全衛生

法に違反する状態での作業に

より、約2.1メートル墜落し、死

亡したにもかかわらず、作業床

を設けた適法な状態での作業

において発生した労働災害であ

るという虚偽の労働者死傷病報

告を同署に提出したとしてBを労

働安全衛生法違反の疑いで士也

方検察庁に書類送検した。

本事例は、捜査の中でBか

ら労働者死傷病報告の作成、

提出の依頼を受けた社会保険

各地の便り目

労務士Cが共謀していたことが

判明したため、 Cについても同

法違反の共犯で書類送検した

もの。

[動機]労働安全衛生法違反によ

る刑事責任の追及をおそれた

ため。

<事例 3>

[被疑者]食料品製造会社A

A社の取締役B、経理部長C及

び工場長D(共犯)

[発覚の端緒]被災労働者の一人

から解雇予告手当に関する申

告を受けたE労働基準監督署

の労働基準監督官が、解雇予

告手当を算定する際、労働者

死傷病報告が提出されていな

い労災事故による休業期間が

あることをE署の労災補償担当

部署に確認・把握したことによ

り、「労災かくし」が発覚したもの。

[概要]E署は、Aについて、約8

か月の聞に、スライサーで卵焼

きを切断中に右指を負傷する

などにより労働者合計3名が約

2~3週間休業したにもかかわ

らず、B、C及びDは共謀の上、

3件の労働災害について労働

者死傷病報告を同署に提出し

なかったとしてA、B、C及びD

を労働安全衛生法違反の疑い

で地方検察庁に書類送検した。

[動機]Aが安全管理に問題があ

るとのことで特別に安全指導の

対象とする事業場として、2年連

続、都道府県労働局長から指

定を受けており、当該労災事故

の発生により更に引き続き指定

を受けることを避けよう 町T甫

としたため。 ~
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各地の便り 目

(別添) なかった者 の日数カ~4日に満たないときは、

[根拠条文] 第 122条法人の代表者又は法 事業者は、同項の規定にかか

労働安全衛生法(昭和47年法律 人若レくは人の代理人、使用人 オコらず、 1月から3月まで、4月か

第57号) その他の従業者が、その法人 ら6月まで、7月から9月まで及び

(報告等) 又は人の業務に関して、第116 10月から12月までの期間にお

第 100条厚生労働大臣、都道 条、第117条、第119条又は第 ける当該事実について、様式

府県労働局長又は労働基準監 120条の違反行為をしたときは、 第24号による報告書をそれぞ

督署長は、この法律を施行す 行為者を罰するほか、その法人 れの期間における最後の月の

るため必要があると認めるとき 又は人に対しても、各本条の罰 翌月末日までに、所轄労働基

は、厚生労働省令で定めるとこ 金刑を科する。 準監督署長に提出しなければ

ろにより、事業者、労働者、機 労働安全衛生規則(昭和47年労 ならない。

械等貸与者、建築物貸与者又 働省令第32号) 刑法(明治40年法律第40号)

はコニサルタントに対し、必要な (労働者死傷病報告) (共同正犯)

事項を報告させ、 又は出頭を命 第97条事業者は、労働者が労 第60条 2人以上共同して犯罪を

ずることができる。 働災害その他就業中又は事業 実行した者は、すべて正犯とす

(第2項及び第3項目的 場内若しくはその附属建設物内 る。

第 120条次の各号のいずれか における負傷、窒息又は急性 (身分犯の共犯)

に該当する者は、50万円以下 中毒により死亡し、又は休業し 第65条犯人の身分によって構

の罰金に処する。 たときは、遅滞なく、様式第23号 成すべき犯罪行為に加功した

(第1号から第4号まで略) による報告書を所轄労働基準 ときは、身分のない者であって

5 第1∞条第1項又は第3項の 監督署長に提出しなければな も、共犯とする。

規定による報告をせず、苦しく らない。 (第2項略)

回は虚偽の報告をし、又は出頭し 2 前項の場合において、休業

2004年世界アスベスト東京会
刷。balAsbeslos Congress 2004 in 10刷。

G白C藷諮

組織委員会では、世界会議の成功に向けて、国内で千万円を

集めることを目標に募金をつのっています。皆様のご協力を
よろしくお願いいたします。

2004年世界アスベスト東京会議組織委員会
干 136-0071東京都江東区亀戸7-10-1Zビル5階
TEL (03) 3636-3882 FAX (03) 3636-3881 
Eメール.回c2004⑪ac.wakwak.com 
ウエブサイト・http://park3.wakwak.comr回 c2004j

銀行口座:三井住友銀行・亀戸支庖(普)1601650 iGAC(己主ー
エーシー)2004組織委員会」
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全国労働寺会’皐－ti=ヤ‘夕 、歯絡A 吾輩固 1靭女宝侮.J~セノ－」満宮面識
〒136-0071東京都江東区白戸7-10-1Zピル51µ，；~ TEL (03) 3636・3882/FAX(03) 3636-3881 

E-mail joshrc@jca.apc.org HOMEPAGE http://www.ica.apc.org/joshrc/ 

東 京 ・NPO法人東京労働安全衛生センター E-mail etoshc@jca.apc.or只
〒136・0071江東区他戸7・10・lZビル5階 TEし（03)3683・9765/FAX (03) 3683-9766 

東 京 ．三多摩労災職業病センター
干185-0021国分寺市南UIJ2-6-7丸山会館2・5 TEL (042) 324-1024 /FAX (042) 324・1024 

東京・三多摩労災職業病研究会
〒185羽 12酌同市本田f4-12-14三多序回rfi.生協会館内 TEL(042) 324・1922/FAX (042) 325・2663

神奈川・社団法人神奈川労災職業病センター E-mail k-oshc向jca.apc.org
干230・0062俄浜市鶴見区笠岡田f20・9サンコーポ盟問505TEし（045)573-4289/FAX(045)575・1948

新 潟 ．財団法人新潟県安全衛生センター E-mail iくFR00474@nifty.ne.jp
〒951-8065新潟市東槻通2-481 TEL (025) 228-2127 /FAX (025) 228-2127 

仰 向・清水地域勤労者協議会
〒424-0812涜水m小柴町2-8 TEし（0543)66-6888 I FAX (0543) 66-6889 

愛知・名古屋労災職業病研究会 E-mail roushokuken@be.to 

干466-0815名古屋市H

京 都 ．京都労｛動安全1詰生連絡会議
〒ωト8432京都市南区凶九条束尚町50・9山本ビル3階 TEし(075)691-6191/FAX(075)691-6145 

大版・関西労働者安全センター らmailkoshc2000@yahoo.co.jp 
〒540・0026大阪市中央区内本町1-213ば／沿いピル602TEし(06)6943-1527 /FAX (06) 6942-0278 

兵 庫 ・尼崎労働者安全衛生センター E-mail ih3l012@msf.bi只lobe.nc.jp
〒660-0803尼崎市長洲本通1・16・17阪神医療生協気付 TEL(06) 6488-9952 /FAX (06) 6488・2762

兵 庫・関西労災職業病研究会
干660-0803尼崎市長洲本通1-16-17阪紳医療生協長洲支部 TEL (06) 6488-9952 /FAX (06) 6488-2762 

兵 庫 ・ひょうご労働安全衛生センター E-mail a-union@triton.ocn.nc.jp 
〒651-0096神戸市中央区笠井通ト1・I212号 TEL(078) 251・1172 /FAX (078)251-1172 

広 島 ・広島労働安全衛生センター E-mai I hirosima-azcenter@cronos.ocn.ne. iP 
〒732-0827広品市南区稲荷町5・4山臼ビル TEし（082)264-41LO /FAX(082)264-4J10 

.c~ 取 ・鳥取県労働安全衛生センター
マ 干680・0814,l);ll~市南111 r505 自治労会館内 TEL (0857)22-6 1 IO /FAX(0857)37-0090 

徳 島 ・NPO法人徳島労働安全衛生センター E-mail ren_go-tokushima@mva以globe.ne.jp

干792-0003徳f,1市昭和町3-35-1：徳島県労働縞社会館内 TEL(088) 623・6362/FAX (088) 655-4 L 13 

愛 姫 ・NPO法人愛媛労働安全衛生センター E-mail eoshc@mx81.tiki.ne.jp 
干792・0003新居浜市新聞田T1-9-9 TEL(0897) 34-0900 /FAX (0897) 37-1467 

愛 媛 ・えひめ社会文化会館労災職業病相談室
〒790-0066松山市宮田町8-6 TEL (089) 941-6065 /FAX (089) 941-6079 

高 知1•財団法人高知県労働安全衛生センター
干780・0011高知市前野北町3・2・28 TEL (0888) 45-3953 /FAX (0888) 45-3953 

熊本．熊本県労働安全衛生センター らmailawatemon@eagle.ocn.n巴.jp
干86ト2105熊本iii紳町秋r±l344ト20欽砕いクタウンクリニック TEL (096) 360-1991 /FAX (096) 368-6177 

大 分 ・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
干870・0036大分市中央町4-2-5労働福祉会館 fソレイユJl階 TEし（097)537・7991/FAX (097) 534・8671

宮崎・旧松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyu問。mnet.ne.jp
〒883-0021日｜旬市財光寺283-211長江団地ト14 TEL (0982) 53-9400 /FAX (0982) 53-3404 

鹿児島 ．鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion@po.synapse.ne.jp 
〒899-5216姶良郡加治木町本田T403有明ビル2F TEL (0995) 63－げ00/FAX(0995)63-1701 

自治体 ．自治体労働安全衛生研究会 E-mail sh-net@ubcnet.or・jp
〒102・0085千代田区六器町1自治労会館3階 TEL(03) 3239-9470 /FAX (03) 3264-1432 

（オブザーバー）

福島・福島県労働安全衛生センター
〒960-8103福島市船場町1・5 TEL (0245) 23-3586 I FAX (0245) 23-3587 




